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善
光
寺
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上
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の
生
涯

鷹

司

誓

玉

緒

言

善
光
寺
大
本
願
に
は
近
世
兼
帯
所
と
し
て
江
戸
青
山
善
光
寺
と
大
坂
阿
弥
陀
池
和
光
寺
と
の
一
一ケ
寺
が
あ

っ
た
。
当
時
の
政
治
経
済

等
の
丈
化
の
二
大
中
心
地
に
あ
っ
た
東
西
の
こ
の
両
寺
は
前
者
は
幕
閣
並
び
に
諸
大
名
家
や
上
野
東
叡
山
な
ど
と
の
交
渉

・
後
者
は
京

都
の
朝
廷
や
公
家

.
聖
護
院
門
跡
と
の
交
渉
に
当
る
な
ど
信
州
善
光
寺
尼
公
上
人
の
出
先
機
関
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
役
割
り
を
担

任
し
て
い
た
。

江
戸
善
光
寺
の
開
創
は
大
本
願
百
九
世
智
慶
上
人
で
、
慶
長
六
年
豊
島
郡
谷
中
に
七
千
五
百
坪
の
地
を
下
附
さ
れ
堂
宇
を
建
立
し
た

と
伝
え
ら
れ
、
現
在
大
本
願
に
は

「谷
中
村
善
光
尼
寺
領
五
石
余
」
と
記
す
慶
安
元
年
及
び
貞
享
二
年
の
朱
印
状
写
し
が
存
す
る
。
そ

の
寺
観
に
つ
い
て
史
料
は
不
備
で
あ
る
が
の
ち
に
建
立
さ
れ
た
青
山
善
光
寺
の
伽
藍
が
谷
中
の
も
の
と
全
く
規
模
や
配
置
を
模
し
て
つ

く
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
で
概
観
を
遡

っ
て
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
地
は
元
禄
十
六
年
十

一
月
の
江
戸
大
火
で
全
焼

し
善
光
寺
坂
の
名
称
の
み
残
り
、
宝
永
二
年
同
し
豊
島
郡
の
上
渋
谷
村
青
山
百
人
町
に
替
地
を
う
け
徳
川
綱
吉
以
降
家
茂
に
至
る
歴
代

将
軍
家
の

「谷
中
村
善
光
尼
寺
領
同
郡
上
渋
谷
村
の
内
に
お
ゐ
て
五
石
余
云
々
」
と
の
朱
恥
を
う
け
て
い
る
。



徳
川
家
と
善
光
寺
上
人
と
の
関
係
が
密
に
な

っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
寛
丈
元
年
三
代
将
軍
家
光
の
正
妻
本
理
院
殿
か
ら
台
徳
院

(
二
代
秀
忠
)
・
崇
源
院

(
秀
忠
の
正
室
)
・
大
献
院

(家
光
)
等
の
追
善
の
た
め
大
型
丈
庫
が
信
州
善
光
寺
に
奉
納
せ
ら
れ
、
崇
源
院

や
本
理
院
の
御
霊
辱
が
大
本
願
敷
地
内
に
建
立
さ
れ
て
以
来
折
々
の
修
復
費
の
寄
進
が
な
さ
れ
、
閉
鎖
的
環
境
に
あ

っ
た
大
奥
女
性
た

ち
が
信
仰
の
手
引
き
を
同
性
の
出
家
尼
公
上
人
に
求
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
に
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
は
い
わ

ゆ
る
信
心
深
い
女
性
と
し
て
知
ら
れ
て
居
る
が
元
禄
十
四
年
信
州
善
光
寺
如
来
の
江
戸
出
開
帳
が
あ

っ
た
折
に
は
四
月
二
十
五
日
開
帳

場
の
谷
憲

応
寺
に
参
詣
⑳

更
に
閉
帳
後
三
ノ
丸
に
如
委

臨

拝
礼
し
て
い
る
。
覆

江
戸
に
お
い
て
善
光
寺
関
係
の
開
帳
が
あ

っ
た
場
合
は
閉
帳
後
如
来
登
城
が
慣
例
化
し
、
そ
の
都
度
上
人
が
大
奥

に
出
向
し
て
開
扉
し
将
軍
家
夫
妻
は
じ
め
そ
の
子
女
に
も

「
お

目
見
え
」
し
て
老
女
や
表
使
衆
と
も
親
交
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
年
間
を
通
じ
て
年
賀

・
中
元

.
歳
暮
や
各
季
の
節
句
な
ど
に
祝
儀
の

書
状
や
金
品
を
贈
答
す
る
例
が
多
か

っ
た
。

斯
様
に
江
戸
の
善
光
寺
は
智
慶
上
人
を
初
代
住
職
と
し
て
、
丈
久
元
年
第
九
世
誓
円
尼
公
が
伽
藍
崩
壊
後
の
再
興
の
め
ど
が
立
た
ぬ

ま
ま
青
山
を
引
あ
げ
て
信
州
に
常
住
さ
れ
る
ま
で
の
約
二
百
六
十
年
間
に
わ
た
り
種
々
の
法
務
事
務
を
行

っ
た
。

こ
の
間
の
歴
代
上
人

の
在
職
年
限
を
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
但
し
前
三
代
ま
で
は
晋
山
年
代
が
末
詳
の
た
め
過
去
帳
に
記
さ
れ
た
前
代
住
職
の
迂
化
年

次
を
上
限
と
み
て
仮
り
に
在
職
年
数
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

信
州

青
山

在
職
年
数

智
慶

δ

九
世

⊥

世

(鸚

黐

蕗

鸚

゜
同
一
七
篷

化
)

青
山
に
て
耄

篶

誓
信

二

〇
世

三

世

(入
寺
晋
山
未
詳

寛
永
六
年
迂
化
)

一
八
年
?

智
伝

一
=

世

三

世

(入
寺
晋
山
未
詳

寛
文
一
二
年
迂
化
)

四
四
年
?

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

一
九

一



仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号

一
九
二

誓
伝

一
三

世

・
四
世

(寛
文
七
年
入
寺

・
同
一
二
年
晋
山

元
禄

=

年
隠
居

・享
保

一
九
年
迂
化
)

二
七
年

智
善

=

三
世

・
五
世

(貞
享
三
年
入
寺

・
元
禄
一
一
年
晋
山

享
保

一
二
年
迂
化

)

三
〇
年

誓
興

=

四
世

・
六
世

(享
保

一
七
年
入
寺
・
晋
山

宝
暦
二
年
迂
化

)

三

年

智
観

=

五
世

・
七
世

(宝
暦
三
年
入
寺

・晋
山

寛
政
二
年
迂
化

)

三
八
年

智
昭

二

六
世

・
八
世

(寛
政
三
年
入
寺

・
晋
山

天
保
七
年
迂
化

)

四
六
年

誓
円

=

七
世

・
九
世

(天
保
三
年
入
寺

・
同
八
年
晋
山

文
久
三
年
信
州
に
帰
寺

・
明
治
四
三
年
迂
化
)
青
山
に
乱

鑼

歴
代
住
職
は
在
職
中
に
後
継
者
を
定
め
附
弟
と
し
て
養
育
し
て
お
き
、
迂
化
と
同
時
に
年
令
の
い
か
ん
を
と
わ
ず
直
ち
に
住
職
を
継

承
す
る
の
が
慣
例
で
あ
り
、
入
寺
か
ら
晋
山
ま
で
に
は
当
然
何
年
間
か
の
修
業
期
間
を
経
験
す
る
立
て
前
で
あ

っ
た
が
、
中
に
は
法
嗣

が
決
定
し
な
い
う
ち
に
迂
化
さ
れ
て
し
ば
ら
く
住
職
を
欠
い
た
時
も
あ
り
、
或
い
は
公
儀
等
に
病
気
と
届
け
出
て
喪
を
ふ
せ
た
ま
ま
法

嗣
を
求
め
、
入
寺
を
得
て
の
ち
迂
化
を
発
表
し
得
度
と
同
時
に
住
職
就
任
し
た
智
観
上
人
や
智
昭
上
人
の
例
も
あ
り
入
寺
と
晋
山
が
同

時
と
見
做
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
の
で
こ
こ
に
掲
げ
た
在
職
年
数
は
前
三
代
に
つ
い
て
は

一
応
の
推
定
で
あ
る
。

大
本
願
に
は

「大
奥
御
用
日
記
」
と
称
す
る
も
の
が
あ
り
詳
粗
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
延
享
二
年
か
ら
明
治
四
年

に
至
る
ま
で
の
百
二

十
五
年
間

(う
ち
二
十
三
ケ
年
分
を
欠
く
)
に
わ
た
り
上
人
身
辺
の
日
常
の
記
録
が

一
括
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他

に
も
公
丈
書
の

写
し
や
、
寺
役
人
を
通
じ
て
の
公
私
に
わ
た
る
往
復
書
簡
の
ひ
か
え
、
奥
向
き
の
記
録
の
断
片

に
至
る
ま
で
相
当
多
数
の
丈
書
類
が
の

こ

っ
て
い
る
が
、
延
享
以
前
の
も
の
は
殆
ん
ど
残
存
せ
ず
、
た
ま
た
ま
現
存
資
料
の
文
中

に
先
例
と
し
て
記
載
さ
れ
た
事
項
が
散
見
す

る
て
い
ど
で
、
信
州
と
青
山
両
寺
往
還
に
つ
い
て
も
初
期
の
実
状
を
知
り
得
ず
残
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
日
記
そ
の
他
の
資
料
が
豊
富
に
揃

っ
て
い
て
善
光
寺
上
人
の
日
常
を
如
実
に
考
察
出
来
る
の
は
智
観
上
人
以
降



で
あ
る
。
こ
と
に
同
上
人
に
は
自
筆
の
記
録
冊
子
六
巻
が
あ
り
当
時
の

一
尼
僧
と
し
て
は
恐
ら
く
他
に
例
の
な
い
業
績
と
思
わ
れ
る
。

当
時
の
善
光
寺
上
人
は
幼
少
で
住
命
を
継
い
だ
場
合
が
多
く
成
年
に
達
す
る
ま
で
は
当
然
老
尼
や
寺
役
人
が
法
務
寺
務
を
代
行
し
、
あ

る
い
は
実
家
か
ら
の
補
佐
や
実
質
的
援
助
を
う
け
た
。
こ
れ
は
当
時
の
寺
院
機
構
が
幕
府
の
宗
教
行
政
の
も
と
に
固
定
し
て
お
り
、
先

例
故
実
に
の

っ
と
り
寺
社
奉
行
や
本
山
の
指
示
の
通
り
に
従

っ
て
居
れ
ば
住
職
の
年
令
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず

一
応
大
過
な
く
寺
院
の

運
営
が
可
能
で
あ

っ
た
事
を
も
の
が
た

っ
て
い
る
。

}

智
昭
上
人
も
記
録
中
に
は
と
り
立
て
晋
山
式
の
行
わ
れ
た
記
述
は
な
い
が
九
才
で
入
寺
し
、
得
度
後
直
ち
に
住
職
と
し
て
の
あ
つ
か

い
を
う
け
先
代
智
観
上
人
の
隠
居
手
続
き
、
迂
化
を
公
表
し
葬
儀
を
執
行
し
て
の
ち
上
人
位
勅
許
を
得
て
い
る
。
而
し
て
天
保
七
年
十

一
月
十
日
迂
化
さ
れ
る
ま
で
の
四
十
六
年
間
さ
い
わ
い
に
し
て
奥
日
記
に
欠
年
が
な
い
の
で
約
半
世
紀
に
わ
た
る
寺
史
の
流
れ
と

一
尼

僧
の
歩
ん
だ
人
生
の
軌
跡
を
た
ど
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

本

論

一
、
寛

政
-

享
和

年
間

(
九
才

-

二
七
才

)

〔入

寺
〕

寛
政
二
年
初
頭
か
ら
四
大
不
調
で
医
薬
を
常
用
さ
れ
た
智
観
上
人
は
六
月
二
十
七
日
青
山
善
光
寺

に
お
い
て
迂

化
さ
れ
た
。
未
だ
定

っ
た
後
継
者
の
な
か

っ
た
寺
側
で
は
喪
を
秘
し
て
医
師
の
数
原
通
玄
に
公
儀

へ
の
届
出
が
す
む
ま
で

「
上
人
病
気
て
い
に
つ
く
ろ
い
時

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

一
九
三
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見
舞
い
L
下
さ
る
よ
う
に
往
診
を
依
頼
し
、
江
戸
城
大
奥
え
も
八
月
十
五
日
例
月
の
祝
儀
も
の
を
献
じ
た
折
に
、
か
ね
て
か
ら
親
交

あ

っ
た
本
丸
表
使
の
お
き
ま
を
通
じ
て
迂
化
の
こ
と
を
内
々
申
し
入
れ
、
同
女
は
十
九
日
に
青
山
に
来
寺
し
て
香
奚
を
供
え
葬
儀
や
跡

目
に
つ
い
て
の
助
言
を
与
え
ら
れ
た
。
即
ち
ま
つ
新
住
職
を
立
て
大
奥
等
の
祝
儀
や
季
節
の
御
機
嫌
伺
い
も
従
来
通
り
に
行
い
な
が
ら

先

住
を
隠
居
と
し
て
や
が
て
迂
化
を
発
表
す
る
と
い
う
手
順
を
立
て
、
後
継
者
の
人
選
に
急
遽
奔
走
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
同
上
人
の
三
十
五
日
褪
夜
法
要
の
行
わ
れ
た
八
月

一
日
に
は
京
都
の
中
御
門
大
納
言
宗
美
の
女
虎
姫
を
申
し
う
け
る
こ
と

に
内
定
し
、
八
月
四
日
に
は
寺
役
人
の
柄
沢
彦
太
夫
が
青
山
を
出
立
し
た
。

こ
れ
は
智
観
上
人
の
実
家
永
井
信
濃

守
の
妹
お
寿
の
方
が

京
都
の
公
家
飛
鳥
井
氏

に
嫁
し
、
か
つ
て
飛
鳥
井
よ
し
姫
を
善
光
寺
の
法
嗣
と
し
て
迎
え
た
が
天
明
年
間
十
七
才

で
逝
去
せ
ら
れ
心
蓮

　

社
晃
誉
智
順
法
尼
と
称
す
る
、
虎
姫
は
同
尼
の
姪
に
当
る
所
か
ら
仏
縁
が
と
と
の

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
八
日
京
都

に
着

い
た
彦
太
夫

は
直
ち
に
飛
鳥
井
家
家
臣
の
指
示
に
従

っ
て
中
御
門
家
を
訪
問
し
正
式
に
交
渉
を
と
り
ま
と
め
挨
拶
の
金
を
贈

っ
て
い
る
。
大
本
願
蔵

の
日
記

(寛
政
二

・
九

二
二
)
に
は
斯
様
な
場
合
に
も

「結
納
」
と
い
う
語
を
用

い
次
の
通
り
記
し
て
あ
る
。

一
、

(略
)
早
束
飛
鳥
井
樣
江
罷
出
役
人
中
江
懸
合
中
御
門
樣
江
の
御
懸
合
も
相
濟

中
御
門
中
將
樣
御
妹

虎
姫
樣
御
年
戌

二
御

九
歳

右
御
契
約
相
濟
則
御
結
納
差
上
候
樣
御
差
圖
有
之
候

二
付

左
之
通
差
上
候
由

一
、
中
將
樣
江

三
百
疋

一
、
蓮
壽
院
樣
江

二
百
疋

一
、
菊
君
樣
江

二
百
疋

一
、
虎
姫
樣
江

千

疋



一
、
御
蓮
枝
樣
方
江
御
菓
子
料
二
百
疋

一
、
金
百
疋

三
奈
井
相
模

一
、
同

堀

主
膳

一
、
南

(鐐
)

一
片

森
河
大
和

一
、
同

齋
藤
帶
刀

一
、
金
百
疋

御
年
寄

幾

た

一
、
同

御
中
繭

お
い
と

御
家
來
中
江
右
之
通
り
御
結
納
爲
御
祝
儀

差
出
候

尤
右
之
通
御
差
圖
也

虎
姫
樣
御
附
女
中
爲
仕
度
金

一
、
金
三
兩

お
つ
や

一
、
金
二
兩

下
女

も
み
し

虎
姫
は
中
御
門
家
か
ら
三
奈
井
以
下
の
家
臣
、
幾
多
以
下
の
女
性
た
ち
及
び
善
光
寺
の
役
人
柄
沢
彦
太
夫
等

に
附
そ
わ
れ
て
九
月
十

八
日
京
都
を
出
立
し
十
月
五
日
青
山
に
入
寺
し
た
。
な
お
こ
の
時
彦
太
夫
に
対
し
て
は
道
中
鎗
を
も
た
せ

「御
供
立
」
を
許
さ
れ
、
江

戸
帰
着
後
も
行
事
の
時
に
は
鎗
を
用
い
て
よ
い
旨
飛
鳥
井
家
で
取
計
ら
い
寺
社
奉
行
に
届
出
ら
れ
た
事
が
大
本
願
蔵
の
文
書
中
に
見
え

る
。
即
ち

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

一
九
五
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寛
政
元
己
酉
年
三
月

御
寺
領
役
人
鎗
相
用
候
先
例

清
水
記

一
、
中
御
門
大
納
言
樣
姫
君
奉
稱

寅
姫
君
御
八
歳
被
爲
成
候

御
方
樣

御
住
職
と
し
て
御
下
向

前
柄
澤
彦
太
夫
上
京
仕

御

守
役
被

仰
付

御
殿
江
相
詰
罷
在
彌
御
發
駕
二
相
成
御
道
中

御
供
立
等
被
仰
出
候
砌
彦
太
夫
江
御
鎗
被
下
置
今
度
道
中
相
用

供
仕

東
所
江
歸
後
も
永
く
爲
持
候
樣
被
仰
付
難
有
拜
領
仕
候

東
海
道
御
下
向
二
付
御
供
二
は
御
老
女
一
人

御
附
女
中
二
人

御
用
人
野
口
藏
人
殿

柄
澤
彦
太
夫
義
御
供
頭
相
勤

品
川
宿
御
泊
り
迄
法
善
、
玉
泉
始
御
迎
と
し
て
參
上

同
宿
よ
り
御
格
式

　
マ
こ

之
通
り
御
行
烈

二
而

青
山
御
殿
江
御
着
被
遊
候

一
、
寺
瓧
御
奉
行
御
月
番

松
卆
右
京
太
夫
樣
へ
御
屆

口
上
覺

信
州
善
光
寺
大
本
願
上
人
爲
住
職

中
御
門
大
納
言
殿
姫
君

青
山
善
光
寺
へ
着
二
御
座
候

右

二
付
在
所
役
人
柄
澤
彦
太
夫
義
爲
迎
上
京
仕
候
處

御
里
方
二
而
鎗
爲
持
供
仕
候
樣
被
申
付

巳
來
上
人
道
中
往
來

其
外
事

立
候
砌
爲
持
候
樣
被
申
付
候

此
段

御
屆
申
上
候

以
上

三
月

青
山
善
光
寺
役
人

矢
野
庄
助

右
口
上
書
差
出
候
處
寺
瓧
役
高
木
瀦
助
殿
被

受
取
暫
く
惣
席

二
控
候
處
屆
之
趣
承
り
置
候
與
被

仰
聞
候

虎
姫
の
着
府
及
び
入
寺
に
関
し
て
は
九
月
二
十
三
日
付
で
大
奥
本
丸
表
使
か
ら
万
事
誓
順
尼
の
例
に
な
ら

っ
て
届
出
な
ど
行
う
よ
う



指
示
が
あ
り
、
十
月
三
旦
尸
塚
に
到
着
し
た
虎
姫

一
行
の
も
と
に
半
助
が
飛
脚
を
つ
と
め
連
絡
を
と

っ
て
い
る
。
青
山
善
光
寺
で
は
御

出
入
り
の
者
た
ち
が
四
日
に
準
備
を
と
と
の
え
、
五
日
に
は
品
川
の
茶
屋
ま
で
繭
尼
法
善
が
紅
あ
じ
ろ
御
駕
籠

一
挺
と
弁
当
、
提
げ
重

　

に
焼
ま
ん
じ
ゅ
う
な
ど
用
意
し
て
出
迎
え
る
。
但
し
そ
の
前
々
日
に
将
軍
家
息
女
が
逝
去
し
三
日
間
の
鳴
物
停
止
令
が
出
て
い
る
の
で

虎
姫
の
入
寺
は
供
人
数
も
少
く
、
門
前
町
の
町
人
の
出
迎
え
も
さ
し
と
め

"
お
し
の
び
"
で
入
寺
さ
れ
た
。
智
観
上
人
在
世
中

に
は
江

戸
信
州
間
の
往
復
に
際
し
て
青
山
善
光
寺
と
板
橋
宿
と
の
間
の
行
列
や
、
三
年
目
ご
と
に
登
城
す
る
時
な
ど

「
本
供
揃
い
」
に
多
く
の

人
員
を
要
す
る
場
合
は
同
上
人
の
実
家
三
万
六
千
石
の
大
名
永
井
家
か
ら
侍
や
中
間

・
小
者
な
ど
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
堂
上
の
中

御
門
家

に
は
江
戸
家
敷
も
な
く
家
臣
も
少
い
の
で
、
品
川
宿
か
ら
寺
ま
で
特
に
永
井
家
に

「
か
ご
脇
御
侍
両
人
」
を
か
り
、
用
人
中
村

小
兵
衛
に
挨
拶
か
た
が
た
出
迎
え
て

「跡
乗
り
」
を
勤
め
ら
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
。
八
ツ
時
到
着
し
玉
泉
尼
が
御
使
者
の
問
に
出
迎
え

て
案
内
し
、
お
附
女
中
の
お
つ
や
が

つ
き
そ

っ
て
御
休
息
所
で
少
休
、
座
敷
に
入

っ
て
尼
僧
五
人
、
随
身
中
、
彦
太
夫
等
の
家
来
中
そ

の
他
に
お
目
見
え
が
あ

っ
た
。
着
寺
祝
膳

の
献
立
て
は

御
雜
煮

吸
物

御
手
鹽

赤
飯

一
ノ
膳
-
御
硯
和
合

御
汁

お
泙

香
物

ニ
ノ
膳
ー
御
罕

ニ
ノ
御
汁

猪

口

茶
碗

御
引
物

吹
物

硯
ふ
た

御
重
さ
か
な

菓
子

翌
六
日
本
丸
老
女

・
自
松
院

・
寺
社
奉
行
松
平
紀
伊
守

・
上
野
執
当
仏
頂
院

・
護
国
院

・
増
上
寺
な
ど
に
昨
日
着
寺
の
届
出
、
飛
鳥
井

　

家

に
御
礼

の
文
を
出
し
、
七
日
以
後
御
守
殿
、
田
安
家
、
黒
田
真
含
院
、
真
田
家
、
永
井
家
、
御
三
家
三
卿
方
、
梅
窓
院
、
実
相
寺
等

に
順
次
入
寺

の
お
し
ら
せ
を
出
し
、
各
々
よ
り
祝
い
の
丈
や
贈
物
が
届
け
ら
れ
た
。
九
日
に
は
来
る
十
五
日
に
得
度
式
を
行
う
事
を
定

め
彦
太
夫
を
使
者
と
し
て
増
上
寺
方
丈

に

「因
名
」
を
下
さ
る
よ
う
願
い
出
、
十
三
日
に
頂
き
に
出
向

い
て
い
る
。
当
時
増
上
寺
に
は

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

一
九
七



仏
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方
丈
統
誉
智
堂
大
僧
正
、
側
近
に
取
次
仙
応

・
使
僧
順
相

・
寮
坊
主
宣
契

・
同
成
巌

・
同
宣
達

・
内
帳
場
現
準

・
統
海
等
の
名
が
見
え
、

他
に
現
誉
満
空
上
人

並
び
に
便
誉
隆
善
上
人
で
あ
ろ
う
か
、

麻
布
神
明
谷
の
御
隠
居

(
前
大
僧
正
)
・
閑
居
様

(
前
僧
正
)
な
ど
居
ら

れ
御
挨
拶
も
の
を
贈
り
各
々
方
か
ら
御
祝
い
を
頂
い
て
い
る
。

得
度
式
は
朝
五
ツ
時
内
仏
で
行
い
、
歴
代
住
職
が
智
と
誓

の
字
を
交
互
に
つ
け
る
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
申
入
れ
て
あ

っ
た
の
で
増
上

寺
大
僧
正
か
ら
使
僧
成
厳
和
尚
が
遣
さ
れ
智
昭
の
名
が
授
け
ら
れ
冬
袈
裟

二
領
を
贈
ら
れ
、
昼
膳
の
後
本
堂
諸
堂
廟
所
に
参
詣
し
、
書

院
で
成
厳
和
尚
に
対
面
酒
食
を
供
し
、
三
僧
正

へ
の
老
尼
か
ら
の
礼
状
及
び
食
籠
を
托
し
た
。
十
六
目
に
は
智
昭
尼
自
身
御
礼
の
た
め

増
上
寺
に
参
拝
し
新
書
院
で
大
僧
正
に
対
面
、
三
拝
し
て
十
念
授
与
さ
れ
祝
膳
を
頂
き
、
随
身
尼
僧
達
や
寺
役
人

な
ど
供
人
に
も
酒
付

膳
を
饗
さ
れ
た
。
得
度
後
直
ち
に
大
奥
は
じ
め
三
家
三
卿
や
寺
社
奉
行
、
諸
寺
院
え
し
ら
せ
を
出
し
て
い
る
が
十

七
日
に
は
形
式
的
な

手
続
き
と
し
て
附
弟

(
智
昭
尼
)
が
き
ま

っ
た
の
で
智
観
上
人
は
病
気
養
生
の
名
目
で
隠
居
す
る
旨
を
各
方
面
に
願
出
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
大
奥
老
女
方
も
智
観
迂
化
の
事
は
既
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
智
観
上
人
は
久
し
く
病
気
で
智
昭
尼
も
未
だ
登
城

は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
代

っ
て
法
善
、
玉
泉
の
両
尼
に
登
城
す
る
よ
う
に
と
の
呼
出
し
が
な
さ
れ
、
両
尼
は
二
十
九
日
登
城
し
た

所
御
広
座
敷
に
お
い
て
、
表
使
筆
頭
菊
野
様
と
月
番
小
山
様
が
逢
わ
れ

善
光
寺
上
人
久
々
病
氣
に
て
寺
役
相
勤
兼
候

二
付
願
之
通
附
弟
智
昭
江
善
光
寺
住
職
被

仰
出
候

と
の
書
附
け
を
下
さ
れ
た
。
十

一
月

一
日
先
代
隠
居
新
住
職
就
任
の
件
を
寺
社
奉
行
、
上
野
執
当
な
ど
に
届
け

出
、
本
丸
老
女
や
表

使
衆
に
は
こ
の
件
に
つ
い
て
の
礼
状
を
青
山
善
光
寺
表
向
き
か
ら
と
智
昭
尼
公
自
筆
の
も
の
と
共
に
さ
し
出
し
た
。
な
お
実
年
令
は
九

才
で
あ
る
が
公
文
書
に
は
す
べ
て
十
二
才
と
し
て
届
出
て
居
り
、
こ
れ
以
後
毎
月

一
日
と
十
五
日
ご
と
に
大
奥

へ
出
す

「当
日
の
御
祝

儀
」
の
書
面
も
智
昭
尼
自
身
で
差
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
智
観
上
人
の
隠
居
願
い
は
直
ち
に
許
可
を
得
た
の
で
折
り
返
し
寺
側



か
ら
矢
野
庄
助
を
使
者
と
し
て
寺
社
奉
行
等
へ
次
の
文
面
の
書
付
を
提
出
し
て
い
る
。

口

上

覺

信
州
善
光
寺
大
本
願
上
人
當
春
已
來
病
氣

二
罷
在
寺
役
相
勤
兼
候
二
付
後
住
之
儀
附
弟
智
昭
當
成
十
二
歳
罷
成

此
者
江
住
職
被

仰
付
被
下

上
人
隱
居
仕
度
段
先
規
之
通
御
本
丸
御
大
奥
御
年
寄
樣
方
迄
御
願
申
上
候
所
昨
廿
九
日
上
人
病
氣
二
付
弟
子
尼
兩
人

御
大
奥
江
被

召
寄
願
之
通
住
持
職
被

仰
付
難
有
仕
合
二
奉
存
候

此
段
御
届
申
上
候

青
山
善
光
寺
役
人

戍
±

月

矢
野
庄
助

京
都

の
聖
護
院
宮
、
勧
修
寺
家

に
対
し
て
は
十

一
月
六
日
に
入
院
得
度
の
丈
書
を
し
た
た
め
て
和
光
寺

に
送
り
、
大
坂
に
て
先
例
通

り
の
進
物
を
と
と
の
え
、
綸
旨
の
願
書
も
そ
え
て
右
ニ
ケ
所
に
出
向
せ
ら
れ
る
よ
う
依
頼
す
る
。
又
同
日
信
州
大
本
願
に
対
し
て
も
道

中
を
三
日
と
見
積
り
、
明
後
八
日
に
先
代
迂
化
の
儀
を
江
戸
と
信
州
と
同
時

に
発
表
す
る
よ
う
飛
脚
を
出
し
た
。

八
日
大
奥
、
寺
社
奉

行
、
上
野
執
当
な
ど
に

善
光
寺
隱
居
上
人
義
久
し
く
病
氣
之
所
養
生
不
相
叶

今
明
ケ
七
ツ
時
迂
化
致
候

と
の
丈
面
で
届
け
出
、
諸
家
諸
寺
に
も
通
知
し
、
こ
の
日
か
ら
三
十
日
間
智
昭
尼
公
は

「
御
慎
」
す
な
わ
ち
服
喪

し
て
各
家
え
の
御
祝

儀
御
機
嫌
伺

い
な
ど

一
切
を
遠
慮
さ
れ
る
事
と
な
る
。
夊
青
山
善
光
寺
の
行
事
と
し
て
去
る
天
明
八
年
八
月
か
ら
浅
草
第
六
天
神
で
毎

月
富
興
行
を
し
て
い
た
が
今
後
も
従
来
通
り
続
行
し
て
よ
い
か
否
か
寺
社
奉
行
あ
て
御
伺
い
を
立
て
た
。
寺
社
方

の
意
向
と
し
て
は
近

年
各
社
寺
の
富
が
非
常
に
多
く
行
わ
れ
幣
害
も
出
て
い
る
の
で
削
減
し
た
い
方
針

に
あ

っ
た
よ
う
で
中
々
許
可
が

お
り
ず
、
幾
度
か
交

渉
を
く
り
返
し
た
結
果
十

一
月
二
日
に
至
り
、
今
年
中
の
十

一
・
十
二
月
は

一
応
行

っ
て
よ
い
と
許
さ
れ
た
が
更

に
十
二
月
二
十
七
日

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

一
九
九



仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号

二
〇
〇

付
で
来
年
以
降
は
年
三
回
に
す
る
よ
う
改
め
て
寺
社
奉
行
か
ら
申
渡
さ
れ
柚
。

智
観
上
人
の
葬
儀
は
十

一
月
十
二
日
梅
窓
院
、
光
徳
寺
、
長
安
寺
は
じ
め
香
衣
三
人
、
役
僧

二
人
、
黒
衣
十
入
人
等
が
出
勤
し
智
昭

尼
も
参
列
焼
香
せ
ら
れ
十
三
日
に
も
晨
朝
、
日
中
、
日
没
、
初
夜
の
四
座
、
十
四
日
に
は
晨
朝
、
結
願
の
二
座
の
法
要
が
行
わ
れ
た
、

　

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
昨
年
智
観
上
人
の
記
録
を
公
刊
し
た
中

に
収
録
し
て
あ
る
。
な
お
こ
の
十
三
日
に
は
京
都
か
ら
御
見
送
り
の
中

御
門
家
家
来
三
奈
井
相
模
、
斉
藤
帯
刀
が
退
役
し
、
お
つ
や
、
も
み
じ
な
ど
す
べ
て
出
立
帰
洛
し
て
い
る
。

智
観
上
人
の
遺
骸
は
十

一
月
二
十
三
日
駕
籠
で
出
立
、
同
月
二
十
九
日
信
州
に
帰
山
さ
れ
二
日
三
夜
の
法
要
が
行
わ
れ
た
。
大
本
願

に
お
け
る
服
喪

の
様
子
は

"御
隠
居
上
人
様
御
逝
去
之
節
書
類
写
"
と
題
す
る
資
料
が
大
本
願
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
要
件
を
抄
出
す

る
と

寛
政
二
年
十

一
月
十
日

一
、
吉
村
冨
右
衞
門
よ
り
今
井
磯
右
衞
晦
迄
以
使
申
越
候
は

隱
居
上
人
事
病
氣
之
處
養
生
不
相
叶
當
月
八
日
被
致
逝
候
由

江
戸
表
よ
り
申
來
り
候
間

御
内
々
爲
御
知
申
上
候

q
表
向
は
明

日
可
申
出
候
旨
申
遺
す

十

一
日

一
、
隱
居
上
人
樣
御
逝
去
之
旨
大
勸
進
其
外
迄
爲
御
知

一
、
磯
右
衞
門
よ
り
申
越
候
は

隱
居
上
人
樣
御
逝
去
被
遊
候

二
付
先
々
之
通
町
方
愼
之
儀
於

役
所
可
申
渡
候
間
御
出
御
立
合
可
被
成
候

(
略
)



一
、
隱
居
上
人
樣
御
逝
去
二
付
町
在
共
火
之
元
入
念
萬
事
相
愼
之
候
樣
可
申
渡
旨

町
年
寄
中
澤
與
左
衞
門

へ
申
渡
候

一
、
御
門
前
庄
屋

へ
も
右
之
通
申
渡
候

一
、
三
寺
中
迄
は
大
勸
進
御
屋
敷
二
而
被
仰
渡
候

一
、
御
被
官
迄
は
中
野
治
兵
衞
方

二
而
申
渡
候

十
三
日

一
、
冨
右
衞
門
よ
り
以
使
磯
右
門
方

へ
申
越
候
は
今
日
二
而
三
日
相
立
候
間
先
年
之
形
も
御
座
候
間
今
日
迄
二
而
諸
商
賣
井
二
普
請

不
留
旨
被
仰
渡
可
被
下
旨
申
遣
候

依
之
役
所
へ
町
年
寄
中
澤
與
左
衞
門
相
招

明
日
よ
り
町
在
共
普
請
井
商
賣
之
躰
御
菟
二
候

間
其
段
可
申
渡
旨
申
逹
候
由

但
し
愼
之
儀
町
方
二
而
間
口
五
問
之
處
は
簾
を
四
間
の
内
迄
か
け
道
先
之
明
き
候
問
へ
は
下
蔀
お
ろ
し
置

云
々

十
七
日

一
、
冨
右
衞
門
よ
り
使
を
以
磯
右
衞
門
方
へ
申
越
候
は

最
早
今
日
二
て
七
日
相
立
候
間
先
年
之
御
振
合
通
り
明
日
よ
り
町
在
愼
之

儀
萬
事
御
菟
被
仰
渡
可
被
下
候

此
段
得
貴
意
度
使
ヲ
以
申
遣
候

磯
右
衞
門
返
答
被

仰
聞
候
趣

御
尤
二
御
座
候

先
々
之
通
七
日
二
而
愼
之
儀
御
冤
之
旨
今
日
可
申
渡
候

先
例
二
は
無
御

座
候
得
共
未
御
遺
骨
も
不
被

爲
入
候
間
鳴
物
斗
り
は
當
分
之
間
相
愼
候
樣
可
申
渡
候
間
左
樣
御
承
知
可
被
成
旨
申
來
候

一
方
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
新
住
職
は
物
心
兩
面
に
強
力
な
う
し
ろ
立
て
が
ほ
し
い
の
で
永
井
家
に
あ
と
数
年
間

「後
見
」
を
願
い

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
〇
一



仏
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六
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二
〇
二

た
い
と
法
善

・
玉
泉
の
両
尼
か
ら
十
日
付
で
永
井
家
の
中
村
小
兵
衛
宛
に
次
の
如
き
書
状
を
差
出
し
て
い
る
。

別
紙
御
使
者
ヲ
以
被

仰
進
候

御
先
住
樣
よ
り
引
續
候
而
當
善
光
寺
樣

二
至
候
迄
厚
キ
御
世
話
被
進
呉
々
恭
思
召
候

全
躰
是

迄
被
御
存
知
候
通
り
御
無
人
共
上
御
不
〆
り
二
而
御
迂
化
前
後

二
至
候
而
ハ
信
州
此
表
共
二
甚
御
不
都
合
の
み
の
所

信
濃
守
樣

御
威
光
故
御
役
人
中

ハ
本
よ
り
下
々
迄
歸
伏

何
の
申
分
無
之
相
濟
候
御
事
到
而
難
有
思
召
候

然
所
當
善
光
寺
樣
ニ
ハ
末
御
九

歳
二
付
此
後
萬
事
御
家
來
任
二
而
信
州
并
此
表
共
一二

山
之
御
仕
置
御
差
圖
等

ハ
一
向
不
被

出
來
候
御
事

此
上
信
州
江
も
被

爲
入
候

又

ハ
京
都
江
も
御
登
り
可
被
成
候
所
御
里
方

ニ
ハ
京
都
堂
上
の
御
事
二
付
此
後
萬
事
御
相
談
等
の
義
は
御
屆
き
不
被
成

候

武
家
方
二
被

爲
入
候
へ
は
御
成
長
迄
は
御
後
見

二
て
も
御
願
可
被

成
候
得
共

御
法
中
二
被

成
御
座
候
得
は
左
樣
成

ル
御
事
も
不
被
成
御
座

尤
御
寺
役
等
御
寺
に
付
候
事
は
信
州
表
大
勸
進
罷
在
是
等
の
義
ハ
御
手
支
も
不
被

成
御
座
候
得
共
右

大
勸
進
も
古
來
之
御
振
合
二
而
萬
事
大
二
間
違
等
仕
候

只
此
以
後
御
手
前
切
り
之
御
仕
置
御
差
圖
之
義
は
御
聲
懸
ヲ
以
御
取
計

被

成
候
得
ハ
一
躰
御
〆
り
二
相
成
り
萬
事
二
御
仕
置
相
立
候

又
當
善
光
寺
樣
ニ
ハ
松
木
中
將
樣
御
妹
女
樣

二
て
先
御
附
弟
樣

誓
順
樣
ニ
ハ
申
將
樣
御
實
の
御
妹
女
樣
彼
是
ヲ
以

信
濃
守
樣
御
奧
樣
ニ
ハ
御
氣
二
被

爲
入
候
御
事

右

二
付
第

一
是
迄
通
り

御
兩
所
御
取
繕
被
成
候

二
付
御
役
人
中
迄
も
是
迄
の
通
り
御
立
入
被
仰
付
此
後
萬
事
信
濃
守
樣
御
威
光
ヲ
以

御
相
談
等
御
頼
被

成
度
此
所
御
頼
之
思
召
候

(略
)
尤
御
十
五
歳
ヲ
も
被
爲
越
候
ハ
・
御

一
人
之
御
差
圖
も
被

成
可
被
成
候
得
共

御
幼
年
之
御

事
故
御
十
五
歳
迄
之
所
呉
々
宜
敷
樣
御
許
要

(
容
力
)
被
進
度
以
御
使
者
御
頼
被
候

以
上

先
代
迂
化
の
頃
は
大
本
願
青
山
両
寺
と
も
甚
だ
財
政
難
で
寺
務
職
員
も
少
く
手
づ
ま
り
で
あ

っ
た
が
永
井
家
の
協
力
の
お
か
げ
で
不
調

法
が
表
沙
汰
に
な
ら
な
か
っ
た
事
を
謝
し
、
新
住
職
は
未
だ
九
才
で
一
山
を
統
括
す
る
の
は
無
理
で
あ
り
や
が
て
京
都
に
行
か
れ
ね
ば

な
ら
な
い
が
実
家
は
公
家
の
事
と
て
余
り
経
済
的
に
頼
れ
な
い
だ
ろ
う
。
永
井
家
奥
方
と
先
の
附
弟
誓
順
尼
と
新
住
職
と
は
何
れ
も
血



縁
関
係
に
あ
る
故
こ
れ
か
ら
も
宜
敷
く
お
願

い
し
た
い
、
武
家
方
で
あ
れ
ば

"
後
見
"
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
寺

務
の
役
職
に
つ
い
て

頂
い
て
は
大
勧
進
か
ら
異
議
を
申
立
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
折
に
ふ
れ
助
言
を
し
て
頂
き
た
い
。
せ
め
て
十
五
才
に
な
ら
れ
る

頃
ま
で
は
相
談
に
の
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
永
井
家
で
は

一
応
了
承
し
た
。
故
に
同
月
十
七
日
に
は
繭
尼
両
人
及
び
柄
沢

.
吉
村

.

倉
田

・
矢
野
等
の
寺
侍
に
対
し
中
村
小
兵
衛
は
智
昭
尼
公
の
名
代
と
し
て
次
の
書
附
を
以

っ
て
勤
め
方
心
得
を
発

し
て
い
る
。

幼
年
に
つ
き
法
善
玉
泉
に
任
し

一
山
仕
置

の
事
は
寺
附
普
代
の
柄
澤
等
に
任
す

云
々

な
お
臈
尼
両
人
に
は
こ
と
に
詳
述
が
あ
る
。
即
ち

法
善

玉
泉

此
度
住
職
被

仰
付
末
幼
年
之
事

二
付
我
等
身
ノ
廻
萬
事
心
配
可
取
計
候
事

一
、.
幼
年
中

二
付
自
身
差
圖
出
來
候
迄

萬
事
寺
向
仕
置

一
山
之
事
は
彦
太
夫
事
寺
附
之
普
代

二
付
存
意
通
取
斗
候
樣
申
付
候
間
何

事
も
彦
太
夫
江
相
談

差
圖
可
請
事

一
、
我
等
身

ノ
廻
り
奥
向
之
事
は
兩
人
申
談
候
上
取
計
共
外
之
事
は
金
銀
萬
事
彦
太
夫
罷
在
候
内

ハ

彦
太
夫
差
圖
ヲ
得
候
而
可
取

斗
候
彦
太
夫
信
州
江
罷
越
候
上

ハ
留
守
居
役
江
可
及
相
談
候
事

一
、
到
來
金
銀

ハ
兩
人
之
兩
印
ヲ
以
請
取
候
上
留
守
居
役
江
相
納
可
申
事

一
、
手
之
廻
り
金
銀
取
計
兩
人
兩
印
ヲ
以
勘
定
相
調
ら
べ
留
守
居
役
迄
可
差
出
候
事

一
、
側
尼
共
仕
置

ハ
兩
人
申
談
候
上

二
而
可
取
計
候
事

右
者
糀
町
樣
御
相
談
之
上
申
付
候
事

因
み
に
糀
町
と
は
永
井
信
濃
守
江
戸
屋
敷
の
所
在
地
名
で
あ
る
。

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

・

二
〇
三



仏
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〔伝

法
〕

入
寺
後
の
最
初
の
修
行
過
程
と
し
て
の
五
重
伝
法
は
十
二
月
四
日
増
上
寺
で
行
わ
れ
た
。
法
善

・
玉
泉

・
貞
信

・
恵
光
が
供
を
し
寺

役
人
の
倉
田

・
荒
井
両
人
が
次
上
下

(継
裃
)
を
着
用
し
御
挾
箱

・
朱
傘

・
な
が
え

・
沓
持
等
が
従

っ
て
登
嶺
し
た
。
白
木
書
院
で
役

僧
衆
に
御
逢
の
の
ち
新
書
院
に
お
い
て
五
重
を
相
伝
さ
れ
、
そ
の
あ
と
再
び
白
木
書
院
に
入

っ
て
大
僧
正
に
対
面

し
、
前
三
後

一
の
拝

礼
で
お
十
念
を
授
与
さ
れ
伝
法
の
御
礼
を
申
上
げ
御
巻
物
を
頂
い
た
。
伝
法
に
は
七
条
袈
裟
着
用
、
お
わ

っ
て
五
条
に
召
か
え
ら
れ
、

御
膳
御
菓
子
を
饗
さ
れ
、
黒
本
尊
を
拝
し
八
ツ
時
過
ぎ
退
出
さ
れ
た
。

翌
五
日
に
は

「御
前
御
附
法
被
遊
候

二
付
御
あ
い
て
と
し
て
」
諦
心
も
伝
法
を
う
け
た
。
こ
れ
は
耆
山
和
尚
を
招
き
青
山
善
光
寺
六

畳
間
に
お
い
て
七
ツ
時
か
ら
行
わ
れ
智
昭
尼
も
出
座
、
法
善

・
玉
泉

・
貞
信

・
恵
光
等
の
諸
尼
も
巻
物
を
相
伝
さ
れ
た
。

か
く
し
て
入
寺
第

一
年
は
あ
わ
た
だ
し
く
過
ぎ
寛
政
三
年
年
賀
の
行
事
、
各
方
面

へ
の
祝
儀
贈
答
は
先
代
の
時
と
同
様
に
行
わ
れ
、

和
光
寺
を
通
じ
て
上
人
号
勅
許
の
綸
旨
が
送
ら
れ
て
来
た
の
で
大
奥
、
寺
社
奉
行
月
番
板
倉
周
防
守
、
上
野
執
当
仏
頂
院
願
王
院
そ
の

他
の
諸
家
諸
寺
に
も
披
露
し
た
。
今
大
本
願
所
蔵
の
同
綸
旨
を
み
る
と
日
付
は
寛
政
二
年
十
二
月
十
八
目
と
な

っ
て
い
る
。
年
頭
の
諸

行
事
が

一
段
落
し
た
所
で
宗
脈
を
う
け
る
こ
と
と
な
り

一
月
二
十
六
日
か
ら
寺
内
で
前
行
に
入
ら
れ
二
月
四
日
増
上
寺
に
登
嶺
さ
れ
た
。

徒
弟
の
う
ち
真
亮
が
二
日
に
五
重
を
、
玉
泉

・
貞
信

・
恵
光

・
諦
心
の
四
尼
は
三
日
に
耆
山
和
尚
か
ら
宗
脈
を
う
け
、
四
日
に
は
こ
の

四
尼
及
び
寺
役
人
二
人
が
増
上
寺
に
御
伴
し
て
い
る
。
こ
の
日
は
戒
教
を
う
け
宗
脈
伝
法
あ
り
、
お
わ

っ
て
少
休

の
の
ち
膳
部
菓
子
を

饗
さ
れ
、
大
僧
正
に
対
面
、
前
三
後

一
の
拝
礼
を
し
、
役
僧
衆
に
も
挨
拶
し
て
か
ら
退
出
、
翌
五
日
御
礼
の
使
者
を
増
上
寺
に
遣
わ
さ

れ
た
所
宗
脈
の
巻
物
を
下
さ
れ
た
。

な
お
こ
の
年
信
州
本
寺
で
は
前
年
に
本
堂
諸
堂
の
修
復
が
完
了
し
て
い
た
の
で
二
月
八
日
に
両
寺
関
係
者
が
大
勧
進
に
集
り
祝
宴
を



ひ
ら
き
、
三
月
十
日
か
ら
四
月
晦
日
ま
で
結
縁
の
た
め
前
立
本
尊
の
開
帳
及
び
御
印
丈
頂
戴
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

〔登

城
〕

寺
伝
に
よ
る
と
善
光
寺
上
人
は
元
丈
五
年
江
戸
詰
め
が
仰
付
け
ら
れ
て
以
降
諸
国
大
名
の
参
覲
交
替
の
制
に
準
じ
て

「
三
年
に

一
度

の
御
登
城
拝
礼
」
と
称
し
将

軍
家
夫
妻
や
そ
の
子
女
に
お
目
見
え
す
る
こ
と
と
な
り

「御
礼
年
登
城
」
と
も
言

っ
て
い
た
。
こ
の
他
に

将
軍
家
代
替
り
の
あ

っ
た
時
、
善
光
寺
上
人
が
住
職
を
継
承
し
た
時
、
善
光
寺
如
来
の
江
戸
開
帳
が
行
わ
れ
た
場
合
な
ど
に
も
登
城
お

目
見
え
し
た
の
で
あ

っ
て
智
昭
上
人

一
代
の
間
の
登
城
は
次
の
十
七
回
で
あ

っ
た
。

寛
政
3
年
8
月
6
日

上
人
継
目
御
礼
登
城

〃

6

・
7

・
23

御
礼
年
登
城

〃

9

・
9

・
14

〃

〃

12

・
8

・
25

〃

享
和
3

・
5

・
20

〃

丈
化
2

・
5

・
25

開
帳
仏
捧
持
登
城

〃

3

・
9

・
26

御
礼
年
登
城

〃

6

・
8

・
29

〃

文
化
9
年
9
月
28
日

御
礼
年
登
城

〃

12

・
5

・
24

〃

(附
弟
智
宝
同
道
)

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
〇
五



仏
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二
〇
六

〃

14

・
11

・
24

開
帳
仏

(
和
光
寺
如
来
)
捧
持
登
城

丈
政
元

・
4

・
16

御
礼
年
登
城

〃

4

・
10

・
26

〃

〃

7

・
11

・
12

〃

〃

11

・
12

・
10

〃

天
保
2

・
8

・
30

〃

〃

4

・
10

・
20

〃

(
附
弟
誓
円
同
道
)

寛
政
三
年
の
登
城
に
つ
い
て
は
大
本
願
奥
日
記
に
よ
る
と
二
月
六
日
本
丸
表
使
衆
に
願
書
を
提
出
し
五
ケ
月
後
の
八
月
六
日
登
城
を
果

さ
れ
た
。
そ
の
通
知
は
八
月
三
日
本
丸
老
女
方
か
ら
伝
え
ら
れ
、
四
日
に
は
登
城
の

(
御
切
手
口
を
入
る
)
人
数
書
き
と
献
上
品
や
老

女
衆
以
下
へ
の
み
や
げ
物
等
を
入
れ
た
長
持
等
を
お
使
番
衆
ま
で
届
け
た
。
当
日
は
奥
日
記

に
よ
る
と

六
日
大
嵐

一
、
今
日
朝
六
ツ
時
御
出
駕

五
ツ
牛
時
御
登
城

一
、
御
住
職
職
繼
目
之
御
禮

一
、
公
方
樣
御
臺
樣
淑
姫
君
樣
江
御
目
見

一
、
公
方
樣
よ
り
上
意
を
被
蒙

一
、
御
臺
樣
よ
り
御
手
昆
布
御
頂
戴



一
、
公
方
樣
よ
り
黄
金

一
枚
御
時
服

一
重

一
、
御
臺
樣
よ
り
白
銀
十
枚
御
細
工
物

一
、
淑
姫
君
樣
よ
り
白
銀
三
枚
御
繪
そ
う
し

一
、
紀
州
種
姫
君
樣
よ
り
白
銀
三
枚

右
御
拜
領
早
而
御
料
理
御
頂
戴

別
段

一
、
御
重

一
組
之
内
御
菓
子
也
御
拜
領

(老
女
は
じ
め
四
十
數
人
か
ら
御
観
を
頂
い
た
が
略
ス
)

一
、
御
登
城
御
供
左
之
通
り

法
善

玉
泉

貞
信

惠
光

眞
亮

一
、
御
年
寄
樣
方
江
兩
人
御
目
見
被

仰
付
候

何
も
御
料
理
井
御
菓
子
頂
戴
仕
候

七

ツ
時
御
退
出

一
、
御
表
御
供

矢
野
庄
助
水
品
儀
右
衞
門
痲
上
下
着
用

一
、
倉
田
三
郎
右
衞
門
御
獻
上
御
長
棹

二
差
添
罷
出

ル

翌

七
日
本
丸
老
女
、
御
客
応
答
、
表
使
衆
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
御
礼
状
を
出
し
、
永
井
信
濃
守
、
中
村
小
兵
衛
、
耆
山
和
尚
、
医
師
な
ど

に
使
者
を
以

っ
て
拝
領
の
菓
子
を
そ
え
昨
日
登
城
の
報
告
を
行

っ
た
。
八
～
九
日
は
上
人
自
ら
老
中
、
寺
社
奉
行
、
御
側
用
人
、
御
留

守
居
役
、
永
井
信
濃
守
等
三
十
四
家
と
東
叡
山
執
当
ニ
ケ
寺
と
に
挨
拶
に
出
向
い
た
。
こ
の
両
日
の
上
人
は
素
絹

に
袴
を
着
用
、
御
供

の
玉
泉

.
貞
信
等
白
衣
着
用
、
各
人
駕
籠
を
用
い
、
諸
家
で
は
大
門
か
ら
入
る
所

は
朱
傘
を
さ
し
か
け
、
く
ぐ
り
門
よ
り
入
る
所
は
朱

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
〇
七
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傘
を
用
い
ず
、

表
方
か
ら
は
倉
田
三
郎
右
衛
門
矢
野
庄
助
水
品
儀
右
衛
門
が

麻
上
下
で
供
を
し
挨
拶

の
口
上
書
と
箱
入
扇
を
進
呈
し

た
。な

お
当
時
は
登
城
の
あ
と
上
野
東
叡
山

に
昇
殿
し
門
主

に
対
面
す
る
慣
例
が
あ
り
、

こ
の
年
も
九
月
五
日
に
昇
殿
し
公
澄
法
親
王
に

住
職
継
目
の
あ

い
さ

つ
を
行

っ
た
。
公
澄
は
伏
見
宮
家
出
身
で
先
代
門
主
安
楽
心
院
公
延
が
同
年
夏
引
退
の
あ
と
を
う
け
て
門
主
に
な

ら
れ
日
も
浅
か

っ
た
が
智
昭
尼
と
は
叔
母
甥

の
関
係

に
当
り
こ
れ
以
降
も
折
に
ふ
れ
交
流
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔初

帰

国
〕

十
月

一
日
信
州
大
本
願
に
は
じ
め
て

"
入
院
"
す
る
た
め
本
丸
表
使
衆
に
関
所
手
形
を
願
い
九
日
に
下
附
せ
ら
れ
、
二
十

二
日
に
江

戸
を
立
ち
二
十
八
日
到
着
さ
れ
た
。
関
所
手
形
は
信
州
え
の
帰
周
の
場
合
は
江
戸
城
本
丸
老
女
に
、
信
州
か
ら
出
府
す
る
に
は
松
本
藩

松
平
丹
波
守
か
ら
う
け
る
の
が
慣
例
で
、
こ
の
時
に
は

「上
下
比
丘
尼
七
人

乗
物
三
挺
」
の
手
形
を
下
さ
れ
た
。

七
人
と
は
上
人

.

法
善

・
玉
泉

(以
上
駕
籠
)
、

真
亮

・
貞
信

・
恵
光

・
清
月
院
で
あ
り
、

信
州
か
ら
迎
え
に
出
府
し
た
小
林
惣
兵
衛

.
才
料
惣
七
の
他
、

柄
沢
彦
太
夫

(鎗
も
た
せ
、

跡

の
り
)
、

医
師
大
沢
通
賢

・
陸
尺
勝
右
衛
門

・
安
右
衛
門
等
が
同
行
し
永
井
家

の
見
送
り
を
う
け
て
江

戸

を
立

っ
た
。
日
程
は

二
十
一一日
青
山
-
蕨

(
昼
)
1
大
宮
泊
ー

二
十
三
日
鴻
巣
-
熊
谷
泊
i

二
十
四
日
本
庄
ー
倉
鹿
野
泊
i

二
十
五
日
安
中
1

(
碓
氷
関
所
)
坂
本
泊
i

二
十
六
日
沓
揖
i
小
諸
泊
-

二
十
七
日
上
田
1
矢
代
泊
-

二
十
八
日
丹
波
島
-
善
光
寺
着

丹
波
島
に
は
寺
役
人
吉
村
富
右
衛
門
が
弁
当
と
お
重
を
持
参
し
て
出
迎
え
、
本
供
揃
い
で
夕
七
ツ
時
着
寺
直
ち
に
御
本
堂
井
び

に
御
靈

屋

に
参
拝
の
の
ち
大
本
願
に
入
り
奥
に
て
院
内
の
人
々
と
対
面
、
藹
尼
両
人
も
お
相
伴
で
祝
膳
に
つ
い
た
。
翌
日
か
ら
は
瑠
璃
光
寺

.



正
覚
院

・
西
方
寺

・
往
生
寺
そ
の
他
諸
寺
が
祝
い
に
来
寺
し
、
大
本
願
か
ら
も
大
勧
進

・
善
光
寺
の
衆
徒

・
中
衆

・
妻
戸
の
各
老
僧
は

じ
め
寺
中

一
統
、
真
田
家
方
の
町
奉
行

蟹
郡
奉
行

・
道
橋
奉
行
な
ど
に
入
院
を
披
露
し
、
寺
領
内
の
八
町
四
ケ
村

の
各
庄
屋
、
お
出
入

り
町
人
、
寺
内
役
職
員
の
す
べ
て
に
通
知
し
て
、
来
寺
し
た
人
々
に
は
祝
膳
を
ふ
る
ま
い
上
人
と

"
お
目
見
"
し
、
あ
る
い
は
ふ
ろ
し

き
や
菓
子
等
を
使
者
に
も
た
せ
て
挨
拶
を
徹
底
し
た
。
先
代
智
観
上
人
が
天
明
六
年
に
出
府
さ
れ
て
以
来
五
年
ぶ
り
に
新
住
職
の
帰
寺

を
得
、
年
末
か
ら
翌
四
年

に
か
け
て
の
越
年
諸
行
事
も
滞
り
な
く
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
堂
童
子
と
称
す
る
山
内
の
中
衆
若
麻
績

(
わ
か

お
み
)

一
族
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
儀
式
で
あ
る
が
大
晦
日
に
は
夜
九
ッ
時
参
堂
し
て
開
扉
を
拝
し
、
正
月
元
旦
、

七
草
な
ど
に
は
如
来

御
印
丈
頂
戴
な
ど
種
々
の
行
事
を
体
験
さ
れ
た
。
ま
た
三
月
十
八
日
に
は
大
勧
進
を
訪
問
し
は
じ
め
て
別
当
と
対
面
、
大
勧
進
か
ら
は

翌
秋
答
礼
に
大
本
願
を
訪
れ
た
。

江
戸
で
は
寛
政
四
年
四
月
四
日
か
ら
青
山
善
光
寺
の
本
堂
修
復
を
行
い
六
月
に
完
成
、
費
用
は
天
明
八
年
以
来

の
富
興
行
に
よ
る
収

入
や
昨
年
登
城
し
て
頂
い
た
黄
金
白
銀
等
を
両
替
し
た
十
五
両
二
朱
、
青
山
門
前
家
持
に
依
頼
し
た
無
尽
の
金
八
十
五
両
等
が
あ
て
ら

れ
た
よ
う
で
、
大
本
願
か
ら
も
翌
五
年
十
月
二
十
五
両
を
か
わ
せ
で
青
山
に
送
金
し
て
い
る
。
同
七
月
二
十

一
日

に
は
笄
橋
か
ら
の
出

火
が
あ
り
大
風
で
も
あ

っ
て
二
十
二
日
に
至
り
永
井
信
濃
守
屋
敷
が
類
焼
し
、
そ
の
た
め
十
月
永
井
家
か
ら

「
当
子
ノ
年
よ
り
来
午
ノ

年
迄
厳
敷
御
倹
約
」
す
る
の
で
年
始
暑
寒
や
吉
凶
に
関
す
る
お
つ
き
あ
い
贈
答
は
遠
慮
す
る
と

の
書
状
が
青
山
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

〔出

府
〕

信
州
に
在
寺
約
ニ
ケ
年
の
後
上
人
は
三
年
目
ご
と
の
御
礼
年
登
城
の
た
め
寛
政
六
年
三
月
十
六
日
法
善

・
玉
泉

・
貞
信

・
恵
光

・
真

亮
の
五
尼
や
富
右
衛
門
そ
の
他
を
伴

っ
て
信
州
を
出
立
、

二
十

二
艮
青
山
に
着
寺
し
た
。
こ
の
春
は
長
期
に
わ
た

っ
て
い
た
富
興
行
が

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

、

二
〇
九
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前
年
満
会
終
了
し
、
か
つ
本
堂
修
復
も
す
で
に
完
了
し
て
い
る
の
で
入
仏
供
養
を
か
ね
て
開
扉
を
行
い
た
い
と
公
儀
に
願
出
た
が
許
さ

　

　

れ
な
か

っ
た
。
登
城
は
七
月
二
十
三
日
で
す
べ
て
先
代
の
例

に
の

っ
と
り
将
軍
家
御
台
所
、
若
君
様
、
淑
姫
君
に
お
目
見
え
献
上
物
、

老
女
以
下
の
女
性
達
に
も
進
物
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら

い
た
だ
き
も
の
が
あ

っ
た
。

同
年
十
月
上
人
拜
び
に
老
尼
、
宗
光
寺

(大
本
願
の
役
僧
)
等
立
ち
合

い
で
先
代
智
観
上
人
の
遺
言
状
が
開
か
れ
た
所
大
本
願
の
寺

役
人
藤
井
勝
之
助
に
相
談
の
上
万
端
取
計
ら
う
よ
う
に
と
の
語
が
あ
り
、
金
額
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
が
大
本
願

に
借
財
の
あ
る
事
が

分
り
永
井
信
濃
守
方
の
家
老
永
井
主
税
殿
を
青
山
に
招
き

「御
勘
定
帳
」
検
分
そ
の
他

の
相
談

に
の
っ
て
頂
い
た
。
そ
の
結
果
古
借
金

(
先
代
在
住
中
の
も
の
)
、

新
借
金

(
現
住
職
に
な

っ
て
か
ら
)
の
金
額
を
整
理
し
そ
の
他
の
雑
用
に
つ
い
て
も

宗
光
寺
が
帰
国
し
て

次
の
よ
う
に
信
州
の
彦
太
夫
、
富
右
衛
門
に
通
達
す
ゐ
よ
う
助
言
せ
ら
れ
た
。

御
留
守
諸
雜
用

一
、
味
噌
薪
炭
醤
油
野
菓
料
御
家
來
御
給
金

俵
數
宿
入
用
御
兩
所
樣
御
立
合
臨
時
入
用
掛
同
心
付
掛
諸
職
人
何
程

尤
是

ハ
其
年
月

二
よ
り
て
多
少
不
同
者
可
有
御
座
候
得
ぽ
當
正
月
よ
り
當
月
迄

ハ
如
何
程

兩
御
山
掛
井
御
百
姓
人
足
江
相
渡

シ
候
扶
持
米
何
程

一
、
御
留
守
中
御
普
請
等
成
丈
ケ
ハ

相
止
申
度
事

二
御
座
候

併
無
擦
御
普
請
は
宗
光
寺
和
爾
江
相
談
之
上
御
取
掛
可
被
成
候

但
シ
無
據
分
は
入
札
を
取
り
或
は
渡
シ
普
請

二
な
り
と
致
見
申
度
候

萬
端
此
趣

二
て
普
請
取
掛
申
度
候

と
あ
り
宗
光
寺
は
早
速
帰
国
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
大
本
願
末
寺
の
越
後
十
念
寺
は
七
月

一
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で

一
光
三
尊
如
来
、
親
鸞
上
人
の
十
字
名

号
等
を
開
帳
し
た
の

で
、
大
本
願
か
ら
も
願

い
に
応
じ
て
宝
物
を
借
出
し
た
。
又
本
寺
の
事
業
と
し
て
五
重
塔
建
立
や
金
堂
屋
根
を
銅
葺
に
か
え
た
い
と
の



目
的
で
大
勧
進
を
中
心
と
し
た
三
寺
中
が
善
光
寺
仏
を
奉
持
し
て
八
月
三
日
か
ら
回
国
開
帳
に
出
立
し
た

(寛
政
十
年
六
月
二
十
二
日

帰
寺
)
。

善
光
寺
上
人
は
こ
れ
迄
種
々
の
願
書
や
届
け
な
ど
大
奥
と
の
交
渉
は
す
べ
て
老
女
や
表
使
衆
と
直
接
行

っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
頃
か
ら
何
事
に
よ
ら
ず

「大
奥
江
直
二
願
伺
等
い
た
し
候
儀
は
致
問
鋪
候
」、
御
留
守
居
役
か
番
の
頭
を
通
じ
て
申
出
る
よ
う
に
と

寺
社
奉
行
か
ら
仰
せ
渡
し
が
あ
っ
た
が
、
青
山
で
は
十
五
ケ
条
を
あ
げ
て
従
来
斯
様
に
行
っ
て
来
た
の
で
こ
れ
か
ら
も
許
さ
れ
た
い
と

申
出
て
居
る
。
当
時
の
実
情
並
び
に
大
奥
と
格
別
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
事
が
判
る
の
で
以
下
に
奥
日
記
寛
政
六
年
十

一
月
二
十
八
日

の
項
に
記
録
さ
れ
て
い
る

「
奉
伺
候
覚
」
の
全
丈
を
記
し
て
お
く
。

一
、
正
月
九
日
例
年
御
年
寄
樣
方
并
御
表
使
樣
方
迄
御
文
を
以
年
頭
御
祝
儀
奉
申
上
來
り
候

一
、
正
月
十
六
日
御
年
寄
樣
方
井
御
表
使
樣
方
迄
御
文
を
以
例
年
年
頭
獻
上
物
等
仕

尤
前
日
御
表
使
樣
方
迄
伺
候
而
獻
上
仕
來
り

候
一
、
月
並
三
日
御
禮
御
年
寄
樣
方
井
御
表
使
樣
方
迄
文
を
以
御
祝
儀
奉
申
上
來
り
候

一
、
御
目
見
年
出
府
仕
候
節

着
之
上
二
而
御
表
使
樣
方
迄
御
屆
申
上
追
而
御
年
寄
樣
方
迄
以
願
書
申
上
御
目
見
願
伺
等
仕
來
り
候

一
、
御
吉
凶
之
節
は
御
年
寄
樣
方
井
御
表
使
樣
方
迄
御
文
を
以
奉
申
上
候

尤
殊
二
寄
り
奉
願
候
而
獻
上
仕
候
儀
茂
有
之
候

一
、
御
不
例
等
之
節
茂
御
年
寄
樣
方
并
御
表
使
樣
方
迄
御
文
を
以
奉
伺
御
機
嫌
候

一
、
御
場
所
二
寄
出
火
等
之
節

ハ
御
年
寄
樣
方
御
表
使
樣
方
迄
御
文
を
以
奉
伺
御
機
嫌
候

一
、
ltl年
目
御
目
見
之
外
御
代
替
之
篩

ハ
別
段
御
年
寄
樣
方
御
表
使
樣
方
迄
奉
願
登
城
御
目
見
被

仰
付
來
り
候

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
=
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一
、
上
人
繼
目
之
御
禮
右
同
斷

一
、
住
寺
替
弁
隱
居
等
仕
候
節
前
後
萬
事
之
儀
は
御
年
寄
樣
方
井
御
表
使
樣
方
迄
願
伺
等
仕
來
り
候

一
、
上
人
附
弟
契
約
之
儀
は
御
表
使
樣
方
迄
御
屆
申
上
候

一
、
附
弟
無
之
内
上
人
遷
化
仕
候
得
は
御
表
使
樣
方
迄
老
尼
共
よ
り
後
住
之
儀
萬
事
願
伺
等
仕
來
り
候

一
、
信
州
善
光
寺
於
圦
内

御
霊
屋
并
如
來
年
宮
及
大
破
候
節
は
御
年
寄
樣
方
并
御
表
使
樣
方
迄
御
再
建
御
修
復
等
願
於

大
奧
被

仰
付
候

一
、
信
州
表
江
歸
寺
仕
候
節
御
年
寄
樣
か
た
井
御
表
使
樣
方
迄
相
伺
候
而
歸
寺
仕
候

一
、
歸
寺
仕
候
節
碓
氷
御
關
所
御
手
形
之
儀
は
御
年
寄
樣
方
井
御
表
使
樣
方
迄
相
願
候
而
御
手
形
大
御
奥
よ
り
頂
戴
仕
候

当
時
の
上
人
の
紫
衣
着
用
や
綸
旨
に
関
し
て
は
東
叡
山
執
当
月
番
楞
伽
院
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
返
書
寛
政
七
年
二
月
五
日
付
の
丈

書
に
次
の
如
く
残

っ
て
い
る
。

一
、
東
叡
山
江
左
之
通
書
付
八
郎
兵
衞
持
參

信
州
善
光
寺

本
願
上
人

一
、
紫
衣
着
用
之
譯
書
之
事

此
段
信
州
善
光
寺
大
本
願
上
人
紫
衣
着
用
仕
來
り
候
儀
如
何
之
譯
合

二
而
御
座
候
也

元
碌
年
中
自
坊
等
類
燒
之
節
古
記
録
之

内
燒
失
も
有
之
候
二
付
右
之
譯
合
相
分
不
申
候

一
、
永
々
綸
旨
二
候
や
の
事



此
段
本
願
上
人
百
十
三
世
心
譽
智
善
上
人
者
松
夲
甲
斐
守
樣
御
母
公
ノ
御
妹
子
二
御
座
候

元
祿
十

一
戊
寅
四
月
參
内
仕
上
人

號
井
常
紫
衣
奉
願
蒙
六
月
十
九
日
願
之
通
勅
許
二
而
紫
衣
之

綸
旨
頂
戴
仕
候

則
字
差
上
申
候

一
、
代
替
り
之
節
請
候
綸
旨
二
候
や
の
事

此
段
上
人
號
之
儀
は
代
替
り
之
節
代
僣
を
以
綸
旨
頂
戴
仕
追
而
參
内
御
禮
申
上
候

當
上
人
儀
寛
政
二
庚
戌
十

一
月
先
例
之
通

り
代
僣
を
以
奉
願
候
所
翌
年
正
月
上
人
號

勅
許

二
而
綸
旨
頂
戴
仕
同
月
十
五
日
大
御
奥
表
使
樣
方
迄
御
禮
御
文
を
以
御
屆
ケ

申
上
候

其
節
寺
瓧
御
奉
行
御
月
番
板
倉
周
防
守
樣
江
使
者
を
以
御
屆
申
上
候

一
、
常
紫
衣
之
綸
旨
井
代
替
り
之
節
頂
戴
仕
候

上
人
號
也

綸
旨
之
寫
都
合
二
通
差
上
申
候

右
依
御
尋
古
記
録
之
謦

而
申
上
候

青
叟

晃
寺

大
本
願
上
人
役
人

二
月

夲
八
郎
兵
衞

本
願
上
人
が
紫
衣
を
勅
許
せ
ら
れ
る
事
に
つ
い
て
大
勧
進
側
は
非
常
な
対
抗
意
識
を
も

っ
て
居
り
、
例
え
ぽ
丈
化
三
年
市
ケ
谷
自
証

院
霊
山
院
慈
薫
が
大
勧
進
清
浄
林
院
等
順
の
病
気
叢

の
あ
と
を
う
け
別
当
職
に
執
任
の
交
渉
が
あ
っ
た
時
、
大
本
願
で
は
得
度
後
す

ぐ
紫
衣
及
び
塗
網
代
の
乗
物
が
ゆ
る
さ
れ
る
の
に
、
大
勧
進
で
は
開
帳
な
ど
の
特
別
の
場
合
は
緋
衣
で
あ
る
が
平
素
は
黄
衣
な
の
で
藩

主
真
田
家
な
ど
か
ら
も
軽
く
み
ら
れ
る
故
、
僧
正
位
緋
衣
紫
衣
網
代
な
ど
を
た
ま
わ
り
た
い
と
上
野
の
楞
伽
院
、
覚
王
院
両
執
当
に
願

出
た
記
録
も
残

っ
て
い
る
。

文
化
三
丙
寅
年
御
入
院
用
記

(長
野
県
立
図
書
館

.
今
井
家
丈
書
)

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

一一
=
二
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三

四

從
六
月
至
八
月

八
月
十

一
日

一
、
紫
衣
御
願
書
左
之
通

奉
願
上
口
上
覺

(
略
)
外
護
眞
田
家
二
而
茂
武
家
之
儀

二
候
間
院
室
之
譯
合

二
は
不
被
構
萬
事
衣
躰
二
而
取
斗
本
願
紫
衣
大
勸
進
黄
衣
之
次
第
を

以
被

取
扱
候
間
自
然
と
本
願
重
立
候
樣

二
相
成
寺
中
領
分
之
者
心
入
も
不
宜
彼
是
大
勸
進
別
當
職
之
身
分
二
而
三
寺
中
井
領
分

支
配
仕
候
政
務

二
差
障
り
代
々
之
住
持
甚
以
難
儀
仕
候

(
略
)
格
別
之
御
慈
愍
を
以
靈
山
院
江
紫
衣
御
許
容
被

成
下
候
樣
此
段

偏
二
奉
願
上
候

緋
衣
之
儀
ハ
善
光
寺
本
堂
井
他
國
開
帳
場
斗
相
用
一
日
晴
同
樣
之
儀

二
御
座
候
而
其
外
ハ
總
而
淺
黄
衣
着
用
仕

候
儀
二
御
座
候
處
淺
黄
衣
ハ
本
願
方
役
曾
宗
光
寺
淨
土
宗
之
こ
と
故
緋
衣
紫
衣
之
外
ハ
勝
手
次
第
色
々
之
衣
躰
着
用
仕
候
間
彼
是

樹
當
甚
氣
之
毒

二
奉
存
候

前
件
數
條
之
差
支
御
座
候
故
政
務
筋
二
茂
差
障
多
代
々
之
住
持
ハ
勿
論
寺
中
役
人
共
迄
從
來
相
歎
被

在
候
儀
二
御
座
候

(略
)

し
か
し
こ
れ
は
許
さ
れ
ず
結
局
緋
衣
と
網
代
が
許
さ
れ
た
の
み
で
あ

っ
た
。

寺
内
の
経
営
状
態
に
つ
い
て
み
る
と
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
智
昭
上
人
入
寺
前
か
ら
幾
ば
く
か
の
借
財
が
あ

っ
た
事
が
推
測
さ
れ
、
寛

政
五
年
二
月
十

一
日
か
ら
大
本
願
で
は

「奥
表
朝
夕
料
理
相
止
」
、
青
山
で
も
平
常
の
お
次
料
理
を
や
め
毎
月

一
日
十
五
日
二
十
八
日

だ
け
寺
内

一
統
に
御
料
理
を
支
給
さ
れ
、
諸
行
事
の
折
の
恒
例
の
祝
膳
や
下
さ
れ
も
の
を

「
倹
約
中
に
て
」
万
事
省
略
し
て
い
た
が
、

更
に
人
件
費
を
切
り
つ
め
る
た
め
永
ら
く
大
本
願
役
僧
を
つ
と
め
て
来
た
宗
光
寺
に
も
寛
政
七
年
三
月
十

一
日
付
を
以
っ
て
退
職
を
申



渡
し
た
。

宗
光
寺

一
、
右
者
是
迄
御
役
僣
被

御
頼
置
御
太
儀
思
召
候

然
所
今
般
嚴
舗
御
儉
約
向
御
取
締

二
付
退
院
被
仰
付
候

な
お
従
来
青
山
善
光
寺

へ
の
援
助
協
力
を
し
て
頂
い
た
永
井
信
濃
守
は
寛
政
七
年
三
月
二
日
病
没
し
嫡
子
伝
八
郎

は
未
だ
幼
少
で
永
井

日
向
守
が
後
見
役
を
つ
と
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
た
め
智
昭
上
人
並
び
に
青
山
善
光
寺

に
対
し
て
は
今
後
表
立

っ
て
の
後
見
は
出

来
な
い
と
申
越
さ
れ
た
。
尤
も
永
井
家
も
相
当
以
前
か
ら
不
如
意
で
あ

っ
た
ら
し
く
寛
政
二
年
先
代
上
人
迂
化
直
後

"
七
ケ
年
検
約
π

に
つ
き
年
始
奉
丈
以
外
の
交
際
御
こ
と
わ
り
、
同
四
年
類
焼
後
に
も

"
来
る
午
ノ
年
迄
厳
敷
御
検
約
"
の
た
め
つ
き
合

い
を
遠
慮
し
た

い
旨
の
申
渡
し
書
が
届
け
ら
れ
て
居
る
。
但
し
こ
れ
で
実
際
に
絶
縁
し
た
わ
け
で
は
な
く
そ
の
後
も
青
山
善
光
寺

の
運
営
に
は
種
々
の

助
言
協
力
が
永
井
家
か
ら
な
さ
れ
て
居
る
の
は
人
情
の
し
か
ら
し
む
る
所
と

い
、兄
よ
う
。

寛
政
七
年
頃
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
青
山
大
本
願
と
も
格
別
な
こ
と
は
な
か

っ
た
が
九
年
九
月
に
御
礼
年
登
城
、
十
年
二
月
十
四
～
十

五
日
に
は
釈
尊
二
七
五
〇
年
相
当
と
し
て
法
要
が
あ

っ
た
。
差
定
は
広
懺
悔
、
礼
拝
五
十
礼
、
阿
弥
陀
経
、
舎
利
礼
文
、
念
仏
で
あ

っ

た
。
同
年
三
月
に
は
境
内
に
弁
天
堂
が
建
立
さ
れ
増
上
寺
五
十
三
世
智
堂
大
僧
正
か
ら

「
福
寿
弁
才
天
」
の
称
号
が
贈
ら
れ
、
六
月
以

降
青
山
の
本
堂

・
二
王
門

・
廊
下

・
土
蔵
等
の
修
理
計
画
が
立
て
ら
れ
両
寺
役
人
が
金
策
に
つ
い
て
書
状
で
相
談

し
た
結
果
、
寛
政
九

年
十

一
月
か
ら
十
四
年
間
の
予
定
で
無
尽
を
行

っ
て
い
る
が
そ
の
う
ち
五
十
両
を
仕
度
金
と
し
て
来
春
開
帳
を
行

い
、
そ
の
収
益
を
以

っ
て
修
復

に
と
り
か
か
れ
ば
信
州
か
ら
補
助
金
を
送
ら
な
く
て
も
ま
か
な
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
修
理
は
来
春
に
す

る
事

に
き
ま

っ
た
。

ま
た
当
時
は
和
光
寺
か
ら
青
山
に
対
し
御
礼
年
の
度
ご
と
に
出
府
用
御
道
中
金
と
し
て
六
十
両
つ

つ
送
金
し
て
い
た
が
寛
政
九
年
分
は

先
年
綸
旨
頂
戴
に
関
す
る
費
用
十
両
を
和
光
寺
が
立
て
か
え
て
あ

っ
た
為
差
引
五
十
両
を
二
回
に
分
け
て
六
月
と

八
月
に
各
二
十
五
両

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
一
五
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つ

つ
手
形
で
送
金
し
て
来
た
。

こ
の
頃
青
山
境
内
に
は

「
一
位
様
建
立
の
観
音
堂
」
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
百
体
観
音
と
も
言
い
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
の
持
仏
恵
心
僧

都
作
聖
観
音
を
本
尊
と
し
百
体

の
観
音
像
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
は
じ
め
谷
中
善
光
寺

の
本
堂
左
側
に
堂
舎
が
あ
り
元
禄
十
六
年
大
火

に
伽
藍
が
炎
上
し
た
時
本
尊
自
ら
榎
の
枝
に
と
び
移

っ
て
難
を
さ
け
た
と
伝
え
ら
れ

「火
よ
け
観
音
」

「榎
観
音
」
な
ど
と
も
称
し
衆

人
の
信
仰
が
篤
く
青
山
に
移
転
後
も
伽
藍
配
置
は
旧
に
な
ら

っ
て
本
堂
左
側
に
観
音
堂
が
造
ら
れ
享
保
年
中
に
は
天
英
院
か
ら
屋
根
瓦

の
寄
進
が
あ
り
葵
丈
が

つ
い
て
い
た
。
明
和
八
年
に

一
度
修
復
が
行
わ
れ
寛
政
年
間
再
び
破
損
が
ひ
ど
く
な
り
寛
政
七
年
九
月
か
ら
修

理
が
行
わ
れ
、
八
年
七
月
九
日
完
成
し
て
仮
り
移
転
開
帳
が
あ
り
翌
九
年
三
月
二
十
～
二
十

一
日
に
か
け
て

一
度

に
二
十
五
体
つ

つ
の

行
列
を
整
え
入
仏
供
養
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
三
月
十
八
日
～
四
月
二
日
ま
で
の
十
五
日
間
入
仏
供
養
説
法
が
あ

っ
た
。
夊
こ
の
観
音
の

祭
礼
と
し
て
こ
れ
以
後
毎
年
七
月
に
と
う
ろ
う
人
形
を
出
す
事
が
と
り
き
め
ら
れ
た
。
因
み
に
こ
の
観
音
堂
は
丈

久
二
年
回
禄
の
時
も

棟
の

一
端
を
焦
が
し
た
だ
け
で
残

っ
た
が
昭
和
二
十
年
五
月

二
十
五
日
の
戦
災
で
全
焼
し
た
。

青
山
に
は
徳
川
家
寄
進
の
品
が
多
く
あ

っ
た
が
、
寛
政
元
年
十
月
以
降

"
今
後
社
寺
え
の
御
紋
付
品
は
容
易
に
寄
附
さ
れ
ぬ
こ
と
、

従
来
頂
い
て
あ
る
品
も
平
素
は
用
い
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
ま
で
の
御
寄
附
物
は
書
き
出
し
て
届
け
奉
行
所
の
お
改
め
を
う
け
る
事

"

な
ど
の
お
触
が
東
叡
山
を
経
て
度
々
出
さ
れ
た
。
こ
の
廻
丈
に
対
し
て
奥
日
記
の
同
年
十
月
二
十
九
日
に
記
さ
れ
た
寺
社
奉
行
松
平
紀

伊
守
宛
に
青
山
の
寺
役
人
倉
田
三
郎
右
衛
門
の
提
出
し
た
口
上
書
に
は

一
、
御
代
々
樣
奪
牌

の
葵
紋

二
、
本
堂
如
來
前
葵
紋
付
前
机

一
脚

三
、
境
内
觀
音
堂
厨
子
扉
葵
紋
付

(
天
英
院
よ
り
)



四
、
本
尊
如
來
前
葵
紋
付
戸
帳
二
懸

(淨
岸
院
よ
り
)

と
あ
り
・
こ
れ
ら
に
つ
い
て
明
和
五
年
九
月
二
+
吉

松
平
伊
賀
守
に
書
状
で
伺

っ
た
所
御
代
々
尊
牌
の
紋
は
婁

で
通
り
で
よ
い
、

天
英
院
浄
岸
院
か
ら
の
御
寄
附
御
紋
付
も
こ
れ
ま
で
通
り
で
よ
い
と
言
わ
れ
た
。
更
に

五
、
本
堂
如
來
宮
殿
大
右
扉
葵
御
紋

六
、
同

右
柱
蒔
繪
葵
御
紋

こ
れ
ら
婆

永
九
年
禦

叢

繕
い
煤
洗
い
を
し
た
所
見
え
て
来
た
の
で
前
の
よ
う
羅

ぞ

お
い
た
、
天
明
三
年
開
帳
の
簍

藤
対

馬
守
方
役
人
が
開
帳
見
廻
り
に
来
ら
れ
蒔

伺

っ
た
が
御
沙
汰
の
な
い
蓬

に
な

っ
て
い
る
と
申
し
そ
え
た
。
.」
れ
に
対
し
て
紀
伊
守

か
ら
は
同
二
年
六
月
十
七
日
付
で

(略
)
宮
殿
戸
開
左
右
ま
き
は
し
ら
に
有
之
候
は
定
て
修
覆
の
節
相
や
め
可
申
、
餘

ハ
是
迄
通
相
心
得
候
樣

云
女

と
仰
せ
渡
し
が
あ

っ
た
。

寛
政
+
三
即
ち
享
和
元
年
に
篝

び
帰
国
、
約
二
年
信
州
大
本
願
に
在
住
の
の
ち
、
一、子
和
三
年
出
府
五
月
二
+
日
御
礼
年
叢

を
行

っ
た
・
こ
の
年
は
六
月

百

か
ら
八
月
二
+

百

ま
で
信
州
奪

の
江
戸
開
帳
が
浅
草
伝
法
院
で
執
行
さ
れ
、
上
人
は
如
来
の
到
着
及

び
帰
国
に
際
し
板
橋
宿
ま
で
迎
送
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
開
閉
闢
の
日
を
ふ
く
め
期
間
中
に
八
度
も
本
供
揃
い
で
浅
草
に
蠡

餡
さ
れ
開
帳

仏
に
焼
香
し
参
詣
信
者
に
十
念
や
名
号
を
授
与
し
結
縁
に
つ
と
め
ら
れ
た
。

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
一
七



仏
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二
、
文

化
-
文

政
年

間

(
二
三
ー

四
九
才
)

智
昭
上
人
在
職
中
に
は
信
州
善
光
寺
並
び
に
青
山
善
光
寺

・
和
光
寺

・
十
念
寺
な
ど
で
度
々
開
帳
が
行
わ
れ
た
が

一
口
に
開
帳
と
言

っ
て
も
多
様
な
性
格
方
法
の
も
の
が
あ
り
、
本
格
的
大
規
模
な
も
の
を
開
帳
、
簡
略
な
方
法
で
行

う
の
を
開
扉
な
ど
と
称
し
た
。
大
本

願
で
は
善
光
寺
が
山
内
あ
げ
て
浄
土
宗
天
台
宗
時
宗
の
三
寺
中

一
体
と
な

っ
て
信
州
本
寺
金
堂
で
行
う
居
開
帳
、
諸
国
に
巡
回
出
張
す

る
出
開
帳
こ
と
に
は
三
都

(江
戸

.
京

.
大
坂
)
開
帳
の
う
ち
の
江
戸
開
帳
に
協
力
し
、
居
開
帳
に
は
宝
物
展
観
、
江
戸
出
開
帳
で
は

前
節
に
ふ
れ
た
享
和
三
年
の
例
の
如
く
上
人
拝
礼
や
信
徒
と
の
結
縁
交
流
が
あ

っ
た
。
然
し
そ
れ
ら
は
天
台
宗
系

の
大
勧
進
職
が
中
心

と
な

っ
て
運
営
し

「
お
血
脈
」

の
如
き
も
天
台
宗

の
も
の
が
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
浄
土
宗
寺
院

と
し
て
の
大
本
願
が
独
自
に
行
い

得
た
の
は
江
戸
青
山
に
お
い
て
享
保
九
年
か
ら
幕
末
ま
で
行
わ
れ
た
十
二
回
の
開
帳
で
あ
り
、
内
容
的
に
み
る
と

青
山
善
光
寺
本
尊
を
同
寺
で
開
帳

八
回

和
光
寺
如
來
を
青
山
善
光
寺
で
出
開
帳

三
回

青
山
善
光
寺
如
來
を
回
向
院
で
出
開
帳

一
回

で
あ
り
、
こ
の
他
に
近
世
の
歴
代
上
人
が
参
内
の
た
め
上
洛
し
た
折
大
坂
和
光
寺
に
招
か
れ
開
帳
に
協
力
し
た

り
、
越
後
十
念
寺
で
の

善
光
寺
仏
開
帳
に
協
力
を
求
め
ら
れ
て
大
本
願
宝
物
を
借
出
し
た
り
し
た
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
各
地
各
様
の
開
帳

は
互
い
に
雰
囲
気
を

も
り
あ
げ
信
心
を
高
揚
し
近
世
に
お
け
る
善
光
寺
信
仰
の
普
及
に
預

っ
て
大
い
に
力
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

青
山
善
光
寺

は
元
禄
年
間
の
火
災
以
来
数
度

に
わ
た
り
火
災
震
災
、
最
近
で
は
昭
和

二
十
年
の
戦
災
に
よ
り
建
造
物
は
勿
論
の
こ
と

什

宝
文
書
類
に
至
る
ま
で
過
去
の
記
録
は
殆
ん
ど
現
存
せ
ず
、
辛
う
じ
て
大
本
願
に
の
こ
る
延
享
以
降
の
奥
日
記
そ
の
他
の
記
録
類
の



中
か
ら
関
係
事
項
を
抽
出
し
て
往
時
を
考
察
す
る
て
い
ど
で
あ
る
。
智
昭
上
人
在
住
中
に
お
け
る
開
帳
は
別
表
の
通
り
で
あ
る
が
そ
の

う
ち
最
も
詳
細
な
記
録
の
あ
る
の
は
丈
政
度
の
出
開
帳
に
関
す
る
も
の
で

「丈
政
三
庚
辰
年
如
来
江
戸
御
開
帳
御
用
日
記
」
三
冊
が
あ

る
。
し
か
し
い
つ
れ
の
記
録
中
に
も
金
銭
関
係
等
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば

「
別
帳
に
あ
り
」
と
か

「表
日
記
に
委

し
」
な
ど
と
し
て
省

略
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
該
当
す
る
文
書
は
未
発
見
で
あ
り
万
全
を
つ
く
せ
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
現
存
資
料

に
よ

っ
て
僅

か
な
が
ら
も
当
時
の
各
寺
院
の
機
構
や
建
造
物
の
規
模
、
当
時
の
物
価
な
ど
の

一
端
を
解
明
す
る
手
が
か
り
も
存
す
る
の
で

一
応
順
を

追

っ
て
各
開
帳
の
実
態
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

智
昭
上
人
代
に
お
け
る
開
帳

(回
国
開
帳
は
除
く
)

AD1803

期

間

享
和
一二
・
亠ハ
・
一
～
閏
七

・
二
二

(
六
〇
日
間
と
日
の
べ
二
〇
日
)

内

容

信
州
如
来
の
江
戸
出
開
帳

於
浅
草
伝
法
院

一
係
り
寺
社
奉
亙

開
帳
仏
登
塾

阿
部
播
摩
守

概

況

麻
疹
流
行
の
為

不
況

収
支
欠
損

事報行告

法
要
に
準ず

る

1805

文

化

二

・
111
・

1
二
～

五

・
二

二

(
六
〇

日

間

と

日

の

べ

一
〇

日
)

...1.

^文
三 化

〇 五
日 ・

間 四

と ・
日 一

の1
べ 五

七 ・

日 八
丶ノ

1817

文

化

一
四

・
三

・
三
～

五

・
二
六

青
山
善
光
寺
如
来
の
出
開

帳

於
回
向
院

青
山
諸
堂
修
復
の
た
め

大
坂
和
光
寺
の
開
帳

和
光
寺
如
来
の
江
戸
出
開

帳

於
青
山
善
光
寺

大
久
保
安
芸
守

脇
坂
淡
路
守

(大
坂
町
奉
行
)

内
藤
豊
前
守

五

・
二
五

=

・
二
四

盛
況

盛
況

(貔

髓

収
入
)

文
化

一
・
三

・
一
〇
～

四

・
二
九

信
州

で
金
堂
開
帳

附 五
せ ・
が 九

きZ

O
日

附 五
せ ・
が 二
き 七

t

O
日

 

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二

一
九
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1819

交
政

三

・
六

・
一
～
八

・
一
=

(
三
〇

日
間
と
日

の
べ
二
〇

日
)

信
州
如
来
の
江
戸
出
開
帳

信
州
諸
堂
修
復
の
た
め

松
平
周
防
守

松
平
右
近
将
監

水
野
左
近
将
監

初
期
雨
天
中
頃

以
後
暑
気
つ
よ

く
参
詣
少

収
支
欠
損

文
政

四

・
1a1
・
1
～

四

・
二
〇

日

信

州
で
五
万
五
千
日
回

向

〔文
化
二
年
の
出
開
帳
〕

青
山
善
光
寺
と
し
て
は
第
七
回
目
の
天
明
三
年
に
同
寺
本
尊
を
自
坊
で
開
帳
し
た
前
回
が
不
繁
昌
で
あ

っ
た
為
、
そ
れ
以
前
か
ら
の

本
堂
諸
堂
の
破
損
は
い
よ
い
よ
甚
し
く
、
同
し
頃
か
ら
願
い
出
て
あ

っ
た
富
を
天
明
八
年
以
降
許
さ
れ
て
興
行
し
、
そ
の
利
益
を
見
込

ん
で
満
期
の
前
年
即
ち
寛
政
四
年
の
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
本
堂
、
同
七
年
九
月
か
ら
観
音
堂
そ
の
他
諸
堂
の
修
復
に
着
工
、
八
年

七
月

一
応
完
了
し
仮
り
迂
座
、
九
年
三
月
か
ら
四
月
に
入
仏
法
要
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
お
十
分
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
享
和
末
期

頃
か
ら
青
山
は
辺
鄙
で
参
詣
者
も
少

い
故
次
回
は
本
所
回
向
院
で
出
開
帳
し
た
い
と
の
意
見
が
お
こ
り
、
丈
化
元
年
五
月
十
七
日
内
談

の
た
め
寺
役
人
平
八
郎
兵
衛
が
同
院
に
出
向
い
た
。
回
向
院
は
明
暦
大
火
の
焼
死
者
十
万
八
千
余
人
の
屍
を
葬
し
菩
提
を
弔
う
た
め
建

立
さ
れ
た
寺
院
で
諸
国
霊
仏
の
出
開
帳
場
と
し
て
繁
昌
し
て
い
た
。
信
州
善
光
寺
の
前
立
本
尊
も
こ
の
時
ま
で
に
元
禄
五
年
、
元
丈
五

　

年
、
安
永
七
年
の
三
回
の
江
戸
開
帳
を
同
寺
で
行

っ
た
縁
が
あ
り
住
僧
や
寺
役
人
と
も
旧
知
の
間
柄
で
あ

っ
た
為

か
交
渉
は
順
調
に
進

展
し
た
。
こ
の
日
面
談
し
た
僧
は

"
自
分
と
し
て
は
快
く
お
世
話
し
た
い
が
寺
内

一
統
に
も
相
談
す
る
、
寺
社
役
人
に
知
り
合
い
も
あ

る
か
ら
公
儀
の
意
向
も
内
々
お
尋
ね
し
て
四
五
日
中
に
こ
ち
ら
か
ら
返
事
を
す
る
"
と
好
意
的
で
あ
り
、
十
日
後

に
は
出
開
帳
は
承
知

し
た
が
先
例
に
つ
い
て
尋
ね
た
い
と
使
僧
か
ら
の
申
越
し
が
あ

っ
た
。
六
月
四
日
に
は
寺
役
人
が
願
書
の
下
書
き
を
も

っ
て
回
向
院
を

訪
れ
、
和
尚
の
加
筆
を
う
け
願
書
は
脇
坂
淡
路
守
が
月
番
の
時
提
出
す
る
よ
う
に
と
の
助
言
を
う
け
た
。
八
月

一
目
寺
役
人
は
上
野
執

当
月
番
楞
伽
院
に
出
向
き
来
年
開
帳
に
つ
"
て
の
添
翰
を
願
出
、
三
日
に
こ
れ
を
得
て
直
ち
に
願
書
と
共
に
寺
社

奉
行
に
提
出
し
た
。



尤
も
脇
坂
淡
路
守
は
当
分
の
間
月
番
を
さ
れ
な
い
と
の
事
で
こ
の
月
の
月
番
大
久
保
安
芸
守
に
持
参
し
、
九
月
十
七
日
に
は
先
年

の
開

帳
願
書
の
写
し
と
今
回
の
霊
宝
書
と
を
八
郎
兵
衛
が
寺
社
奉
行
に
持
参
提
出
し
た
。

覺

惠
心
作

一

觀
音
木
像

厨
子
高
三
尺
二
寸

一
躰

右
同
斷

一

阿
彌
陀
木
像

厨
子
高
三
尺
五
寸

〃

自
作

一

圓
光
大
師
木
鱇

厨
子
高
六
寸

〃

後
水
尾
院
樣
宸
筆

一

摩
利
支
天
奪
之
文
字

一
幅

弘
法
大
師
筆

一

不
動
畫
像

三
百
躰

〃

中
將
姫
織
物

一

六
字
名
號

〃

砧
天
信
正
筆

一

六
字
名
號

〃

親
鸞
聖
人
筆

一

十
字
名
號

〃

同
斷

一

阿
彌
陀
畫
艨

〃

右
之
通
靈
寶
爲
拜
度
奉
存
候

以
上

九
月
十
五
日

青
山
善
光
寺
役
人

夲
八
郎
兵
衞

こ
の
十
項
目
は
前
回
天
明
三
年
の
時
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
以
上
二
通
は
大
久
保
安
芸
守
方
春
右
衛
門
に
渡
し
、

二
十
七
日
再
び
出
頭

し
許
さ
れ
た
の
で
直
ち
に
寺
社
奉
行
全
員
と
上
野
の
両
執
当
に
御
礼
に
出
向
き
翌
日
本
丸
表
使
衆

へ
御
礼
旁

々
報
告
の
丈
を
出
し
た
。

十
月
に
入
り
西
ノ
丸
表
使
衆
、
大
坂
和
光
寺
、
増
上
寺
大
僧
上
、
梅
窓
院
等

へ
開
帳
の
件
の
報
告
や
連
絡
を
と
り
、
十
八
日
に
は
南
北

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
二

一
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両
町
奉
行
所
に
届
出
、
十
九
目
に
は
門
前

に
開
帳
札
を
立
て
た
。

十

一
月
十
四
日
回
向
院
に
お
い
て
開
帳
場
そ
の
他
の
施
設
配
置
の
絵
図
面
を
う
け
と
り
、
上
野
執
当
の
添
翰
を
得
て
翌
十
五
日
大
久

保
安
芸
守
方
に
提
出
し
た
。
同
月
二
十
二
日
本
丸
表
使
衆
に
対
し
青
山
善
光
寺
で
は
従
前
か
ら
開
帳
の
都
度
大
奥

か
ら
本
尊
の
水
引

一

　

掛
及
び
け
ま
ん
三
懸
を
拝
領
す
る
例
が
あ
り
今
回
も
寄
進
し
て
頂
き
た
い
と
の
内
意
伺
い
、
黒
田
真
含
院
家
老
女

に
も
先
年
浄
岸
院
か

ら
葵
紋
付
戸
帳
の
寄
附
を
頂
き
、
安
永
六
年
に
は
真
含
院
か
ら
再
興
寄
附
を
し
て
頂
い
た
が
こ
れ
も
所

々
破
損
し
た
の
で
来
年

の
出
開

帳
の
為
に
夊
御
再
興
寄
附
を
願
い
た
い
旨
申
入
れ
黒
田
家
か
ら
は
即
日
承
知
の
旨
返
答
さ
れ
十
二
月
二
十
三
日
赤
地
金
襴
戸
帳

に
お
初

尾

(穂
)
百
疋
を
そ
え
奉
納
さ
れ
た
が
、
本
丸
と
は
そ
の
後
幾
度
か
交
渉
を
重
ね
た
の
ち
翌
春
開
帳
前
日
に
な

っ
て
漸
く
水
引
を
奉
納

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
徳
川
家
の
権
威

の
象
徴
と
し
て
葵
紋
の
取
扱
い
が
益
々
厳
し
く
な

っ
た
事
を
反
映
し
て
い
る
。

な
お
開
帳
中
の
世
話
役
に
つ
い
て
毎
回
門
前
町
の
者
の
中
か
ら
幾
人
か
に
依
頼
し
て
居
り
こ
の
時
は
十

一
月
二
十
六
日
以
降
三
河
屋

竺
右
衛
門
、
吉
田
屋
小
兵
衛
そ
の
他
が
勤
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
前
回
ま
で
の
開
帳
記
録
に
見
ら
れ
な
い
事

で
あ
る
が
今
回
か
ら

信
州
本
寺
の
江
戸
開
帳
の
例
に
な
ら

っ
て
釈
迦
像
及
び
善
光
卿
三
躰
を
拝
観
さ
せ
た
事
が
次

の
文
書
で
知
ら
れ
る
。

一

釋
迦
涅
槃
像

一

善
光
豫

一

善
佐
豫

善
佐

一

母
之
像

右
四
ケ
條
何
卒
靈
寶
場
江
差
出
し
度
願
之
通
り
被
仰
下
被

置
候

ハ
ハ
難
有
仕
合
奉
存
候

以
上

十

一
月
廿
八
日

青
山
善
光
寺
役
人

夲
八
郎
兵
衞



寺
肚御

奉
行
所

御
役
人
中
樣

こ
の
他

に
本
寺
出
開
帳
に
は
常
灯
明
、
御
印
文
を
持
出
し
て
居
り
初
期
は
江
戸
開
帳
後
の
登
城
に
も
携
行
し
て
大
奥
女
性
方
に
上
人
の

手
で
頂
戴
が
征
わ
れ
た
が
安
永
六
年
回
向
院
開
帳
の
時
以
来
大
勧
進
の
反
対
に
あ

っ
て
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
。
又

三
卿
像
に
つ
い
て
は

古
來
よ
り
こ
れ
ま
で
善
光
卿
御
夫
婦
斗

(
ぼ
か
)
り
に
候
所
御
開
帳

二
付
二
躰

二
而

ハ
宜
か
ら
ず
講
中

ハ
申
候

二
付
是
迄
有
之
候

積

二
而
此
開
帳
よ
り
三
躰
と
相
成
ル

右
之
義
内
々
回
向
院
江
も
相
談
に
及
候
な
り

と
あ

っ
て
善
佐
像
は
こ
の
時
新
規

に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。
開
帳
中
の
世
話
役
七
十
九
人
及
び
門
前
の
者
の
人
員
が

そ
ろ
っ
た
所

で
二
十
九
日
両
国
の
茶
屋

に
招
き
寺
役
人
彦
太
夫
、
八
郎
兵
衛
、
民
右
衛
門
の
三
人
が
同
席
し
て
饗
応
か
た
が
た
相
談
を

行
い
、
十
二
月
六
日
に
は
百
万
遍
講
中
を
招
待
し
て
そ
ば
を
出
し
、
善
の
綱
お
手
の
糸
の
寄
進
を
依
頼
し
た
。
信
州
か
ら
も
宝
物
を
拝

観
さ
せ
る
為

恒
例
の
歳
暮
の
荷
造
と

共
に
仏
舎
利

・
善
光
画
艨

・
中
将
姫
御
名
号

(髪
毛
織
)
・
祐
天
僧
正
御
名
号

・
不
動
尊
画
像
の

六
品
が
長
持
入
り
で
十
二
月
十
六
日
青
山
に
到
着
し
た
。

女
化
二
年
正
月
祝
儀
と
共
に
開
帳
準
備
も
進
み
八
日
に
は
世
話
役
三
人
が
年
始
に
参
り
お
目
見
え
あ
り
。
こ
の
日
表
奥

一
同

に
対
し

「御
開
帳
支
度
金
」
が
支
給
さ
れ
た
。

金
三
兩

ー
(寺
役
人
)
柄
澤
彦
太
夫

二
兩
宛

1
(

〃

)
柄
澤
數
江

・
卆
八
郎
兵
衞

三
兩
宛

1
(臈
尼
)
法
善

・
玉
泉

二
兩
宛

ー
(尼
僣
)
貞
信

・
惠
光

・
眞
亮

・
圓
隆

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
二
三



仏
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一
兩
宛

1
(
〃

)
貞
順

・
海
音

千
疋

-
仰
阿
樣

一
兩

ー
諦
心

(
開
帳
中
お
頼
み
)

二
兩

ー
(世
話
人
)
小
林
民
右
衞
門

一
兩

一
分
ー
笹
本
喜
兵
衞

こ
の
他
信
州
か
ら
開
帳
中
奉
仕
の
た
め
出
府
す
る
者
に
つ
い
て
は
彦
太
夫
が
こ
の
日
帰
国
し
信
州
で
相
談
決
定
す

る
事
と
な

っ
た
。

二
月

一
日
回
向
院
で
作
事

の
入
札
あ
り
金
百
十
七
両
の
者

に
申
付
け
る
事
が
き
ま
り
翌
日
新
地
奉
行
に
届
出
、

四
日
か
ら
小
屋
か
け

を
始
め
、
十
日
む
ね
上
げ
祝
儀
が
あ

っ
た
。

　

ぢ

三
月
二
十
四
日
開
帳
仏
奉
持
用
の
輿
が
出
来
、
三
月
五
日
遷
座
と
決
定
し
た
の
で
寺
社
奉
行
、
上
野
執
当

・
両
丸
及
び
諸
寺

・
諸
家

奥
向
き
に
書
状
で
届
け
、
二
十
九
日
に
は
開
帳
仏
通
行
の
当
日
の
道
筋
町
方
等
に
寺
役
人
か
ら
連
絡
を
と
り
、
三
月
三
日
道
具
類
を
回

向
院

に
搬
入
し
た
。

三
月
五
日
遷
座
11
朝
五
ッ
半
頃
出
駕
上
人
、
玉
泉
貞
信

(藹
尼
法
善
病
の
た
め
開
帳
中
貞
信
が
手
が
わ
り
)
御
供
。
御
か
ち
供
と
し

て
恵
光
、
真
亮
、
諦
心
の
三
尼
及
び
表
か
ら
柄
沢
彦
太
夫

・
同
数
江

・
小
林

・
笹
本

・
藤
井
等
が
従
い
、
梅
窓
院

・
祐
天
寺
な
ど
は
先

乗
り
と
し
て
回
向
院
に
入

っ
て
出
迎
え
た
。

一
行
は
九

ツ
時
駿
河
町
越
後
屋
で
小
休

(御
膳
菓
子
折
が

一
同
に
出

る
)
、

七
ッ
過
回
向

院
着
、
方
丈
玄
関
か
ら
上
り
書
院
を
通
り
本
堂
に
於
い
て
法
要
の
あ
と
同
院
山
内
の
大
秀
寺
、
心
光
院
、
玉
蓮
院

に
対
面
、
方
丈
で
上

人
は
じ
め
お
供
尼
僧
、
梅
窓
院
、
祐
天
寺
等
に
も
御
膳
が
出
て
の
ち

"
お
す
ま
ゐ
"
の
方
に
引
取
ら
れ
期
間
中
青
山
善
光
寺

の
人
員
の

大
半
は
回
向
院
に
滞
在
し
た
ら
し
い
。
七
日
開
帳
場
に
提
灯
や
幟
を
立
て
た
事
拜
び
に
風
呂
場
を

(
こ
れ
ま
で
本
堂
内
に
あ

っ
た
)
外



に
出
す
こ
と
を
寺
役
人
か
ら
上
野
執
当
の
添
翰
を
う
け
て
寺
社
奉
行
に
届
け
出
た
。
提
灯
や
幟
の
数
は
こ
の
時
の
記
録
に
は
な
い
が
前

回
天
明
三
年
に
は
門
前
に
幟

二
十
本
を
立
て
境
内
に
は
水
茶
屋
や
香
具
見
世
な
ど
も
多
数
仮
設
さ
れ
た
事
が
知
れ

る
。
当
時
の
開
帳
場

は
善
光
寺
の
み
な
ら
ず

一
般
の
風
潮
が
と
か
く
華
美
浮
薄
に
な
り

一
種
の
遊
興
場
的
観
を
な
し
た
ら
し
い
こ
と
が
江
戸
文
学
と
い
わ
れ

　

る
諸
本

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

開
帳
は
三
月
十

二
日
か
ら
六
十
日
間
の
予
定
で
始

っ
た
。
暁
六
ツ
時
開
白
、
半
鐘
に
よ
り
上
人
出
堂
、
大
戸
帳

の
内
に
入
り
登
壇
と

共
に
大
戸
帳
上
り
衆
僧
着
座

(臈
尼

二
人
は
上
人
の
傍
に
侍
す
)。
差
定

は

(香
偈
)

(三

寶
)

(
四

奉

請
)

(開

經

偈
)

(四

誓

偈
)
(お
わ
っ
て
)

(
風
)

(双

盤
)

か
う
け

さ
ん
ほ
う
禮

し
ふ
し
や
う

御
前
か
い
き
や
う
の
け

し
せ
い
の
げ

早
而
お
十
念

信
州
ふ
う
の
そ
う
は
ん
う
つ

(双

盤
)

(暫
)

(念
じ
)

(壇
)

(降
)

(遊
ば
)

(机
)

(燒
香
)

右
そ
う
は
ん
の
内
御
開
帳

し
は
ら
く
御
ね
ん
し

御
た
ん
よ
り
御
お
り
あ
そ
は
し
前
つ
く
ゑ
に
て
御
せ
う
か
ふ

御
三
拜

か

(鉦
打
)

(釋
迦
)

(い
ら
せ
ら
れ
)
(釋
迦
)

ね
う
ち
き
り

三
方
御
十
念

そ
れ
よ
り
し
や
か
奪

善
光
江
被
爲
人

し
や
か
樣
三
拜
善
光
御
着
座
斗

御
拜
な
し

御
引
被

遊
候

こ
の
あ
と
日
中
、
開
帳
と
も
上
人
出
仕
、
日
中
に
は
日
中
礼
讃
が
唱
え
ら
れ
、
又

"
お
十
念
場
に
て
御
十
念
廿
八
度
"
行
わ
れ
、
お

名
号
二
千
入
百
、
不
浄
除

(
護
符
)
入
百
、
閻
王
御
判
入
百
が
出
る
な
ど
好
調
な
す
べ
り
出
し
で
あ

っ
た
。

十
三
日
は
明
六
ツ
開
帳
、
御
日
中
、
後
夜
礼
讃
七
ツ
時
閉
帳
、
お
十
念
七
度
、
夜
善
導
忌
御
念
仏
を
本
堂
で
修
行
し
た
。

十
四
日
明
け
七
ッ
半
頃
御
出
堂
壇
の
上
で
御
手
か
ね
念
仏
御
修
行
、
六
ツ
時
開
帳
昨
日
の
通
り

十
五
日
深
川
の
福
田
弥
兵
衛
施
主
に
て
施
餓
鬼
会

十
六
目
月
並
放
生
会
、
十
八
十
九
日
施
主
あ
り
放
生
会
。
と
い
う
よ
う
に
通
常
の
開
帳
法
要
の
他
各
種
の
行
事

が
連
日
行
わ
れ
た
。

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
二
五
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こ
の
様
に
結
願
ま
で
の
間
に
施
主
施
餓
鬼

二
十
三
回
。
方
界
施
餓
鬼
七
回
、
施
主
放
生
会
三
回
行
わ
れ
て
い
る
。

三
月
末
か
ら
四
月
に
か
け
て
本
丸
並
び
に
西
丸
の
表
使
衆
を
通
じ
て
老
女
方

へ
先
例
の
通
り
開
帳
中

に
御
代
参

下
さ
れ
た
い
事
、
及

び
開
帳
後
如
来
登
城
を
許
さ
れ
た
い
旨
願
い
出
で
四
月
中
に
は
連
日
の
よ
う
に
奥
女
中
衆
が

二
三
人
或

い
は
数
人
つ

つ
参
詣
し
て
い
る
。

が
く

四
月
十
四
日
は
中
日
の
回
向
が
日
中
礼
讃
を
中
心
と
し
て
楽
入
り
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
差
定
は

一
、
喚
鐘

一
、
大
衆
昇
堂

一
、
奏
樂

一
、
導
師
參
堂

一
、
香
偈

三
寶
禮

一
、
讃
鉢

一
、
四
奉
請

一
、
洒
水

導
師

一
、
奏
樂

一
、
散
花

貞
信

一
、
生
花

一
、
羹

供
驍

一
、
供
物

一
、
御
茶
湯

一
、
飯
齊

施
食
ノ
文
御
十
念

一
、
禮
讃

一
、
四
誓
偈

一
、
汐
回
向

御
十
念

一
、
念
佛

一
會

一
、
御
十
念

一
、
四
弘
誓
願

一
、
三
歸

一
、
三
方
十
念

一
、
退
散
奏
樂

御
繞
堂少

亂
聲

太
鼓

金
森
彦
四
郎

孚
調
音
取

笙

岡
戸
百
助

五
常
樂
急
篳
篥

香
運
寺

臨
河

淺
場
久
助

合
懿

笛

嘆
靉

庵



と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
中
回
向
の
祝
儀
と
し
て
十
五
目

一
汁
五
菜
の
料
理
と
次
の
目
録
が
僧
俗
全
員
に
対

し
青
山
善
光
寺
か
ら

贈
ら
れ
た
。

白
銀
十
枚

-
回
向
院

金

千

疋
宛
i
役
僣

・
淨
興
寺

〃

五
百
疋
宛
-
役
僣
手
代
り

・
納
所

〃

二
百
疋

-
本
堂
供
僣

〃

二
百
疋

-
弟
子
三
人

〃

百
疋
宛

-
取
持
六
人

・
侍
二
人

金

二
朱
ヅ
ツ
ー
諸
堂
司
三
人

二
朱
ヅ
ツ
i
本
堂
詰
衆
四
人

二
朱

-
小
塚
原
下
屋
敷
堂
司

一
人

五
百
文

ー
下
男
頭

三
貫
六
百
文
-
下
男
十
二
人

一
貫
文

1
門
番

〆

十
九
兩
三
分
と
五
貫
百
文

閉
帳
期
限
は
当
初
六
十
日
の
予
定
で
あ

っ
た
が

こ
の
頃

に
な

っ
て
あ
と
十
日
の
日
延
べ
を
願
い
、
十
八
日
上
野
執
当
に
添
翰
を
願
い
出
、

十
九
日
そ
れ
を
う
け
て
直
ち
に
寺
社
奉
行

へ
願
書
提
出
し
許
さ
れ
た
。

二
十
六
日
か
ら
五
月
初
旬
に
か
け
て
今
回
結
縁
の
あ

っ
た
回
向

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
二
七
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院
の
諸
講
中

(女
人
講
、
木
魚
講
、
蝋
燭
講
、
廿

一
日
講
、
五
種
香
講
、
お
花
講
、
お
伽
羅
講
、
御
詠
歌
講
、
及
び
本
郷
元
町
、
花
房
、

駒
込
、
谷
中
、
四
ツ
谷
、
新
宿
、
鮫

ケ
橋
、
尾
張
、
平
川
、
黒
門
、
伊
皿
子
等

の
各
町
の
講
)
を
招
き

一
組

一
座
つ

つ
施
餓
鬼
を
修
行

し
御
名
号

一
幅
宛
を
下
さ
れ
奥
で
お
十
念

の
後
臈
尼
か
ら

段
々
深
切
之
御
世
話
御
前

二
も
御
滿
足

二
思
召
候

御
開
帳
相
濟
候
は
ば
皆
引
取
申
候
義
と
此
所
御
前
御
殘
多
御
殘
念

二
思
召
候

青
山
善
光
寺

二
而
も
近
年
御
十
夜
も
御
く
り
立
に
付
講
も
御
取
む
す
ひ
被

成
度
義
頼
入
候

云
々

と
今
後
の
協
力
を
依
頼
し
お
十
夜
参
詣
を
も
勧
め
て
い
る
。

五
月
九
日
閉
帳
も
近
づ
き
回
向
院
を
引
払
う
予
定
も
あ
る
の
で
如
来
登
城
の
件
に
つ
い
て
本
丸
表
使
衆
に
内
意
を
伺

っ
た
所
、
十
四

日
に
至
り
今
月
二
十
五
日
に
登
城
す
る
よ
う
本
丸
か
ら
、
同
じ
く
十
九
日
に
は
寺
社
奉
行
か
ら
正
式
に
申
付
け
ら
れ
本
尊

の
厨
子
及
び

霊
宝
、
そ
の
他
入
用
の
品
々
が
あ
れ
ば
書
付
を
差
出
す
よ
う
、
ま
た
委
細
に
つ
い
て
は
お
広
敷
番
の
頭
石
尾
喜
左
衛
門
、
築
山
文
右
衛

門
な
ど
と
か
け
合
う
よ
う
申
付
け
ら
れ
た
。

二
十
二
日
は
平
日
通
り
開
帳
、
日
中
、
中
夜
礼
讃
の
法
要
あ
り
、

「今
夕
七
ツ
時
御
閉
帳
」
と
札
を
出
し
て
あ

っ
た
が
非
常
な
群
集

で
　
ツ
　
ぎ
　
　
いし
た
む
そ
の
　
　
は
　　
　
の　
に
よ
る
と

饕

瓢
欝

総

霧
御臻

解
例灘

羅

鰍鞍

+飢れ・り

閉
帳
法
要
は
回
向
院
浄
光
寺

の
和
尚
が
出
堂
し
て
終

っ
た
が
、
参
詣
人
が
多
く
て
堂
内

に
入
れ
ぬ
も

の
が
残
念
が

り
講
中
か
ら
の
願

い

も
あ
り
、
再
び
開
帳
さ
れ
今
回
は
上
人
し
ば
ら
く
拝
礼
の
後
す
ぐ
閉
帳
、
六
字
づ
め
念
仏
で
御
壇
の
二
段
目
で
十
念
授
与
が
行
わ
れ
た
。

更

に
こ
の
あ
と
木
魚
講
が
七
ツ
時
閉
帳
の
つ
も
り
で
木
魚
と
木
魚
ふ
と
ん
三
つ
を
奉
納
に
来
た
の
で
今

一
度
開
帳

し
先
の
通
り
閉
帳
十



念

の
儀
を
漸
く
完
了
、
そ
の
あ
と
霊
宝
場
や
諸
堂
に
上
人
が
御
暇
乞

に
巡
拝
、
所
々
で
講
中
に
お
別
れ
の
お
十
念
を
下
さ

っ
た
。
回
向

院
か
ら
は
祝
儀
と
し
て
十
樽
贈
ら
れ
、
寺
役
人
は
寺
社
奉
行
等

に
閉
帳
の
趣
を
届
け
出
た
。

期
間
中
に
領
布
し
た
も
の
は
代
価
不
明
で
あ
る
が
数
量
は
次
の
通
り
で
御
名
号
が
最
多
数
で
あ
る
。

三
月

(+
四
日
間
)
一
四
調
二
+
八
日
間
)
「
五
調
二
+
二
日
間
)
一
総

附

御

名

号

=

、
九
四
〇

一
五
'
三
0
0

I

1
O
、

七
〇
〇

三
七
、
九

四
〇

不

浄

除

七
、
七
五
〇

一
二
、

五
五
〇

一
〇
、

一
〇
〇

三
〇
、

四
〇
〇

閻

王

御

判

六
、
六
〇
〇

九
、

二
〇
〇

五
、

七
〇
〇

一
=

、

五
〇
〇

御

符

.

六
三
〇

二
、

二
九
七

三
、
九

八
七

六
、
九

一
四

御

血

脈

二
六
五

八
六

一

一
、
〇

四
〇

二
、

=
ハ
六

一

一

法
要
料
、
回
向
料
、
賽
銭
、
法
礼
そ
の
他
の
収
入
決
算
は
恐
ら
く
別
に
帳
簿
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
今
の
所
見
出
し
得
な
い
。
奥

日
記
に
は
ご
く
断
片
的

に
参
詣
人
か
ら
の
御
供
え
目
録
の
覚
え
書
き
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
尤
も
開
帳
二
日
目

の
三
月
十
四
日
の
条
に

開
帳
御
散
物
之
義

二
付
回
向
院
井
講
中
少
女
こ
み
入
御
座
候
所
相
濟

今
朝
よ
り
散
物
御
し
ら

へ

(調
べ
)

回
向
院
よ
り
役
僣
中

御
立
合
鱒
光
欝

徇

と
あ
り
、
各
方
面
か
ら
立
ち
会

い
で
会
計
の
公
正
を
期
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今

一
つ
こ
の
期
間
中
に
問
題
と
な

っ
た
の
は
男
女
間

の
風
紀
の
事
で
、
尼
僧
は
男
性
に
接
近
せ
ぬ
よ
う
禁
令
が
出
さ
れ
た
。

如
来
登
城
の
件
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
二
十
日
前
後
に
先
例
書
や
今
回
の
出
開
帳
に
際
し
て
造

っ
た
仮
厨
子

の
絵
図
、
寸
法
記
入

の
書
面
な
ど
寺
社
奉
行
に
提
出
し
、
上
人
か
ら
も
表
使
衆
宛
書
状
を
し
た
た
め
献
上
物

(
御
五
方

に
御
昆
布

一
箱
つ

つ
)
の
こ
と
な
ど

問
い
合
わ
せ
、
二
十
四
日
に
明
日
の
お
み
や
げ
と
し
て
老
女
以
下
御
使
番
衆
に
ま
で
蒸
籠
十
四
組
と
酒
樽
目
録

に
し
て

「為
金
三
両
」

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
二
九



仏
教
大
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紀
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二
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二
三
〇

を
本
丸
宛
、
蒸
籠
九
組
と

「為
金

一
両
十
匁
」
を
西
丸
宛
そ
れ
ぞ
れ
に
贈
り
届
け
、
登
城
の
折

「御
切
手

口
江
入
候
人
数
書
」
計
四
十

一
人
の
内
訳
を
差
出
し
た
。

.

二
十
五
日
朝
六
ツ
時
過
出
輿
、
如
来
御
輿
持
人
は
先
例
通
り
二
十
八
人
、
別

に
世
話
人

一
人
が
付
そ

っ
た
。
奥

日
記
に
あ
る
行
列
次

第
は

濃

鵡

噛

蟹
ハ奨

共

人
-

休
臺
二
略
埜

尼
二
魏

蠹

星
-

御
打
物
饗

ー

臀

嬲

鬣

取

-

鑼

禦

雛

娠

早

老
讎

翕

簍
一轟

奥
御
璧

泉
・貞
篝

光
・眞
亮

二
十
五
日
明
六
ツ
時
過
に
出
輿
、
如
来
御
輿
持
人
は
先
例
通
り
公
儀
か
ら
二
十
八
人
遣

わ
さ
れ
、
別
に
世
話
人

一
人
が
付
添

っ
た
。

し
き

霊
宝
長
棹
三
さ
お
に
は
寺
侍
平
八
郎
兵
衛
が
さ
し
添
い
、
五
ツ
時
御
城
に
つ
き
上
人
は
御
広
鋪
に
入
ら
れ
た
。

如
来
は
御
広
座
鋪
御
床
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
仮
殿
に
安
置
さ
れ
て
あ
り
、
四
ツ
時
御
使
番
か
ら

「御
開
帳
被
成
候
様
」
申
し
出
さ
れ

た
。
道
中
の
用
心
の
た
め
厨
子
内
で
結
ん
で
お
い
た
た
め
上
人

一
人
で
は
開
帳
出
来
か
ね
る
の
で
ど
な
た
か
お
手
伝
い
下
さ
る
よ
う
お

使
番
に
申
入
れ
て
お
い
た
所
臈
尼
玉
泉
が
手
伝
う
こ
と
を
許
さ
れ
、
上
人
は
素
絹
、
七
条
、
坐
具
に
威
儀
を
と
と

の
え
、

つ
め
も
の
等

を
と
り
、
玉
泉
は
は
傍
に
ひ
か
え
錠
か
ぎ
を
持
参
し
て
引
取
り
、
上
人
は
暫
時
祈
念
し
て
か
ら
お
広
座
敷
に
退
き
、
そ
の
あ
と
御
台
所

は
じ
め
人
数
や
名
に
つ
い
て
は
具
体
的
記
載
は
な
い
が
、
大
奥
女
性
達
の
拝
覧
が
あ

っ
た
。
上
人
お
目
見
え
の
の
ち
御
礼
年
登
域
の
時

と
同
様
に
五
方
に
昆
布

一
箱
つ

つ
目
録
台
付
で
献
上
し
御
料
理
を
頂
き
、
如
来

へ
の
お
供
え
と
上
人

へ
の
拝
領
物
も
あ
り
、
主
な
も
の

は
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。



譲

上

瀛

供

皿

上

人

に

拝

領

鰻

曝
家斉
)

醸
布
一箱
}
白
銀
塾

襞

欝

鰭

白
ー

　
　　
　ナ
ぶ
　き
ほ

　
　
　　
む

　

　
れ

　

へ　

　

ロ

　

　　
　
ゆ

燃毳

谿
難

蒲

一

璽

贓嚢

一

}

互

こ
の
他
両
丸
と
も
老
女
以
下
御
使
番
、
お
小
姓
中
に
い
た
る
ま
で
多
人
数
か
ら
の
お
供
え
が
計
十
三
貫
五
百
十
二
銅
、
銀
包
入
五
等
納

め
ら
れ
、
善
光
寺
か
ら
は
既
述
の
お
土
産
や
献
上
品
の
他
御
影
百
枚
、
御
切
手
番
、
陸
尺
、
伊
賀
衆
、
御
奥
小
人

や
下
男
等
に
ま
で
そ

れ
ぞ
れ
平
均
百
疋
て
い
ど
の
心
付
を
出
し
た
。
七
ツ
半
時

炉
御
閉
帳
被
遊
候
様

二
"
と
の
仰
せ
が
あ
り
上
人
五
条
袈
裟
で
し
ば
ら
く
祈

念
の
後
、
玉
泉
貞
信
両
尼
も
罷
り
出
て
御
厨
子
内
を
結
び
、
如
来
の
傍
の
三
宝
に
の
せ
て
御
拝
覧
さ
れ
た
仏
舎
利

も
お
さ
め
両
尼
退
出
、

先

に
お
目
に
か
け
て
お
い
た
絵
縁
起

一
巻
も
返
さ
れ
た
。
上
人
は
御
老
女
方
に
御
暇
乞
を
済
ま
せ
て
退
出
、
昼
の
う
ち
に
表
使
衆
に
依

頼
し
て
お
い
た
高
張
り
四
ツ
を
如
来
様

に
、
そ
の
他
提
灯
十
張
を
持
人
共
拝
借
す
る
事
が
出
来
て
夜
六
ツ
半
回
向
院
に
着
寺
、
登
城
し

な
か

っ
た
者
達

の
手
で
夜
中

に
道
具
類
な
ど
片
付
け
支
度
も
す
べ
て
と
と
の
え
ら
れ
た
。
二
十
六
日
明
ケ
五
ツ
時
出
輿
、
梅
窓
院
が
先

の
り
し
回
向
院
の
講
中
や
開
帳
期
間
中
に
役
僧
等
を
つ
と
め
た
僧
侶
方
も
見
送
り
に
加
わ
り
青
山
に
帰
寺
、
如
来

は
直
ち
に
本
堂
に
、

上
人
は
玄
関
よ
り
入
ら
れ
た
。
そ
の
後
早
速
大
奥

へ
昨
日
の
御
礼
文
、
寺
社
奉
行
や
上
野

に
報
告
の
使
者
を
出
し
、
ま
た
三
家
三
卿
は

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
一三



仏
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じ
め
諸
大
名
家
や
諸
寺
院
え
の
報
告
や
御
礼
に
相
当
の
日
時
を
費
し
た
よ
う
で
あ
り
、
信
州
か
ら
搬
出
し
て
い
た
宝
物
類
は
翌
月
二
十

日
に
送
り
返
し
た
。

当
時
は
開
帳
終
了
後
に
報
告
法
要
の
意
味
で

「
御
供
養
法
要
」
を
執
行
す
る
の
が
慣
例
で
こ
の
時
は
六
月
二
十
日
か
ら
七
日
間
に
わ

た
り
朝

(
弥
陀
経

一
巻
)
、
昼

(
弥
陀
経
五
巻
)
、
初
夜

(礼
讃
行
道
)
の
三
回
つ

つ
及
び
法
界
施
餓
鬼
や
放
生
会
等
を
行
い
、
参
詣
人

た
ち
に
お
血
脈
や
十
念
授
与
が
あ

っ
た
。

こ
の
時
の
収
支
は
不
詳
で
あ
る
が
支
出
と
し
て
は
開
帳
場
の
施
設
営
繕
経
費
の
他
に
寺
内
の
僧
俗
、
手
伝
い
諸
寺
院
方
、
世
話
役
町

人
衆
に
ま
で
手
当
て
の
他
開
闢
、
中
目
、
閉
闢
等
の
御
祝
儀
、
慰
労
の
振
舞

い

(
御
被
官
、
町
年
寄
、
在
町
庄
屋
、
御
用
達
等
を
七
月

一
日
に
招
待
)
な
ど
あ
り
、
更

に
回
向
院
か
ら
も
修
覆
料
を
ほ
し
い
と
要
求
さ
れ
て
金
百
三
十
両
余
り
を
呈
し
て

い
る
。
結
局
純
益
は

殆
ん
ど
な
か

っ
た
も
よ
う
で
こ
の
年

の
末

に
は
金
融
業
者
か
ら
四
百
両
も
の
借
金
を
し
て
い
る
。
即
ち
奥
日
記
文
化

二
年
十

二
月

に
次

の
記
事
が
あ
る
。

四
ツ
谷
ひ
ち
や
の
由
伊
兵
衞
と
申
者
入
來

御
金
四
百
兩
御
借
入

内

此
方

二
て

百
兩

信
州

ニ
セ

ニ
百
兩

御
門
前

二
て

百
兩

〔上
洛
及
び
和
光
寺
行
〕

善
光
寺
上
人
の
京
都
御
所
参
内
は
上
人
号
常
紫
衣
勅
許
の
綸
旨
頂
戴
に
対
す
る
御
礼
で
あ
り
、
古

い
記
録
は
残
存
し
な
い
が
江
戸
中



一

綸

旨
傾

戴

L

ド

…

…

吶
…

期
以
降
の
例
で
は
驪

上
人
以
後
い
つ
れ

-ーヨ

一世
智
善
知

i

元
禄
=

・

六
二

九

元
禄
一
一
・
九
・
二
九

も
住
職
就
任
後
相
当
歳
月
を
へ
て
か
ら
入

二

四
世
誓
興
上
人

山口子保

一
七
.

四
.

五

山口子保

一
七
.
四
.

七

洛
参
内
し
て
い
ら
れ

る
。
旅
費
や
進
物
そ

一
一
五
世
智
観
上
人

宝
暦

三
・
一
一
・
二
五

宝
暦
一
四
.
三

・
1
10

一
一
六
世
智
昭
上
人

寛
政

二
・
一
二
二

八

文
化

五
・
三

・
二

一

の
他
に
莫
大
な
費
用
と
煩
雑
な
手
続
き
な

一
一
七
世
誓
円
人
上

天
保

八
.

五

.
二
四

天
保

一
五
.
四
。
二
二

ど
を
要
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

智
昭
上
人
の
場
合
も
そ
の
計
画
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
文
化
元
年
で
、
和
光
寺
と
種
々
接
渉
を
重
ね
文
化
三
年
夏
頃
に

は

「来
る
辰
年
」
と
参
内
の
予
定
を
決
議
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
丈
化
三
年
十
二
月
和
光
寺
か
ら
青
山
に
到
着
し
た

書
状
に

(略
)
御
參
内
の
義
内
々
相
談
か
た
く

申
入
れ
候
所
隨
分
承
知
之
趣

5し
か
し
な
が
ら
所
詮
御
先
代
之
通
り
に
御
世
話
も
申
し

か
た
く
京
都
よ
り
大
坂
ま
で
の
御
世
話
申
上

御
參
内
後
本
尊
開
帳
仕
諸
雜
用
等
差
引
殘
り
の
分
は
何
程
有
之
候
共
差
上
可
申
由

申
越
可
く
候

云
々

と
あ
る
。
御
先
代
通
り
に
御
世
話
出
来
な
い
と
い
う
事
は
既
述
の
如
く
同
寺
か
ら
多
額
の
借
金
を
し
て
い
る
為
で
あ
り
、
先
例
に
準
じ

て
入
洛
の
機
会
に
大
坂
和
光
寺
に
も
巡
錫
さ
れ
開
帳
を
行

い
、
和
光
寺
の
入
用
を
差
引
い
た
あ
と
の
収
益
を
も
ち
返
ら
れ
た
ら
よ
か
ろ

う
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

来
る
辰
年
と
は
丈
化
五
年
、
上
人
二
十
七
才
に
当
る
が
よ
う
や
く
成
人
住
職
と
し
て
寺
門
経
営
に
も
意
慾
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
と

思
わ
れ
る
。
丈
化
四
年
七
月
十

一
日
寺
社
奉
行
脇
坂
淡
路
守
か
ら
の
御
尋
に
対
す
る
書
状
に

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
三
三



仏
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口

上

覺

(略
)
青
山
善
光
寺
之
義
は
尼
寺
之
儀

二
候

へ
ば
夜
分
取
〆
り
奥
表
の
間
定
口
と
申
有
之
夜
五
ツ
時
に
〆
鍵

ハ
役
人
預
り
置

無

據
用
向
有
之
候
得
は
定
口
明
ケ
候
而
役
人
罷
出
用
向
相
達
し
候
義

二
御
座
候

一
、
下
男
共
之
義

ハ
夜
分

ハ
夫
々
の
部
屋

二
爲
相
休
申
候

一
、
本
堂
之
義
も
尼
僣
共

二
候
得
ば
暮
頃
二
王
門
〆
夫
よ
り
は
手
前
役
人
初
下
男
迄
も
夜
分
は

一
切
出
入
不
仕
是
又
無
據
用
事
等
有

之
候

へ
ば
役
人
井
下
男
等
も
參
り
取
計
候
儀

二
御
座
候

右
尼
僣
の
分
夜
分
は
本
堂

二
付
き
お
り
候
こ
く
や
に
相
休
申
候

右
之
通
本
堂
井
奥
向
夜
分
は
〆
切
用
事
の
外

一
切
役
人
初
出
入
不
仕
男
僭

ハ
一
人
も
御
座
な
く
候

御
尋

二
付
此
段
申
上
候

青
山
善
光
寺
役
人

小
林
民
右
衞
門

寺
沚
御
奉
行

御
役
人
中
樣

寺
内
の
風
紀
の
き
び
し
さ
が
推
測
さ
れ
る
。
同
年
十
月
三
日
先
代
の
徒
弟
と
し
て
生
涯
を
智
観
智
昭
二
代
の
上
人

に
仕
え
た
臈
尼
法
諞

が
命
終
し
、
同
年
十
二
月
二
十
七
日
に
は
伝
法
を
相
承
せ
ら
れ
た
。
又
こ
の
頃
和
光
寺
か
ら
の
書
信
に
よ

っ
て
上
人
名
の
昭
の
字
は
仙

洞
御
所
の
御
障
り
が
あ
る
の
で
沼
と
認
め
る
よ
う
に
と
連
絡
あ
り
大
本
願
文
書
の
中
に
智
沼
と
記
し
た
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。
伝
法

は
翌
五
年

一
月
に
も
う
け
十
二
日
梅
窓
院
に
て
附
法
、
十
三
日
ふ
さ
つ

「
両
日
に
て
三
脈
御
再
伝
」
と
あ
る
。

京
都
で
の
宿
坊
に
は
黒
谷
光
明
寺
塔
頭
浄
雲
院
を
か
り
、
御
供
の
貞
信

・
恵
光

・
真
亮

・
円
隆

・
海
音
等
に
麦

度
金
を
支
給
し
、
和

光
寺
の
開
帳
は
四
月

一
日
か
ら
三
十
日
間
の
予
定
で
大
坂
役
所

で
の
聞
済
な
ど
前
年
中

に
完
了
し
て
い
る
の
で
寺
社
奉
行

・
大
奥

・
上



野
等
に

「
二
月
中
旬
上
京
参
内
」
の
件
を
申
入
れ
て
二
月
十
二
日
明
六
ツ
時
青
山
を
出
駕
し
た
。
旅
程
は
雑
司
ケ
谷
-
板
橋
休
-
蕨
休

-
大
宮
泊
ー
十
三
日
鴻
巣
-
熊
谷
泊
-
十
四
日
本
庄
-
倉
鹿
野
泊
-
十
五
日
安
中
ー
坂
本
泊
ー
十
六
日
沓
掛
-
岩
村
田
泊
ー
十
七
日
芦

田
-
和
田
泊
-
十
八
日
下
諏
訪
i
塩
尻
泊
-
十
九
日
贄
川
-
藪
原
泊
i

二
十
日
福
島
-
上
ケ
松
ー
二
十

一
日
野
尻
-
妻
籠
泊
-

二
十
二

日
中
津
川
ー
大
井
泊
-
二
十
三
日
大
久
手
1
み
た
け
泊
-

二
十
四
日
鵜
沼
-
加
納
泊
-
二
十
五
日
赤
坂
ー
柏
原
泊
-

二
十
六
日
高
宮
i

武
佐
泊
-

二
十
七
日
草
津
-
大
津
泊

(和
光
寺
出
迎
)
1

二
十
八
日
昼
頃
黒
谷
浄
雲
院
到
着
。
こ
こ
に
は
中
御
門
家
、
飛
鳥
井
家
か
ら

到
着
祝

の
使
者
が
来
寺
、
聖
護
院
宮
、
勧
修
寺
家
、
町
奉
行

(
西
月
番
牧
野
大
和
守
)

へ
着
京
を
届
出
た
。
聖
護
院
宮
に
は
二
月
三
十

日
参
内
願
書

の
下
書
、
禁
裡

へ
の
献
上
物
書
付
、
随
身
衆
の
名
簿
な
ど
を
も

っ
て
彦
太
夫
が
出
頭
し
た
が
上
人
自
身
で
清
書
を
明
日
持

参
す
る
よ
う
に
と

の
事
で
、
三
月

一
日
参
殿
し
門
主
に
対
面
御
昆
布
と

一
献
を
頂
き
岩
坊
法
印
、
雑
務
法
橋
、
小
野
沢
宮
内
卿
な
ど
の

御
年
寄
中
に
参
内
願
書
を
差
出
し
、

つ
づ

い
て
勧
修
寺
家
も
訪
問
し
願
書
を
提
出
、
同
月
五
日
に
は
所
司
代
、
町
奉
行
所

へ
も
挨
拶
に

出
向
か
れ
た
。
御
供
は
青
山
か
ら
前
記
五
尼

の
他
、
着
京
の
時
町
奉
行
所

へ
差
出
し
た
届
け
に
は

「帯
刀
の
者
十
七
人
召
連
」
れ
た
と

あ
る
が
、
所
司
代
等
に
出
向
か
れ
た
時
に
は
徒
士
五
人
、
侍
四
人
、
押
二
人
、
老
尼
二
人
、
彦
太
夫
の
十
四
人
で
あ

っ
た
。
ま
た
信
州

如
来
堂
の
大
工
棟
梁
森
右
衛
門
に
対
し
先
代
同
様

「和
泉
橡
」
の
呼
称
免
許
を
聖
護
院
宮
に
願
出
て
あ

っ
た
所
三
月
十
四
日
目
録
を
下

さ
れ
た
。

参
内
は
同
月
二
十

一
日
で
四
ツ
時
宿
坊
を
駕
籠
で
出
門
し
勧
修
寺
家

に
立
ち
よ
り
勧
修
寺
卿
及
び
母
堂
に
対
面
、
雑
煮
、
酒
肴
、
本

膳
、
蒸
菓
子
、
薄
茶
等
の
馳
走
を
頂
き
同
家
か
ら
は
御
轅
に
て
参
内
、
入
ツ
過
公
家
門
か
ら
平
唐
門
を

へ
て
諸
太
失
間
に
上
り
聖
護
院

の
伊
地
知
氏
及
び
勧
修
寺
家
の
雑
掌
両
人
の
案
内
で
竹
の
問
に
着
座
、
繭
尼
は
じ
め
供
人
達
は
諸
太
夫
間
な
ど
に
控
え
御
弁
当
を
頂
い

た
。
こ
の
日
の
上
人
の
衣
躰
は
紫
道
具
衣
に
紫
八
ツ
藤
の
指
貫
、
彦
太
夫
は
熨
斗
目
の
上
に
狩
衣
を
着
用
し
た
。

こ
の
時
禁
裡
で
は

一

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
三
五



仏
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族
の
園
前
大
納
言
及
び
東
園
少
将
、
親
族
の
飛
鳥
井
左
兵
衛
督
、
西
大
路
三
位
、
高
丘
三
位
が
、
仙
洞
御
所
で
は

一
族
の
石
野
宰
相
及

び
六
角
右
京
権
太
夫
、
親
族
の
池
尻
前
宰
相
な
ど
が
御
取
持
ち
お
世
話
を
下
さ
れ
、
上
人
と
共
に
妙
心
寺
住
職
、
醍
醐
寺
院
家
、
興
正

寺
院
家
が
参
内
拝
謁
し
て
い
ら
れ
る
。

こ
の
あ
と
中
宮
、
親
王
、
仙
洞
の
各
御
所
及
び
鷹
司
関
白
家
等
に
立
ち
よ

っ
た
。
時
の
帝
は
光

格
天
皇
、
仙
洞
は
後
桜
町
上
皇
で
あ
る
。
帰
途
再
び
勧
修
寺
に
て
衣
服
を
か
え
、
供
人
は
弁
当
を

つ
か
い

一
同
四
ツ
時
前
に
宿
坊
に
帰

着
、
翌
二
十

二
日
に
は
所
司
代
、
両
町
奉
行
所
等
に
参
内
相
済
の
御
手
札
、
束
本
を
も

っ
て
参
内
相
す
み
の
挨
拶

に
、
勧
修
寺
家

・
聖

護
院
宮
に
も
上
人
自
ら
御
礼
に
出
向
い
た
。
同
宮
方
か
ら
は
伊
地
知
氏
よ
り
彦
太
夫
に
昨
日
御
所
の
様
子
を
記
録

に
左

の
通
り
留
め
ら

れ
る
旨
仰
渡
さ
れ
た
。

一
、
禁
中
夲
唐
御
門
之
内
朱
傘
相
用
候
先
格
也

(
退
出
の
際
雨
が
ふ

っ
た
の
で
使
用
を
許
さ
れ
た
)。

一
、
禁
中
諸
太
夫
御
間
御
下
縁
に
家
老
上
り
居
ル

一
、
老
尼
二
人
露
臺
代
御
廊
下
北
庇

二
控
居

一
、
隨
從
尼
五
人
諸
太
夫
御
問
控
居

仙
洞
樣
御
所

一
、
老
尼
初
隨
從
尼
諸
太
夫
御
間

家
老

同
御
間
板
縁

参
内
の
節

に
は
聖
護
院
の
特
別
の
計
ら
い
で
浄
土
宗
に
は
例
が
な
い
と
断

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
坊
官
伊
知
地
多
中
が
他
所
か
ら
借
り

て
用
意
し
て
お
い
て
下
さ
れ
た
も
の
故
緋
鈍
色

(
ひ
の
と
ん
じ
き
)
の
法
衣
を
当
日
の
み
着
用
す
る
こ
と
と
な
り
同
衣
拜
び
に
乗
輿
に



つ
い
て
左
の
許
状
を
う
け
て
い
る
。

御
召
緋
鈍
色
之
事

雖
不
容
易

令
賜
之
記

着
用
不
可
有
子
細

旨

御
沙
汰
候
所
也

岩
坊
書
剣

文
化
五
年
三
月
十
九
日

宮
内
卿
書
到

雜
務
書
剣

善
光
寺
大
本
願

知
沼
上
人

御
召
網
代
盥
ハの
事

雖
不
容
易

令
賜
之
記

乘
輿
不
可
有
子
細

旨

御
沙
汰
候
所
也

岩
坊
書
剣

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
一二
七



仏
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文
化
五
年
三
月
十
九
日

宮
内
卿
書
到

雜
務
書
到

善
光
寺
大
本
願

知
沼
上
人

こ
の
他
信
州
で
幔
幕
翠
簾
を
か
け
て
よ
い
と
の
許
可
や
、
次
回
か
ら
善
光
寺
上
人
入
洛

に
際
し
て
奉
行
所
に
出
向
く
の
は
参
内
を
す
ま

し
て
の
ち
で
よ
い
と
の
助
言
を
得
、
聖
護
院
宮
か
ら
懸
物

一
幅
と
真
綿
五
把
を
贈
ら
れ
た
の
で
二
十
四
日
彦
太
夫
が
御
礼
の
使
者
を

つ

と
め
た
。
こ
の
時
の
軸
は
た
だ
ち
に
表
具
に
出
し
て
四
月
十
日
大
坂
滞
在
中

の
上
人
の
許

に
と
ど
く
が
奥
日
記
に
よ
る
と

「蓮
花
光
院

大
僧
正
筆
白
は
い

(
梅
力
)
の
絵
」
で

さ
き
し
よ
り
ち
る
こ
ろ
ま
て
も
く
れ
な
い
の
梅

の
色
か
と
さ
か
り
久
し
き

の

一
条
右
大
臣
筆
の
讃
が
つ
い
て
い
る
と
の
事
で
あ

っ
た
。
上
人
は
二
十
三
日
飛
鳥
井
、
二
十
四
日
伏
見
宮
、

二
十
五
日
太
秦
十
輪
院
、

二
十
六
日
知
恩
院
等
を
訪
問
、
こ
と
に
伏
見
家
で
は
兵
部
卿
貞
敬
親
王
御

一
家

の
宮
方

に
お
逢

い
、
琵
琶
の
入
門
を
許
さ
れ
楽
を
拝
見

し
暮
六
ツ
頃
ま
で
歓
待
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
知
恩
院
に
は
本
供
揃

い
で
参
詣
し
老
尼
両
人
に
役
僧
と
し
て
藍
色
衣
着
用
願
書
を
出
し

て
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
大
坂
に
下
る
た
め
上
人

一
行
は
黒
谷
方
丈
に
暇
乞
い
し
て
二
十
七
日
朝
五
ツ
時
宿
院
を
発
駕
、
伏
見
経
由

の
舟
便
に
の
り
大
長
寺
で

一
泊
、
二
十
八
日
朝
四
ツ
同
所
を
立

っ
て
七
ツ
時
和
光
寺

に
到
着
、
上
人
は
素
絹
紅

・
袴

・
紅
五
条
、
老
尼

両
人
は
今
日
よ
り
香
衣
を
用
い
る
事
と
な
る
。
御
駕
籠
脇
に
布
衣
そ
の
他
参
内
の
時

の
通
り
の
行
列
で
御
先
乗
は
和
光
寺
及
び
浄
国
寺

が

つ
と
め
た
。
当
時
和
光
寺
内
に
は
所
化
六
人

(
恵
薫

・
恵
頓

・
恵
善

・
恵
吟

・
恵
幽

・
虎
松
)
が
居
り
、
法
類
と
し
て
は
大
宝
寺
恵

全
、
浄
国
寺
恵
存
、
天
然
寺
恵
整
、
安
楽
寺
恵
教
、
誓
安
寺
恵
州
、
宗
慶
寺
沢
瑞
な
ど
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
土
産
も

の
を
下
さ
れ
た
。



開
帳
は
四
月

一
目
か
ら
三
十
日
の
予
定
で
は
じ
め
た
が
十
八
日
に
中
日
回
向
が
あ
り
、
二
十

一
日
付
で
七
日
間

の
延
期
及
び
五
月
十

五
日
発
駕
を
決
定
し
町
奉
行
所

の
許
可
を
得
た
の
で
五
月
八
日
に
閉
闢
、
更
に
そ
の
あ
と
二
日
間
付
せ
が
き
な
ど
を
行

っ
た
。
法
要
の

内
容
は
奥
日
記
を
見
る
と

四
月

一
日
朝
五
ツ
時
御
開
白

ト

喚
鐘

・
亂
聲

・
音
取

・
奏
樂

・
昇
殿

香
偈

・
三
寶
薩

・
四
奉
請

・
登
高
座

・、奏
樂

・
開
經
偈

・
護
念
經

・
十
方
恒
沙
文

・
双
盤

・
六
字
詰

.
御
開
扉

.
御
十
念

.
御

縁
起

・
回
向

・
四
弘
誓
願

・
三
禮

・
三
方
十
念

・
眞
稱
念
佛

・
御
名
號
與

.
退
出

御
本
堂
御
供
兩
人
外

二
侍
者
兩
人

朝
夕
日
々
右
之
通
り

日
沒
差
定

喚
鐘

・
音
取

・
奏
樂

・
昇
殿

・
拈
香
偈

・
三
寶
禮

・
開
經
偈

・
讀
經

・
双
盤
念
佛

・
六
字
詰

.
御
開
帳

.
お
十
念

.
諸
回
向

.

四
弘
誓
願

二
二
禮

・
三
方
十
念

・
退
出

閉
闢
後
の
五
月
九
日
は
朝
御
供
養
、
施
餓
鬼
御
修
行
、
付
せ
が
き
十
八
。
十
日
に
は
施
餓
鬼
、
お
か
み
そ
り
四
座
、
付
せ
が
き
五
十
三

あ

っ
て
結
願
、
万
端
滞
り
な
く
終
了
し
た
。
十

一
日
に
は
能
狂
言
御
ら
ん
、
十
二
日
本
供
に
て
住
吉
、
天
王
寺
、
浄
国
寺
な
ど
に
参
詣
、

十
四
日
に
は
収
支
の
決
算
が
行
わ
れ
四
百
五
十
両
の
納
金
の
う
ち
大
本
願
取
分
と
し
て
百
両
及
び
道
中
金
不
足
の
た
め
も
う
百
両
証
丈

を
入
れ
借
り
請
け
た
。
実
は
こ
の
頃
大
本
願
で
は
町
方
か
ら
七
千
両
余
り
の
借
金
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
人
は
こ
の
あ
と
江
戸
に

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
三
九
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向
わ
ず
信
州
に
向
け
五
月
十
五
日
和
光
寺
以
下

一
同
と
盃
を
か
わ
し
八
ツ
過
出
立
、
四
ツ
橋
か
ら
乗
船
し
淀
川
ぞ

い
に
大
津
に
到

っ
た
。

但
し
途
中
彦
太
夫
は
京
で
下
船
し
二
条
家
を
訪
れ
法
嗣
の
件
を
依
頼
し
た
。

十
六
日
大
津
泊
ー
十
七
日
武
佐
-
十
八
日
柏
原
-
十
九
日
加
納
ー
二
十
日
み
た
け
1
二
十

一
日
大
井
-

二
十
二
日
妻
籠
ー

二
十
三
日

上
ケ
松
ー

(
二
十
四
～
七
日
記
録
欠
)
二
十
八
日
七
ツ
時
頃
善
光
寺
着
、
先
例
通
り
直
ち
に
本
堂
お
霊
屋
に
参
詣

の
後
帰
座
、
寺
内

一

統
に
お
目
見
が
あ

っ
た
。
そ
の
後
し
ぼ
ら
く
は
江
戸
表
の
各
要
職
、
諸
寺
諸
家

へ

上
京
參
内
院
參
如
先
格
相
濟
難
有
奉
存
候

.
參
内
後
大
坂
和
光
寺
開
帳
無
滯
相
濟
五
月
二
十
八
日
信
州
表
江
歸
寺
仕
候

云
々

と
の
届
け
や
披
露
の
書
状
を
出
し
、
京
都
松
木
家
、
飛
鳥
井
家
そ
の
他
の
公
家
衆
や
大
坂
和
光
寺
に
礼
状
、
寺
内
僧
俗
職
員
に
お
み
や

げ
、
参
内
や
大
坂
開
帳
に
随
行
し
た
人
た
ち
に
は
慰
労
金
計
二
十
両

(
例

・
老
尼

二
人
各
三
両
、
そ
ば
尼

二
人
各

二
両
、
小
尼

一
人

一

両
、
寺
侍

一
人
三
両
、
そ
の
他
)
を
支
給
し
こ
の
大
旅
行
は
完
了
し
た
の
で
あ
る
。

〔附

弟

入

寺
〕

文
化
六
年
は
御
礼
年
で
三
月
九
日
信
州
を
出
立
、
十
五
日
青
山
着
、
八
月
二
十
九
日
登
城
を
は
た
し
、

一
方
で
は
二
条
家
の
純

(
い

と
)
君
を
附
弟
即
ち
法
嗣
と
し
て
迎
へ
る
べ
く
交
渉
が
は
じ
ま

っ
た
。
な
お
こ
の
頃
例
年
十
夜
法
要
を
厳
修
し
て
い
る
が
と
く
に
こ
の

年
は

「弥
陀
経
千
巻
法
要
」

の
十
年
目
に
当
る
の
で
稚
児
練
り
供
養
を
行

い
、

供
養
柱

(
「大
と
ふ
ば
」
と
も
記
す
)
を
立
て
善
の
綱

を
は
り

一
き
わ
盛
大
に
執
行
さ
れ
た
が
、
翌
七
年
以
後
は
不
如
意
の
た
め
説
法
も
行
わ
な
い
さ
び
し
い
お
十
夜
と
な
る
。

当
時
大
本
願
の
財
政
は
寺
領
の
他
に
末
寺
か
ら
の
運
用
金
の
ウ
エ
イ
ト
も
大
き
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
越
後
十
念
寺
か
ら
は
塩
年
貢

を
と
り
立
て
て
い
る
し
、
大
坂
和
光
寺
か
ら
は
御
用
金
、
道
中
金
、
冥
加
金
の
名
称
で
相
当
以
前
か
ら
出
府
登
城

の
年
ご
と

に
六
十
両



納
め
る
慣
例
が
あ

っ
た
が
そ
の
上

に
先
代
智
観
上
人
の
天
明
二
年
に
は
三
百
両
を
借
入
れ
毎
年
百
両
に
つ
き
三
分
三
厘
の
利
子
で
当
初

は
順
調
に
支
払

っ
て
い
た
が
寛
政
三
年
以
後
は
滞
り
、
丈
化
五
年
に
は
残
額
四
十
五
両
の
他
、
今
回
和
光
寺
開
帳
後
の
百
両
の
借
金
が

加

っ
た
。
丈
化
六
年
は
又
和
光
寺
か
ら
道
中
金
を
差
上
る
年
で
あ
る
が
右
の
四
十
五
両
を
差
引
き
十
五
両
差
上
る
は
ず
で
あ
る
が
こ
れ

も
文
化
五
年
の
借
付
が
あ
る
故
差
上
な
い
と
言
わ
れ
、
そ
の
後
の
交
渉
で
右
百
両
を
無
利
子
と
し
、
丈
化
九
年
に
は
御
礼
年
用
上
納
金

六
十
両
が
和
光
寺
か
ら
送
金
さ
れ
る
事
と
な
る
。
斯
様
な
極
度
の
財
政
難
は

「御
勝
手
向
難
渋
に
つ
き
か
程
に
成

る
ま
で
打
す
て
」
お

い
た
柄
沢
彦
太
夫
、
同
孝
左
衛
門
、
吉
村
富
右
衛
門
等
の
責
任
で
あ
る
と
し
て
丈
化
五
年
七
月
五
日

「
お
し
か
り
、
さ
し
ひ
か
え
」
を

仰
付
ら
れ
た
。
そ
の
後
近
隣
町
人
の
有
力
者
十
七
人
か
ら
計

一
九
八
〇
両
を
七
年
間
立
か
え
て
も
ら
い
、
こ
の
内

に
は
中

こ
ひ
(
越
?
)

村
の
長
蔵
の
如
く
百
両
用
立
て
た
が
年
末
に
は
そ
の
半
金
五
十
両
を
お
せ
が
き
料
と
し
て
納
め
る
と

い
う
よ
う
な
篤
志
家
も
あ
り
大
勧

進
院
家
か
ら
も

「百
両
十
ケ
年
無
利
足
で
御
用
立
」
て
頂
き
、
善
光
寺

の
普
請
割
当
て
金
も
十
ケ
年
拠
出
を
こ
と

わ
り
或

い
は
無
尽
を

行
う
な
ど
種
々
の
対
策
を
立
て
た
の
で
信
州
の
借
財
は
漸
次
片
付
き
文
化
七
年
九
月
に
は

「
無
尽
世
話
方

に
引
渡

し

一
応
か
た
づ
き
残

り
千
五
六
百
両
」
と
な

っ
た
事
が
奥
日
記
に
み
え
、
翌
八
年
に
は
長
善
寺
の
仲
介
で
佐
久
郡
の
両
人
か
ら
千
両
を
用
立
て
よ
う
と

の
申

出
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
百
両
は
江
戸
に
送
ら
れ
、
か
つ
て
丈
化
二
年
に
四
ツ
谷
ひ
ち
や
伊
兵
衛
か
ら
借
用
し
た
二
百
両
の
う
ち
金
と
し

て
返
済
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
条
家
に
対
し
て
は
附
弟
契
約
の
の
ち
寺
側
の
か
よ
う
な
取
込
み
や
純
君
の
小
恙

に
よ

っ
て
入
寺
は
延

引
し
て
い
る
が
支
度
金
と
し
て
去
る
五
年
に
百
両
進
呈
し
て
あ
り
、
更
に
松
木
家
を
仲
介
と
し
て
路
用
金
の
他
邸

の
修
理
費
も
用
立
て

を
依
頼
さ
れ
た
の
で
三
十
両
を
純
君
江
戸
下
向
の
前

に
差
上
る
事

に
話
合

い
が

つ
い
た
。

純
君
は
二
条
左
大
臣
治
孝
の
女
で
あ
る
が
転
法
輪
前
内
大
臣
実
起
公
の
猶
子
と
し
て
十
月
十
三
日
京
都
発
輿
し
て
二
十
七
日
青
山
着

寺
、
本
丸
、
寺
社
奉
行
、
上
野
等

へ
届
出
、
増
上
寺

へ
は
着
寺
届
及
び
授
名

(智
の
字
を

つ
け
て
頂
く
事
)
を
願
出
た
。
得
度
は
翌
九

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
四

一



仏
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年
五
月
九
日
仏
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
智
宝
と
改
め
九
才
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
京
都
か
ら
見
送
り
の
お
附
女
中
お
み
き
も
お
相
伴
得
度
を

願
出
た
の
で
共
に
智
昭
上
人
弟
子
と
な
り
周
演
と
授
名
さ
れ
た
、
年
令
は
不
詳
で
あ
る
。
そ
の
後
早
速
両
脈
相
伝
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

二
十
五
日
増
上
寺
大
方
丈
で
受
け
、
二
十
八
日
に
は
上
人
御
礼
年
登
城
に
老
女
衆
か
ら
の
内

々
で
招
き
が
あ

っ
て
非
公
式
に
附
弟
も
同

道
さ
れ
た
。
文
化
十
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
青
山
で
は
稲
荷
、
弁
天
、
秋
葉
三
社
相
殿
で
再
建
が
行
わ
れ
た
。
信
州
は
十

一
年
七

月
御
霊
屋
御
歳
宮
が
大
破
し
た
の
で
修
復

に
と
り
か
か
り
、
十

二
年
三
月
に
完
成
、
五
月
二
十
四
日
上
人
附
弟
と

と
も

に
御
礼
年
登
城
、

十
三
年

は
何
事
も
な
く
、
十
四
年
三
月
三
日
か
ら
八
十
日
間
青
山
本
堂
で
和
光
寺
開
帳
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
期

間
中

に
智
宝
尼
は
発

病
さ
れ
た
。
即
ち

十
四
年
五
月

二
十
五
日
以
降
不
快
と
の
事
で
黒
田
家
医
師
大
沢
宗
隆
、
坂
垣
養
栄
、

一
ツ
橋
家
医
師
石
河
玄
道
、
西
丸
奥
医
師
小
川

波
庵
、
は
じ
め
河
村
宗
た
ん
、
岡
本
玄
治
法
印
な
ど
に
次
々
に
来
診
調
薬
を
依
頼
し
、
諸
家
か
ら
も
度
々
お
見
舞

い
が
届
け
ら
れ
た
が

つ
い
に
六
月
十
入
日
夜
四
ツ
半
時
迂
化
さ
れ
た
。
病
名
は
不
詳
で
二
条
家

へ
の
知
ら
せ
に
は
所
労
の
た
め
と
の
み
記
し
た
。
信
州
大
本

願
に
も
直
ち
に
報
告
、
本
丸
奥
向
は
じ
め
江
戸
の
諸
大
名
家
、
京
都
の
公
家
衆
諸
家
に
も
通
知
を
出
し
、
二
十
日
六
ツ
時
出
棺
し
て
増

上
寺
下
屋
敷
で
火
葬
、
青
山
徒
弟
五
尼
及
び
開
帳
出
府
中
の
和
光
寺
か
ら
も
看
守
役
僧
等
が
同
行
し
た
。
二
十

一
日
朝
五
ツ
時
骨
上
げ
、

九

ツ
時
入
寺
、
二
十
四
日
青
山
で
葬
儀
、
二
十
五
～
七
日
の
三
日
間
に
は
初
七
日

(
二
十
六
日
)
を
中
心
と
し
て
丁
重
に
法
要
が
行
わ

れ
、
七
月
十
日
以
降
遺
物
を
二
条
家
そ
の
他
に
贈
り
、
七
月
二
十
二
日
遺
歯
二
つ
を
信
州
大
本
願
に
送
り
埋
葬
、

八
月
七
日
四
十
九
日

忌
で
施
餓
鬼
、
九
月
二
十
九
日
百
ケ
日
法
要
を
厳
修
し
た
。
享
年
十
四
才
尊
蓮
社
貴
誉
上
人
生
阿
慧
地
智
法
大
法
尼
と
称
す
、
僅
か
六

年
間
の
は
か
な
い
仏
縁
で
あ

っ
た
。



〔文
化
十
四
年

の
和
光
寺
出
開
帳
〕

和
光
寺
で
は
安
永
九

(
一
七
八
〇
)
年

に
青
山
善
光
寺
で
出
開
帳
を
行

っ
た
が
、
そ
れ
以
来
規
定

の
三
十
三
年
間
も
す
ぎ
た
事
と
て

丈
化
十
三

(
一
八

一
六
)
年

の
春
を
期
し
て
再
び
出
開
帳
を
行
う
心
算
で
、
十
二
年
初
頭
か
ら
そ
の
準
備
に
と
り
か
か

っ
た
。
こ
の
頃

青
山
で
は
庫
裡
を
普
請
中
で
あ

っ
た
が
正
月
十
五
日
和
光
寺
か
ら

「来
子
年
開
帳
催
度
」
い
旨
の
書
状
が
到
来
し
、
三
月
八
日
大
坂
か

ら
和
光
寺
弟
子
の
恵
幽
が
出
府
し
て
詳
細
な
相
談
を
し
て
帰

っ
た
。
そ
の
後
同
寺
は
出
開
帳
の
予
定
が
あ
る
の
で
御
礼
年
の
前
年
末
に

青
山
に
納
め
る
冥
加
料
六
十
両
の
昨
年
度
分
は
開
帳
費
に
用
い
る
た
め
納
め
か
ね
る
由

の
書
状
や
、
開
帳
願
書
を
送
附
し
て
来
た
。
然

し
内
藤
豊
前
守
か
ら
来
年
の
開
帳
は

「
お
定
通
り
最
早
ふ
さ
が
り
候

二
付
季
を
か

へ
願
候
様
」
に
と
の
事
で
十
月
却
下
さ
れ
た
。

翌
十
三
年
二
月
再
び
十
四
年

に
行
う
企
画
を
立
て
、
許
可
の
得
ら
れ
る
見
通
し
が
た

っ
た
所
で
五
月
二
十
二
日
大
坂
奉
行
所

の
添
翰
、

和
光
寺
か
ら
の
開
帳
願
書
、
宝
物
書
付
、
上
野
執
当
の
添
翰
等
を
と
り
そ
ろ
え
恵
幽
が
内
藤
豊
前
守
方

へ
提
出

し
、
上
人
か
ら
も
本
丸

老
女
表
使
方
に
丈
を
認
め
御
声
懸
り
を
願

っ
た
。

六
月
六
日
寺
社
奉
行
阿
部
備
中
守
か
ら
願
い
の
通
り
開
帳
を
許
さ
れ
た
の
で
各
方
面
に
御
礼
に
廻
り
、
本
丸
老
女
方
表
使
方
に
上
人

か
ら
お
礼
丈
を
出
し
、
和
光
寺
で
も
大
坂
奉
行
所
に
届
出
た
。
青
山
で
は
夏
以
降
順
次
世
話
役
等
に
協
力
を
依
頼

し
た
。

(舞
)

(
七
月
八
日
)
來
春
御
開
帳
有
之
候

二
付
講
中
頭
寄
合
振
廻

(十
月
二
十
七
日
)

來
春
御
開
帳

二
付
近

邊
の
者
共
江
今
日
よ
り

表

二
て
振
廻
有
之
候

(十

一
月
二
十
日
)
來
春
御
開
帳

二
付
諸
講
中
頭
御
よ
ひ
別
段
御
頼
の
御
意
被
下
御
酒
御
膳
等
被
下
候

十
四
年

一
月
二
十
四
日
和
光
寺
恵
幽
が
年
始
を
か
ね
て
出
府
、
和
光
寺
看
主
及
び
役
僧
と
供
両
人
の
都
合
四
人
は
本
尊
を
奉
持
し
て

二
十
六
日
出
立
、
二
月
八
日
頃
着
し
た
。
但
し
こ
の
辺
り
の
記
述
は
詳
細
で
な
い
が
前
回
の
例
か
ら
し
て
船
便

で
品
川
に
着
か
れ
た
も

の
と
類
推
さ
れ
る
。

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
四
三



仏
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二
月
十
七
日
和
光
寺
本
尊
お
迎
え
の
た
め
早
暁
七
ツ
時
御
供
揃
で
本
郷
湯
嶋
房
州
屋
安
右
衛
門
方
迄
御
迎
え
に
行
き
、
行
列
を
整

へ

越
後
屋
で
小
休
、
増
上
寺

へ
御
立
よ
り
に
て
御
本
尊
を
御
堂

へ
御
入
れ
し
て
大
僧
正
様
拝
礼
あ
り
、
上
人
は
安
養
院
で
お
弁
当
を
済
ま

さ
れ
七
ツ
半
頃
帰
寺
、
直
ち
に
お
堂
出
勤
お
十
念
、
そ
の
あ
と
附
弟
智
宝
尼
も
開
帳
仏
拝
礼
後
お
十
念
の
授
与
あ
り
、
二
十
九
日
青
幽

善
光
寺
本
尊
は
釈
迦
堂
に
奉
遷
し
、
三
月

一
日
に
は
本
丸
西
丸
表
使
衆
は
じ
め
各
方
面
に
明
後
三
日
か
ら
開
帳
の
件
を
届
け
出
た
。
因

み
に
こ
の
智
宝
尼
は
こ
の
年
十
四
才
で
六
月
十
八
日
迂
化
さ
れ
る
が
公
的
行
事
出
仕
は
こ
れ
が
最
初
の
最
後
で
十
念
授
与
し
て
信
徒
と

の
結
縁
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
月
三
日
卯
五
ツ
時
御
本
堂
に
て
上
人
出
勤
し
て
開
帳
の
式
あ
り
、
お
わ

っ
て
釈
迦
堂
に
も
出
勤
さ
れ
た
、
十
念
場
は
先
年
の
通
り

し
つ
ら

へ
霊
宝
物
や
御
守
物
等
を
出
し
た
。
こ
の
開
帳
中
に
も
両
丸
奥
女
中
衆
は
じ
め
三
家
三
卿
や
諸
大
名
家
か
ら
の
代
参
あ
る
い
は

女
中
衆
の
参
詣
が
多
か

っ
た
。
従
来
の
開
帳
に
も
行
わ
れ
な
か

っ
た
と
は
断
言
出
来
な
い
が
今
回
の
行
事
に
関
す

る
奥
日
記
の
記
述
に

お
い
て
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
事
は
本
丸
西
丸
の
お
使
番
衆
を
通
じ
て
奥
女
中
衆

へ

"仏
餉
袋
"
を
依
頼
し
た
事
と

四
月
八
日
の
項
に

今
朝
よ
り
釋
迦
堂
御
出
勤
の
節
御
前
御
手
よ
り
御
名
號
被
下
候

と
あ
る
事
で
あ
り
、
青
山
善
光
寺
本
尊
開
帳
の
場
合
の
本
尊
前
水
引
寄
進
の
例
と
異
り
本
丸
老
女
方
か
ら
は
赤
地
金
入
御
打
敷

一
ツ
が

三
月
二
十
九
日
奉
納
さ
れ
た
。

四
月
二
日
中
日
回
向
九
ツ
時
よ
り

"音
楽
御
法
要
"
あ
り
、
お
わ

っ
て

〃
+
種
%
御
供
養
"
も
あ

っ
た
・
同
月

二
+
五
是

至
り
開

帳
二
十
日
間
の
日
の
べ
を
内
藤
豊
前
守
に
願
出
で
、
同
時
に
本
丸
老
女
方
に
そ
の
件
に
関
し
て
お
声
が
か
り
を
頂
き
た
い
旨
願
い
、
二

十
七
日
付
で
二
十
日
間
は
許
さ
れ
な
い
が

"
十
日
の
日
延
べ
"
を
許
さ
れ
、
老
女
方

へ
右
御
声
が
か
り
の
御
礼
井
び
に
開
帳
後

"
如
来

御
拝
覧
被
成
下
置
候
様
"
に
願
い
の
丈
を
差
出
し
た
。
五
月
八
日
寺
社
奉
行
よ
り



一
ツ
橋
御
内
證
樣
御
死
去

二
付
今
日
よ
り
廿

一
日
迄
ち
や
う
じ

二
付
開
帳
も
廿

一
日
迄
相
休
候
樣

申
渡
し
が
あ

っ
た
。
当
時
将
軍
家
井
び
に
そ
の
近
親
者
死
去
に
際
し
忌
服
の
意
味
で

一
般
庶
民
に
ま
で

"鳴
物
普
請
等
停
止
"
の
達
旨

が
出
さ
れ
、
開
帳
も

一
種
の
興
行
と
し
て
遠
慮
せ
し
め
ら
れ
た
、
尤
も

御
開
帳
は
今
日
よ
り
お
休

二
候

へ
と
も
御
十
念
は
日
々
被
下
日
々
參
詣
御
座
候

御
手
よ
り
お
名
號
被
下
候

二
付
別
て
御
繁
昌
二

候

と
あ
り
連
日
お
十
念
お
名
号
の
授
与
は
行
わ
れ
て
居
た
。

二
十
二
日
開
帳
再
開
、
二
十
六
日
閉
帳
こ
の
日
は
八
ツ
時
音
楽
法
要
を
行
い

閉
帳
後
奉
行
所

へ
和
光
寺
代
僧
が
届
出
、
本
丸

へ
も
文
を
以
て
届
け
出
た
。

然
し
中
々
好
調
で
あ

っ
た
ら
し
く
月
末
ま
で
は
何
か
と
行
事
を
行

っ
て
い
る
。

(
五
月
二
十
七
日
)
今
日
惣
回
向

二
付
拾
種
御
供
養
音
樂
御
法
要

(
五
月
二
十
八
日
)
今
日
よ
り
三
日
の
間
惣
お
せ
が
き
御
修
行
遊

朔
日
迄
に
相
濟
申
候

・
諸
講
中
參
詣

開
帳
仏
の
登
城
に
つ
い
て
は
八
月
八
日
本
丸
老
女
か
ら
の
お
尋
ね
が
あ
り
安
永
後
の
御
開
帳
仏
の
登
城
年
月
を
書

上
げ
提
出
し
た
。

一
、
和
光
寺
本
奪

安
永
九
年
六
月
八
日

開
帳
後
登
城

一
、
青
山
善
光
寺
本
奪

天
明
三
年
六
月

一
五
日

同

一
、
同

文
化
二
年
五
月
二
五
日

本
所
回
向
院
開
帳
後
登
城

そ
の
後
八
月
二
十
七
日
登
城
の
よ
う
に
申
達
し
が
あ

っ
た
が

い
か
な
る
理
由
か
ら
か
本
丸
の
都
合
で
延
期
と
な
り
十

一
月
二
十
日
に

至
り
よ
う
や
く
二
十
四
日
五
ツ
時

"
本
尊
上
人
差
添
お
上
り
"
さ
れ
る
よ
う
に
と
老
女
方
及
び
表
使
衆
よ
り
の
丈
あ
り
、
二
十

一
日
右

に
関
す
る
御
礼
の
丈
及
び
持
参
の
霊
宝
物
書
付
を
表
使
方

へ
さ
し
出
し
、
ま
た
絵
縁
起
を
丈
庫

に
入
れ
て
お
使
番
衆
ま
で
さ
し
上
げ
た
。

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
四
五



仏
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二
十
三
日
に
は
先
例
に
従

い
本
丸
老
女
以
下

一
同

へ
せ
い
ろ
う
十
八
組

(
代
金
三
両
)
御
目
録
書
昆
布
を
そ
え
て
贈
り
、
明
日
お
切
手

ロ
へ
入
る
人
数
書
を
認
め
て
出
し
、
西
丸

へ
も
同
じ
く
蒸
籠
を
贈

っ
た
。

十

一
月

二
十
四
日
六
ツ
時
出
寺
尼
僧
の
伴
は
恵
光
、
岱
雲
は
じ
め
七
人
、
献
上
物
は
次
表
の
六
方

へ
昆
布

一
箱
つ

つ
目
録
書
含
付
、

外
に
御
影
百
枚
箱
入
、
御
本
尊
縁
起

一
枚
奉
書
に
認
め
台
付
、
霊
宝
物
の
縁
起
帳
に
し
た
も
の
な
ど
を
差
上
げ
た
。
登
城
後
少
憩
の
後

上
人
は
素
絹
七
条
に
て
開
帳
拝
礼
し
て
別
室
に
退
き
、
恐
ら
く
は
前
回
同
様
奥
向
き
対
面
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
、
和
光
寺
看
守

や
役
僧
は
進
上
御
番
所
で
御
料
理
頂
戴
し
、

一
同
夜
五
ツ
時
退
出
し
た
。

㎜

献

上

}

上

人

に

拝

領

,将

軍

家

雛

飾
編

一
茎

枚

編

譱

聞

獗

蘇

御
文
庫
の
う
ち
白
ち
り
め
ん
一二巻

御゚
ぬ
董

組

御

簾

中

同

銀
三
校

浅

姫

君

同

元

姫

君

同

二
十
五
目
に
は
両
丸

へ
御
礼
状
を
出
し
、
二
十
六
日
に
は
拝
領
の
菓
子
を
有
縁
の
諸
家
に
福
分
け
し
、
十
二
月
十

一
日
先
日
お
目
に
か

け
た
絵
縁
起
を
返
さ
れ
た
。
和
光
寺
か
ら
出
張
し
て
い
た
人
数
の
大
半
は
十
月

二
十
九
日
に
江
戸
を
出
立
し
帰
坂
後
法
類
中
か
ら

御
本
奪
御
登
城
濟
被
參
候
恐
悗
御
禮
申
上
被
參
候

と
の
書
状
が
十
二
月
二
十
三
日
に
到
着
し
た
。

こ
の
時
の
開
帳
中
の
収
支
や
大
奥
か
ら
の
御
供
の
金
額
な
ど
も

記
録
さ
れ
た
は
ず

の

「
別
帳
」
が
現
存
し
な
い
の
で
不
詳
で
あ
る
が
閉
帳
間
際
の

「御
繁
昌
」
と
い
う
表
現
や
四
日
間
も

「総
せ
が
き
」
の
名
目
で
行
事
を



続
行
し
た
事
な
ど
か
ら
し
て
相
当
の
収
益
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
期
間
中
の
行
事
と
し
て
は
施
餓
鬼
の
ほ
か
放
生
会
、
百
万
遍
、

絵
縁
起
講
談
な
ど
あ
り
、
上
人
か
ら
は
特
設
の
十
念
場
に
お
い
て
授
与
十
念
や
真
筆
名
号
の
お
さ
ず
け
も
多
数
あ

っ
た
。
本
堂
前
庭
に

は
青
山
に
お
け
る
第
三
回
目
の
開
帳
宝
暦
十

一
年
度
以
降

「回
向
柱
」
を
建
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
如
来
の
御
手

か
ら
糸
を
結
び

(
現

在

は
如
来
か
ら
本
堂
内
戸
帳
ま
で
金
糸
、
戸
帳
か
ら
内
陣
唐
戸
ま
で
五
色
の
絹
糸
)
こ
れ

に
白
布
を

つ
な
ぎ
回
向
柱

に
垂
ら
し

「
お
手

の
糸
」

「善

の
綱
」
と
称
し
、
参
詣
者
は
柱

に
手
を
ふ
れ
る
事

に
よ

っ
て
如
来
と
の
結
縁
を
体
験
し
信
心
増
進
す

る
の
で
あ
り
、
そ
の

起
源
は
浄
土
教
普
及
に
従

っ
て
流
行
し
た
臨
終
行
儀
の
風
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
奥
日
記
に
よ
る
と
当
時
青
山
で
は
開
帳
終
て

後
に
門
前
町
や
諸
講
中
の
世
話
人
な
ど
に
こ
の
糸
や
善
の
綱
即
ち
白
布
を
領
ち
与
え
て
い
る
。

「絵
縁
起
」
は
言
う
ま
で
も
な
く

「善
光
寺
如
来
御
絵
伝
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
竺
、
百
済
、
日
本
と

111国
伝
来
し
た

一
光

三
尊
如
来
像
の
霊
験
に
ま
つ
わ
る
雄
大
な
構
想
の
物
語
り
で
奈
良
時
代
以
降
種
女
の
説
話
を
増
減
し
つ
つ
丈
章
或

い
は
絵
画
表
現
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
て
来
た
。
古

い
も
の
と
し
て
は
伊
呂
波
字
類
抄
、
塵
添
壗
嚢
抄
、
応
永
縁
起
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
な
ど
あ
げ
ら
れ

る
が
、
絵
画
を
伴

っ
た
も
の
の
初
見
は
後
崇
光
院
の
日
記

「看
聞
御
記
」
永
享
八
年
五
月
の
条
、
次

い
で

「実
隆
公
記
」
丈
明
七
年
七

月
の
条
な
ど
に
そ
れ
を
見
た
記
録
が
あ
る
。
然
し
実
物
は
布
教
用
の
消
耗
品
的
性
格

の
た
め
か
余
り
古
い
も
の
は
現
存
せ
ず
、
鎌
倉
時

代
の

「絹
本
著
色
聖
徳
太
子
絵
伝
」
八
幅
の
う
ち
第

一
・
二
幅

(
兵
庫
県
鶴
林
寺
蔵
)
、
「絹
本
著
色
善
光
寺
如
来
絵
伝
」
四
幅

(愛
知

県
本
証
寺
蔵
、
い
つ
れ
も
重
文
)
が
古
い
例
で
あ
る
。
中
世
以
降
遊
行
ひ
じ
り
達
に
よ

っ
て
口
伝
・兄
の
語
り
物
と
し
て
広
域
的
に
流
布

し
、
江
戸
時
代
の
善
光
寺
仏
開
帳
場
に
お
い
て
は
必
ず
お
絵
と
き
が
教
化
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
こ
れ
を
専
門
と
す
る
僧
を

「絵
解
き
僧
」

「
縁
起
僧
」
な
ど
と
称
し
て
い
た
。

斯
様
に
お
絵
と
き
や
お
血
脈
、
十
念
授
与
な
ど
易
修
易
行
に
よ
る

一
般
庶
民
層
と
の
結
縁
の
行
儀
は
参
詣
者
の
群
集
心
理
と
相
応
し

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
四
七



仏
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て
益
々
善
光
寺
如
来
崇
敬
の
心
情
を
高
揚
せ
し
め
、

一
生
に

一
度
は
信
州
善
光
寺
詣
り
を
し
た
い
、
否
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
の
聖
地
思

慕
の
風
潮
さ
、比
醸
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
而
も
開
帳
は
経
済
的
に
も
重
要
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
期
間
中
は
住
職

上
人
は
必
ら
ず
在
寺
し
回
向
院
で
出
開
帳
の
あ

っ
た
時
に
も
上
人
は
じ
め
寺
内
僧
俗
の
大
半
は
同
院
に
滞
在
し
、
和
光
寺
が
青
山
で
出

開
帳
を
行

っ
た
時
に
は
看
主
以
下
多
勢
が
大
坂
か
ら
長
期
出
張
し
て
つ
と
め
る
な
ど
、
い
わ
ば
寺
内
の
総
力
を
結
集
し
て
事

に
当

っ
た

の
で
あ
る
。

〔江

戸

常

住
〕

丈
政
年
間
即
ち
上
人
三
十
才
台
後
半
か
ら
五
十
才
頃
ま
で
は
信
州
へ
の
帰
国
も
な
く
青
山
で
も
余
り
大
き
な
変
化
の
な
い
平
凡
な
歳

月
を
送
ら
れ
た
が

一
応
逐
年
的
に
概
観
す
る
と
丈
政
元
年
四
月
十
六
日
に
は
御
礼
年
登
城
が
あ
り
、
信
州
本
寺
で
は
江
戸
開
帳
を
来
る

辰
年
に
行
う
予
定
と
し
て
大
本
願
役
人
も
三
寺
中
の
役
職
員
と
共
に
種
々
交
渉
検
討
が
は
じ
ま

っ
た
。

辰
年
即
ち
文
政
三
年
の
江
戸
開
帳
は
六
月

一
日
か
ら
八
月
二
十

一
日
ま
で
回
向
院
で
行
わ
れ
た
が
信
州
か
ら
の
如
来
二
行

の
出
府
及

び
帰
国
に
際
し
て
上
人
は
板
橋
宿
ま
で
迎
送
し
て
い
ら
れ
る
。

「丈
政
三
庚
辰
年
如
来
江
戸
御
開
帳
日
記
」
三
冊
が
大
本
願

に
あ
り
詳

細
を
知
る
事
が
出
来
る
が
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
年
五
月
十
六
目
上
人
は
供
尼
僧
六
人

・
寺
侍
三
人
な
ど
と
板
橋
ま
で
出
迎

へ
、
本
陣
に

一
宿
、
信
州
か
ら
如
来
を
奉
持
し
た
大
勧
進
別
当
、
衆
徒
八
人
、
中
衆
五
人
、
妻
戸

二
人
等
の

一
行
は
十
七
日
板
橋
浄
蓮
寺
に
入
り
少

憩
、
上
人
は
焼
香
、
出
府
の
人
々
と
挨
拶
あ
り
昼
食
の
後
行
列
を
と
と
の
え
て
回
向
院
に
到
着
し
た
。
こ
れ
は
先

に
ふ
れ
た
如
く
大
勧

進

(
天
台
宗
)
を
中
心
と
し
た
出
開
帳
で
あ
る
か
ら
右
の
行
列
や
開
闢
閉
闢
の
大
法
要
に
は
東
叡
山
の
衆
僧
多
勢

が
参
加
し
、
日
々
の

法
要
は
信
州
か
ら
出
仕
し
た
三
寺
中
十
五
人
、
賽
物
等
の
会
計
は
大
勧
進
大
本
願
双
方
の
寺
役
人
が
立
合
い
で
行

い
、
上
人
は
直
接
の



当
事
者
で
は
な
い
の
で
時
折
り
参
詣
随
喜
さ
れ
る
て
い
ど
で
は
あ

っ
た
が
、
そ
の
場
合
に
は
四
五
日
も
以
前
か
ら
回
向
院
仮
本
堂
井

に

同
院
表
門
に

「来
ル
何
日
大
本
願
上
人
様
御
参
詣
」
の
札
が
は
り
出
さ
れ
青
山
関
係
の
講
中
そ
の
他

一
般
信
徒
も
そ
の
日
は
こ
と
に
多

く
参
詣
し
名
号
や
血
脈
、
授
与
十
念
な
ど
を
う
け
た
。
し
の
期
間
中
の
上
人
の
回
向
院
参
詣
は
六
月

一
・
十
九

.
七
月
二

.
十

.
二
十

・
八
月
十

・
十
七

・
二
十

一
日
の
八
回
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
の
報
告
法
要
の
意
味
も
か
ね
て
翌
文
政
四
年
に
は
信
州
本
寺
で
五
万
五
千
日
回
向
と
称
す
る
金
堂
開
帳
が
三
月

一
日
か
ら
四

月

二
十
日
ま
で
行
わ
れ
大
本
願
で
も
、
青
山
か
ら
開
山
像
、
将
軍
家
拝
領
の
御
時
服
等
を
長
持

一
棹
に
お
さ
め
、
打
敷
、
御
幡
、
毛
氈

十
枚
、
お
血
脈
、
お
名
号
な
ど
什
宝
什
物
類
を
送
ら
せ
借
用
展
観
し
て
協
力
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
青
山
の
財
政
は
朱
印
五
石
・
門
前
賃
貸
地
よ
り
の
収
入
、
諸
講
中
か
ら
の
講
金
の
他
大
本
願
か
ら
も
毎
年
送
金
が
あ
り
文
化

八
年
十
二
月
、
丈
政
四
年
八
月
な
ど
の
送
金
内
容
の
例
が
奥
日
記
に
の
こ

っ
て
い
る
。

一

文

化

叭

年

r
陵

陛

驛

ー

.あ

他
御
代
官
役
+
両
、
掣

代
五
両
、
御

御

滞

府

金

二
十
五
両

二
十
五
両

侍
両
人

一
両
つ
つ
、
手
代
両
人

一
両
つ
つ
の

御

膳

米

餅

代

七
両
二
分

七
両

お
手
当
て
が
送
ら
れ
て
来
た
が

「当
巳

(
文

講

金

+
両

御

召

代

六
両

政
四
)
年
よ
り
増
金
被
下
置
候
」
と
の
事
で

醐
籍

獣

亠弘繭
+
二
匁

+
二
両

物
価
高
を
反
映
し
た
人
件
費
増
額
の
書

と

計

罕

七
両
二
分
+
二
彑

辛

両

解
せ
ら
れ
る
。

文
政
五
年
に
は
信
州
金
堂
屋
根
修
理
の
計
画
が
は
じ
ま
り
大
勧
進
役
人
か
ら
大
本
願
に
対
し
て
現
在
ま
で
の
所
、
勝
手
向
の
金
子
を

年
々
ふ
き
か
え
の
た
め
積
立
て
お
い
た
分
五
六
百
両
と
文
化
四
年
金
堂
開
帳
の
時

「
屋
根
板
勧
化
所
」
に
納

っ
た
六
十
両
が
あ
る
が
、

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
四
九
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当
春
か
ら
本
坊
初
め
三
寺
中
で
そ
れ
ぞ
れ
毎
日
散
物
の
十
分
の

一
を
積
立
て
費
用
に
入
れ
る
こ
と
、
ま
た
町
年
寄

八
町
庄
屋
及
び
寺
領

一
統
更
に
は
諸
国
信
者
に
も

「屋
根
板

一
枚
十
二
丈
で
多
少
に
よ
ら
ず
寄
附
」
を
勧
募
す
る
よ
う
に
と
の
伝
達
が
あ

っ
た
。
而
し
て
丈

政
十
年
二
月
十
七
日
足
代
木
切
初
山
入
、
三
月
入
日
ふ
き
か
え
初
ま
り
、
天
保
二
年
入
月
完
成
し
そ
の
翌
春
開
帳
が
行
わ
れ
る
。

但
し
こ
の
頃
大
本
願
の
借
財
は

一
層
か
さ
み
金
主
方

一
統
に

「
お
勝
手
向
不
如
意
に
つ
き
こ
れ
ま
で
の
借
財
を
延
期
し
て
ほ
し
い
」

と
依
頼
し
、
江
戸
表
か
ら
も

「
下
々
に
至
る
ま
で
常
々
倹
約
質
素
に
」
綿
布
勤
め
の
事
、
御
修
理
や
琴
三
味
線
ほ
か
遊
芸
な
ど
惣
て
奢

り
が
ま
し
い
事
の
な
い
よ
う
に
と
指
示
が
あ
り
、
更

に
今
年
か
ら
七
ケ
年

「厳
敷
御
倹
約
」
、

出
納
帳
も
厳
密
に
す
る
よ
う
に
島
領
助

を
通
じ
て
仰
渡
さ
れ
た
。
奥
日
記
丈
政
十
三
年
四
月
二
十
日
の
項
に

一
、
右
年
限
中

(文
政
十
三
～
天
保
七
年
)
御
双
方

(大
本
願
と
青
山
)

共
御
勝
手
御
手
賄
に
被
遊
候
依
之
信
州
表
諸
御
收
納
物
御

散
物
其
外
不
時
納
物
等
二
至
迄

一
ケ
月
切

(ご
と
)
に
帳
面
付
置
不
殘
江
戸
表
江
相
迭
り
可
申
事

一
、
信
州
御
勝
手
諸
拂
之
儀

ハ
月
々
勘
定
仕
置
右
帳
面
飛
脚
便
り
の
節
相
迭
り
可
申
且
御
拂
高
之
儀

ハ
其
時

二
相
迭
り
可
申
候

且

右
之
振
合

二
候
間
其
地
御
拂
方
之
儀

ハ
一
月
後
レ
ニ
可
相
成
候
條
条
而
御
出
入
之
者
共
江
も
寄
々
可
被
逹
置
事

一
、
御
散
物
調

(
し
ら
べ
)
之
儀

ハ
是
迄
之
通

一
同
立
合
右
人
數
之
内
江
御
被
官
兩
人
宛
相
加
日
限
定
置
人
數
揃
候
上

二
而
御
納
所

方
井
御
被
官
壹
人
差
添
御
本
堂
江
罷
越
御
散
物
引
取
直
樣

(す
ぐ
さ
ま
)
取
調
其
時
に
可
被
相
迭
申
候
事

右
三
ケ
條
金
錢
入
出
之
義

ハ
役
人
井
御
被
官
兩
人
宛
立
合
相
納
金
錢
之
分

ハ
御
被
官
封
印
致
右
兩
人
よ
り
青
山
奥
江
直
に
相
納
可

被
申
候

且
御
拂
方
之
儀
も
右
兩
人
江
向
相
途
り
可
申
候
問
請
取
之
懸
り
の
者
江
相
渡
爲
拂
可
申
事

右
之
外
御
仕
法
之
儀

ハ
追
女
御
沙
汰
可
有
之
候

前
條
之
趣
御
勝
手
方
并
御
被
官
中
江
相
逹
候

寅
四
月



一
、
吉
村
五
十
二
郎
留
守
中
御
被
官
預
り
置
候
御
散
物
其
外
共
兩
替
致
右
金
錢
不
殘
此
方

へ
相
途
り
可
被
申
候
事

右
之
御
書
付
五
十
二
郎
江
相
渡
遣

嶋

領
助

此
度
御
勝
手
方
元
〆
役
并
信
州
代
官
役
兼
帶
相
勤
候
樣
被

仰
付
候

寅
四
月

な
お
同
年
十
月
に
は
寺
役
人
藤
井
伊
右
衛
門
に
名
字
帯
刀
を
許
し
、
仁
科
喜
平
次
を
納
所
役
に
、
山
口
助
右
衛
門
を
目
付
役
に
任
じ
、寺

役
人
吉
村
富
右
衛
門
、同
五
十

二
郎
父
子
を
免
職
し
人
事
を
刷
新
し
た
。青
山
で
は
文
政
九
年
八
月
芝
金
杉
の
魚
問
屋
か
ら
の
願

い
に
よ

り
同
所
に
お
い
て
河
施
餓
鬼
の
修
行
が
あ

っ
た
が
、出
開
帳
以
外
に
非
公
式
に
他
所
に
出
向
き
、
こ
と

に
は
町
人
の
招
待

に
応
じ
て
法
要

を
行
わ
れ
る
の
は
こ
れ
が
最
初
の
よ
う
で
、
こ
れ
以
後
幕
末
期
ま
で
次
の
誓
円
上
人
の
頃
に
か
け
て
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

智
昭
上
人
は
楽
道
、
笙
の
家
柄
の
中
御
門
家
出
身
の
故
も
あ

っ
て
か
芸
術
面
に
関
心
が
深
か

っ
た
ら
し
く
丈
化

五
年
入
洛

の
時
に
は

寸
暇
を
さ
い
て
伏
見
宮
家
に
琵
琶
、
飛
鳥
井
家
に
和
歌
の
入
門
を
願
い
、
同
年
信
州
在
寺
中
に
は
わ
ざ
わ
ざ
青
山
か
ら

「
御
楽
道
具
」

を
と
り
よ
せ
ら
れ
た
り
、
和
歌
は
そ
の
後
も
永
く
勉
強
を
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
文
政
末
年
に
至
る
ま
で
奥
日
記
の
随
所
に

「
詠
草
遺
わ

さ
る
」
の
記
事
が
散
見
す
る
。
更

に
特
筆

に
価
す
る
事
と
し
て
は
読
経
に
合
わ
せ
て
雅
楽
を
演
奏
す
る

「音
楽
御
法
要
」
を
盛
ん
に
行

わ
れ
た
事
で
あ
る
。
演
奏
者
が
江
戸
在
住
の
た
め
か
青
山
で
ば
か
り
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
寛
政
十
二
年
か
ら
丈
化
六
年
に
か
け
て

の
お
十
夜
に
於
て
は

「音
楽
阿
弥
陀
経
千
巻
御
修
行
」
と
称
し
笛
三
人
篳
篥

(
ひ
ち
り
き
)

二
人
、
笙

一
人
な
ど
の
姓
名
や
法
要
差
定
、

雅
楽
の
曲
目
な
ど
ま
で
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
そ
の
差
定
の

一
例
と
し
て
は
本
論
中
に
も
丈
化
十
四
年
和
光
寺

の
江
戸
開
帳
の
項
に
も

引
用
し
て
お
い
た
。

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
五

一
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三
、

天
保

ニ
ー

七
年

(五
〇

1
五

五
才
)

先
に
附
弟
智
宝
尼
を
失

っ
た
上
人
は
老
境

に
到
り
再
び
法
嗣
を
求
め
天
保

二
年
夏
頃
か
ら
有
縁
の
諸
名
家
に
心
当
り
の
仲
介
を
依
頼

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
天
保
三
年
春

に
は
信
州
本
寺
で
六
万
日
回
向
の
開
帳
が
行
わ
れ
る
の
を
機
に
二
月
二
十
七
日
江
戸
を
立
ち
三

月
五
日
大
本
願
着
、
文
化
六
年
の
出
府
以
来
実
に
二
十
四
年
ぶ
り
の
帰
寺
で
あ

っ
た
。

開
帳
は
三
月
十
日
か
ら
四
月
二
十
九
日
ま
で
行
わ
れ
大
本
願
で
も
表
小
座
敷
に
宝
物
を
展
観
し
、
上
人
は
上
段

の
間
で
十
念
、
奥

に

て
血
脈
を
授
与
さ
れ
、
期
間
中

に
は
青
山
ゆ
か
り
の
久
保
町

・
四
ツ
谷

・
神
田
お
た
た
み
、
青
山
、
さ
め
が
は
し
、
染
井
、
王
子
な
ど

の
江
戸
の
諸
講
中
か
ら
の
参
詣
が
あ
り
、
五
月

一
日
に
還
座
式
が
あ

っ
て
完
了
し
た
。

こ
の
間
江
戸
で
は
清
水
家
を
介
し
て
京
都
伏
見
宮
家
と
交
渉
が
進
み
兵
部
卿
邦
家
親
王
の
息
女
で
当
時
六
才

の
万
喜
宮
を
久
我
前
内

大
臣
の
猶
子
と
し
て
迎

へ
御
下
向
入
用
金
と
し
て
二
百
両
を
伏
見
家
に
寺
側
か
ら
贈
る
契
約
が
と
と
の
っ
た
。
伏

見
家

は
琵
琶
の
家
柄

で
か
つ
て
智
昭
上
人
と
は
そ
の
道
の
師
弟
の
関
係
に
当
り
、
又
先
の
附
弟
智
宝
尼
と
伏
見
家
出
身
の
上
野
寛
永
寺
公
澄
法
親
王
と
が
姻

戚
に
当
る
な
ど
種
々
の
関
係
か
ら
法
縁
が
熟
し
た
と
思
わ
れ
る
。
万
喜
宮
は
同
年
閏
十

一
月
十
九
日
京
都
を
立
ち
、
木
曽
路
を
通
り
十

二
月
二
日
信
州
大
本
願
に
入
寺
さ
れ
た
。

翌
四
年
早
々
増
上
寺
大
僧
正
か
ら
法
名
を
贈
ら
れ
三
月
七
日
大
本
願
内
仏
前
で
得
度
し
名
を
誓
円
と
改
め
、
寺
役
人
茂
八
の
む
す
め

き
そ
女
も
御
相
伴
で
得
度
仰
観
と
授
名
さ
れ
た
。
四
月
七
日
上
人
は
誓
円
尼
公
と
共
に
発
駕
、
同
十
四
日
青
山
に
着
寺
、
翌
日
か
ら
寺

社
奉
行
、
本
丸
、
上
野
を
は
じ
め
諸
寺
諸
家
に
出
府
並
び
に
附
弟
得
度
の
報
告
を
行
い
、
各

々
か
ら
祝
儀
が
届
け

ら
れ
た
。
十
月

二
十

日
登
城
し
て
将
軍
家
夫
妻
以
下
多
く
の
方
々
に
お
目
見
え
し
例
の
如
く
献
上
拝
領
物

の
贈
答
が
あ
り
、
老
女
衆
か
ら
の
内
意
が
あ

っ
て



附
弟
も
非
公
式
に
同
道
さ
れ
て
い
た
の
で

「
お
人
形
、
お
細
工
も
の
、
お
手
あ
そ
び
物
」
な
ど
を
頂
い
た
。
そ
の
年
か
ら
翌
六
年

に
か

け
て
は
附
弟
を
伴

い
清
水
寺
、
増
上
寺
、
浅
草
寺
、
長
谷
寺
、
目
黒
不
動
尊
等
各
所
に
お
も
む
き
比
較
的
自
由
な

日
常
を
す
ご
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
七
年
初
頭
か
ら
は
病
気
が
ち
と
な
り
、
定
式
御
礼
年
に
あ
た
る
の
で
い
つ
登
城
し
た
ら
よ
い
の
か
の
伺
い
を
老
女
方

に
出
し
、
や
が
て
天
命
を
予
見
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
十
月
二
十
九
日
に
は

「御
登
城
年
に
て
候

へ
共
不
快
に
つ
き
誓
円
を
名
代
と
し

て
御
登
城
仰
付
」
ら
れ
た
い
と
願
い
出
、
そ
の
返
事
の
届
か
ぬ
う
ち
十

一
月
十
日
朝
六
ツ
時
迂
化
さ
れ
た
。
病
名

は
不
明
で
あ
る
が
奥

日
記
に
は
時
々

「
た
ん
せ
き
」
と
あ

っ
た
の
で
ぜ
ん
そ
く
の
よ
う
な
状
態
か
と
も
思
わ
れ
る
。
深
蓮
社
徴

(
夊
は
澄
)
誉
上
人
称
阿
荷

香
智
昭
大
和
尚
時

に
五
十
五
才
で
あ

っ
た
。
直
ち
に
誓
円
尼
公
を
喪
主
と
し
て
大
奥
や
京
都
伏
見
宮
家
は
じ
め
極
く
親
し
い
諸
寺
諸
家

に
通
知
し
て
密
葬
を
行

っ
た
。
十
二
日
暮
六
ツ
出
棺
、
尼
僧
五
人
、
医
師
、
表
方
四
人
の
他
門
前
町
の
人
々
も
お
伴
し
て
増
上
寺
下
屋

敷
で
火
葬
、
十
三
日
朝
六
ツ
半
御
骨
あ
げ
、
九

ツ
時
青
山
に
帰
寺
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
時
は
先
例
に
の

っ
と
り
喪
を
秘
し
て
十

一
月
二

十
八
日

「徴
誉
上
人
様
当
春
以
来
御
不
快
に
て
寺
役
勤
め
兼
候
に
付
御
隠
居
遊
ば
し
た
く
誓
円
様
に
御
住
職
御
願

い
」
申
し
た
い
と
の

願
書
を
公
儀
に
差
出
し
、
十

二
月
十
二
日
か
ら
住
職
を
継
ぐ
た
め
、
第

一
段
階
と
し
て
の
伝
法
を
う
け
る
た
め
前
行
に
入
ら
れ
十
九
日

増
上
寺
白
木
書
院
に
お
い
て
明
誉
徳
翁
上
人
か
ら
三
脈
を
相
伝
さ
れ
、
二
十
六
日
に
は
本
丸
か
ら
住
職
を
認
め
る
旨
の
書
状
及
び
目
録

が
届
け
ら
れ
た
。

誓
円
尼
公
が
八
年
五
月

二
十
四
日
付
綸
旨
を
う
け
善
光
寺
上
人
と
し
て
の
披
露
を
各
方
面
に
行

っ
た
の
ち
、
六
月
十
日
改
め
て
迂
化

を
公
表
し
江
戸
、
信
州
、
京
坂
の
各
方
面
に
使
者
を
以

っ
て
伝
達
し
、
十
三
日
八
ツ
時
青
山
善
光
寺
本
堂
で
新
住
職
導
師
の
も
と
に
恵

光
、
真
亮
、
梵
定
、
隆
興
、
霊
穏
、
徳
含
、
博
随
、
仰
観
、
栄
道
、
秀
海
等
の
徒
弟
が
集
り
葬
儀
を
厳
修
し
た
。

信
州
で
も
葬
儀
法
要
が
行
わ
れ
た
の
は
勿
論
で
あ
る
が
町
方
に
お
い
て
は
普
請
拜
に
商
売
を
三
日
間
、
鳴
物
七
日
間
停
止
し
て
慎
ん

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
五
三



仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号

二
五
四

で
喪
悼
の
意
を
表
し
た
。

結

語

以
上
の
通
り
智
昭
上
人
の
五
十
五
年
の
伝
記
の
概
略
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
生
涯
は
先
代
智
観
上
人
と
極

め
て
類
似
し
て
居
り
、

両
尼
公
の
人
生
は
近
世
善
光
寺
上
人
の
典
型
と
も
言
え
る
。
上
人
在
職
の
寛
政
か
ら
天
保
に
至
る
約
半
世
紀
は
所
謂
化
政
期
を
中
心
に

徳
川
家
斉
の
大
御
所
時
代
を
経
て
封
建
社
会
の
丈
化
が
爛
熟
の
極
に
達
し
、
幕
末
の
混
乱
期
に
向

っ
て
漸
次
斜
傾

し
は
じ
め
る
様
相
を

呈

し
て
い
る
。
天
明
年
間
に
頻
発
し
た
全
国
的
飢
饉
や
浅
間
山
噴
火
、

一
撥
や
打
毀
し
の
続
発
に
よ
る
社
会
不
安

は
そ
の
後
も
長
く
尾

を
引
い
て
智
昭
上
人
代
の
信
州
大
本
願
、
青
山
善
光
寺
の
両
寺
の
経
営
面
に
ま
で
影
響
が
あ
り
、
寺
院
経
済
は

一
向
好
転
せ
ず
伽
藍

の

破
損
修
復
も
ま
ま
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
の
頃
信
州
及
び
青
山
両
善
光
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
た
大
き
な
行
事
と
し
て
は
左
の
よ
う
な
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
信
州
善
光
寺
で
は

寛
政
三
年
諸
堂
修
理
成
り
金
堂
開
帳

(
寛
政
三
、
同
十

一
、
丈
化
元
、
同
八
、
天
保
三
年
)
や
出
開
帳

(
寛
政
六
～
十
年
回
国
、
享
和

五
年
江
戸
、
丈
政
三
年
江
戸
開
帳
)、

本
堂
屋
根
ふ
き
か
え

(丈
政
七
～
八
年

・
天
保
二
年
)

な
ど
が
二
本
坊

(
大
本
願

.
大
勧
進
)

及

び
全
山
内
の
共
同
責
任
の
も
と
に
行
わ
れ
、

大
本
願
と
し
て
は
御
歳
宮
や
徳
川
家
お
霊
屋
の
再
建

(寛
政
九

.
丈
化
十
二
年
)
、

客

殿
建
立

(丈
政

二
年
)
無
尽

(文
化
五
年
～
)
を
行

っ
た
。

夊
青
山
善
光
寺
で
は
本
尊

の
回
向
院
出
開
帳

(丈
化

二
年
)、

和
光
寺
如

来

の
青
山
出
開
帳

(文
化
十
四
年
)
、
勅
許
御
礼
参
内
と
和
光
寺
開
帳
の
た
め
の
京
大
坂
旅
行

(
丈
化
五
年
)
、
登
城

(
寛
政
三

.
六

.

九

・
十
二

・
享
和
三

・
文
化
二

・
三

・
六

・
九

・
十
二

・
十
四
、
丈
政
元

・
四

・
七

・
十

一
、
天
保
二

・
四
年
)
、
本
堂
諸
堂
修
復

(寛

政
元
～
四
年
)
、
同
や
ね
修
理

(
丈
化
七
年
)
、
観
音
堂
移
転

(
寛
政
七
～
九
年
)
、
弁
天
堂
建
立

(
寛
政
十
年
)
、
百
観
音
及
び
地
蔵
堂



再
建

(丈
化
九
年
)
、
稲
荷
弁
天
秋
葉
三
社
合
祀
再
建

(
丈
化
十
年
)
、
富
興
行

(丈
政
十
二
年
～
)
、
十
夜
会
阿
弥
陀
経
千
巻
法
要

(寛

政
十
二
～
丈
化
六
年
)
、
釈
尊
二
七
五
〇
年
法
要

(寛
政
十
年
)
、
宗
祖
六
百
年
御
忌

(丈
化
五

・
六
年
)
、
善
導
大
師
千
六
百
年
忌

(丈

政
十
三
年
)
、
附
弟
智
宝
尼
入
寺

(丈
化
九
～
十
四
年
)
、
同
誓
円
尼
公
入
寺

(
天
保
三
年
～
)
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
他

に
も
年

中
行
事
や
公
武
の
諸
名
家
^
各
宗
寺
院
と
の
交
流
に
関
す
る
慣
例
や
規
則
な
ど
、
近
世
の
寺
門
経
営
上
の
あ
ら
ゆ
る
事
例
が
こ
の
期
間

に
集
約
し
て
い
る
観
が
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
ら
の
事
を
行
う
に
当

っ
て
参
照
す
べ
き
古
記
類
は
恐
ら
く
元
禄
十
五
年
の
江
戸
大
火
で
谷
中
善
光
寺
と
共
に
焼
失
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
先
代
智
観
上
人
入
寺
の
頃
に
は
頼
る
べ
き
師
匠
も
な
く
、
寺
役
人
等
が
先
輩
故
老
か
ら
伝
聞

い
て

い
た
要
領
に
従
い
、

或
い
は
必
要
に
応
じ
て
寺
社
奉
行
や
大
奥
女
性
達
か
ら
の
指
示
や
助
言
を
あ
お
ぎ
な
が
ら

一
件

々
々
手
さ
ぐ
り
の
状
態
で
事
を
処
理
さ

れ
た
。
そ
の
体
験
か
ら
機
会
あ
る
ご
と
に
自
ら
書
き
と
ど
め
て
お
い
た
記
録
を
後
年
整
理
分
類
し
て
四
部
六
巻
に
ま
と
め
て
お
か
れ
た

の
で
次
代
を
継
承
し
た
智
昭
上
人
は
、
九
才
の
童
女
で
入
寺
後
直
ち
に
住
職
せ
ら
れ
た
も
の
の
寺
務
処
理
上
で
は
多

い
に
亡
き
先
師
述

作
の
記
録
の
恩
恵
を
蒙
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
で
は
は
じ
め
て

「
音
楽
御
法
要
」
を
行
う
程
芸
術
的
資
質
を
そ
な
え
て
い
ら
れ
た
が
、
他
方
で
は
無
担
家

の
大
本
願
青
山
両
寺

が
高
額
の
借
財
を
負
い
な
が
ら
も
格
式
体
面
は
尼
公
上
人
の
寺
と
し
て
高
く
保
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
窮
地
に
立

っ
て
物
心
両
面
の
苦

労
は
並
々
で
な
か

っ
た
ろ
う
。
晩
年
は
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
信
州
江
戸
間
の
移
住
を
さ
し
ひ
か
え
、
大
本
願
は
丈
化
五
年
か
ら
十
ケ

年
更
に
五
ケ
年
延
長
、
及
び
丈
政
十
年
か
ら
七
ケ
年
、
青

山
は
天
保
三
年
か
ら
七
年
間
の

「厳
し
き
倹
約
」
を
宣
言
し
、
日
常
生
活
を

き
り
つ
め
、
各
方
面
と
の
交
際
費
節
減
の
た
め
祝
儀
不
祝
儀
に
も
品
物
を
そ
え
ず
書
状
だ
け
贈
る
と
い
う
思

い
切

っ
た
措
置
を
し
、
又

経
理
責
任
者
の
寺
役
人
父
子
の
交
迭
を
断
行
す
る
な
ど
実
行
力
あ
る
人
格
者
で
あ

っ
た
と
追
慕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
五
五



仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号

二
五
六

註①

常
憲
院
御
実
紀
巻

52
、
な
お
大
本
願

に
は
青
山
善
光
寺
宛
朱
印
状
の
写

し
十
枚

(
慶
安
元

・
貞
享

二

・
宝
永

二

.
一口子
保
三

.
延
亠口子
四

.
宝
暦

一
二

・
天
明
八

・
天
保

一
〇

・
安
政

二

・
万
延
元
)
あ
り
。

②

拙
稿

「
信
濃
善
光
寺
本
理
院
殿
廟
墓

に
つ
い
て
」
仏
教
大
学
研
究
紀
要
、
第

五
五
号
。

③

常
憲
院
御
実
紀
巻
43
、
及
び
拙
稿

「
善
光
寺

の
江
戸
開
帳

に

つ
い
て
」
仏
教
大
学
研
究
紀
要
第

四
四

.
四
五
合
巻
号
。

④

常
憲
院
御
実
紀
巻
44
。

⑤

中
御
門

(
通
称
松
木
)
家

の
出
身
で
飛
鳥
井
前
大
麭

=三

品
雅
重

の
猶
子
と
し
て
入
寺
、
智
観
上
人
附
弟
。

⑥

家
斉

の
二
女
、
寛
政

二
年
十
月
生
後

一
日
で
早
世
、
母
は
於
満
武

の
方
。

⑦

田
安
宗
武

の
女
種
姫
、
家
治
養
女
と
な
り
、
天
明
七
年
紀

州
中
納
言
治
宝
に
嫁
す
。

⑧

拙
稿

「
近
世
青
山
善
光
寺

に
お
け

る
冨
突
興
行
」
仏
教
大
学
研
究
紀
要
第

57
号
。

⑨

「潴
剛
談

蠣
善
光
寺
智
観
上
人
」
大
本
願
教
化
部
発
行
。

⑩

吉
村
氏
は
大
本
願
、
今
井
氏

は
大
勧
進

の
寺
役
人
。

⑪

伏
見
宮
邦
頼
親

王
の
子
、
俗
名
弘
道
親
王
、
生

母
お
茶
地

の
方
は
中
御
門
家

の
出
身
で
智
昭

の
姉
。

⑫

敏
次
郎
、

の
ち
の
家
慶
、
生
母
お
羅
久
。

⑬

家
斉
長
女
、

の
ち
尾
州
家
御
守
殿

と
な

る
、
生
母
お
満
武
。

⑭

拙
稿

「
善
光
寺

の
江
戸
開
帳
に

つ
い
て
」

⑮

菊
姫
。
母
浄
岸
院

は
竹
姫

・
綱
吉

の
養
女
。

⑯

江
戸
城
本
丸
と
西

ノ
丸
。

⑰

嬉
遊
笑
覧
第
七
、
下
手
談
義
、
梨
本
書

(
日
本
仏
教
史
、
第
十
巻
、
二
五
〇
)

⑱

法
界
施
餓
鬼

・
三
界
万
霊

の
供
養
。

⑲

永
井
信
濃
守
家
臣
石
本
伊
助

の
妹
、
入
寺
年
次

は
不
明
で
あ

る
が
、
宝
暦
十
四
年
智
観
上
人
出
府
に
は
随
行
し
て

い
る
の
で
、
相
当
高
令

に
達

し

て
い
た
と
思

わ
れ

る
。
常
蓮
社
宣
誉
法
善
法
尼
、
夊
化

四
年
十
月
三

日
逝
、
原
宿
長
安
寺

に
葬
。

⑳

法
華
経
法
師
品

に
と
か
れ
た
花

・
香

・
瓔

珞

・
抹
香

・
塗
香

・
焼
香

・
繪
蓋

・
幢
幡

・
衣
服

・
伎
楽

の
十
種
を
三
宝
に
供
養
す
る

こ
と
で
、

こ
の



時
行
わ
れ
た
音
楽
法
要
も
十
種
の
中
の
一
と
見
な
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

⑳

寺
役
人
と
同
様
の
寺
務
を
行
う
。
町
人
の
有
力
者
が
選
任
さ
れ
る
一
種
の
名
誉
職
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
家
の
職
業
は
別
に
も
ち
傍
ら
重
要
な
行

事
の
時
出
勤
し
た
。

智

昭

上

人

略

年

譜

(
横
線
は
上
人
の
青
山

・
信
州
在
住
期
間
を
示
す
)

年

號CAA)

智昭年令

信

州

善

光

寺、

青

山

善

光

寺

寛

政

二

年(一七九〇)

9

氷堂

修
復一一・二

九
智
観
上
人
遺
骨
着
寺

一

〇
・

五
入

寺、

一

〇
・
一

五

得度

、

一

二
.

四

五重(=一・一八綸旨)一一・一二～一四智觀上人葬儀、一一.二五遺骨出立

ー

〃

三

年

0

11
1
・
1

0～

四
・
itl

0
金
堂
開
帳
(
四
万
日
回

向)一〇・二八着寺連日入院披露

1

一

・
一
一

綸
旨
到
着、

二
・

四
宗
脈
相
傳、

六
.

二七智觀上人一周忌、八・六繼目登城、九.五上野昇殿、一〇・二二出立

↑

〃

四

年

11

四
・

四

修復

始
る、

六
月
本堂

修
復
成
る

調

〃

五

年

12

九
・
二
八
御
靈
屋
入
佛
供養

五
・

二
六

冨
興
行
滿會

〃

六

年

m

三
・
1

六
出
立
(
越
後
十
念
寺
七
・
一

～
二
八

開
帳)八・三～回国開帳

一 一

1

↓
三
・

二
二

着
寺、

七
・

二

三
登
城

ー
ー

善
光
寺
智
昭
上
人
の
生
涯

二
五
七
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八

〃

七

年(一七九五)

14

二
・
一

觀
音
堂
建
立、

一
一

・

二

〇
同
移
轉

ー

〃

八

年

15

七
・

九
觀
音假

堂
入佛

供養

、

六
・

二
七

智觀

上
人七回忌七・九信州お靈屋修復金三百兩下さる

〃

九

年

16

三
・

二
八
お
靈
屋
歳
宮
修
理始

る

三
・

二

〇
～
二
一

百
觀
音
入
佛
供
養、

三
・

一

八
～四・二説法、九・一四登城、二・四無蠱始る(十四年間)

〃

一

〇

年

17

六
・

二
二

歸
座

二
・
一

四

～
一

五
釋
奪
二

七
五

〇年

忌三月辨天堂建立

〃

一

一

年

18

111
・

1

～
四
・

三

〇、

四

萬
五

千

日

回

向

〃

一

二

年(一八〇〇)

19

八
・

二

五
登
城

〃

=
ご

年享和一年

20

四
・

二

九着

寺

1
ー
四
・

二
一

出

立

↑
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